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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベニヤ板の前面に重ね合わされた状態で遊技球が打ち込まれる遊技領域を前面によって
形成する光透過性樹脂の板状部材を有し、前記遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を
与える複数の釘が配設された遊技盤と、
　該遊技盤の前記板状部材における前記遊技領域に形成された貫通穴と、
　該貫通穴に配置される光誘導部材と、
　該光誘導部材に光を導入する発光手段とを備え、
　前記板状部材は、前記発光手段が発した光を前記光誘導部材を介して前記貫通穴の内壁
から導入し、該導入した光を前面から出力する導光板であり、
　前記光誘導部材は、前記貫通穴に対して取り付けられる遊技部品の一部により前方が遮
蔽されて設けられていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、パチンコ機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機の代表例として例えばパチンコ機がある。このパチンコ機は、遊技球が打
ち込まれる遊技領域を有する遊技盤を備えている。一般的には、この遊技盤は、正面視で
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略四角形状のベニヤ板と、このベニヤ板の前面側の略全面に貼り付けられるセルシートと
、このセルシートが貼り付けられた状態のベニヤ板の当該セルシート面側に植設された複
数本の釘とを備えている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、前述した遊技盤として、透明薄板などを使用する遊技盤が要求されている。
【特許文献１】特開２００４－１６０２５８号公報（第５頁，第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような構成を有する従来例の場合には、次のような問題がある。
　すなわち、従来のパチンコ機では、遊技盤を好適なものとすることができないという問
題がある。
【０００５】
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、好適な遊技盤を備えた遊技
機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。
　すなわち、請求項１に記載の発明は、
　ベニヤ板の前面に重ね合わされた状態で遊技球が打ち込まれる遊技領域を前面によって
形成する光透過性樹脂の板状部材を有し、前記遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を
与える複数の釘が配設された遊技盤と、
　該遊技盤の前記板状部材における前記遊技領域に形成された貫通穴と、
　該貫通穴に配置される光誘導部材と、
　該光誘導部材に光を導入する発光手段とを備え、
　前記板状部材は、前記発光手段が発した光を前記光誘導部材を介して前記貫通穴の内壁
から導入し、該導入した光を前面から出力する導光板であり、
　前記光誘導部材は、前記貫通穴に対して取り付けられる遊技部品の一部により前方が遮
蔽されて設けられている
　ことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明に係る遊技機によれば、好適な遊技盤を備えた遊技機を提供することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
【００１０】
【００１１】
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
　なお、本明細書は、次のような遊技機に係る発明も開示している。
【００１８】
　（Ａ０）遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤を備えた遊技機において、
　前記遊技盤は、
　遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側に打ち付け固定可能
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な板状部材と、
　前記板状部材の遊技領域を少なくとも覆うようにして当該板状部材の前面側に重ね合わ
される光透過性の薄板部材と、
　を備え、
　前記薄板部材は、遊技領域の所定箇所に貫通孔を備え、
　前記薄板部材の前記貫通孔の内壁に光を入射させる光入射手段を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
　前記（Ａ０）に記載の発明によれば、遊技盤は、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有し
ている。この遊技盤は、遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面
側に打ち付け固定可能な板状部材と、この板状部材の遊技領域を少なくとも覆うようにし
て当該板状部材の前面側に重ね合わされる光透過性の薄板部材と、を備えている。薄板部
材は、所定箇所に貫通孔を備えている。光入射手段は、薄板部材の貫通孔の内壁に光を入
射させる。
　したがって、薄板部材（例えば透明薄板）の貫通孔の内壁から光を入射させることがで
きるので、薄板部材の外周側面からの光が届き難い、薄板部材での暗い箇所に、光を入射
させることができ、薄板部材での明暗ムラを低減でき、薄板部材を一様に面発光させるこ
とができる。つまり、センターフレームや入賞口など各種の遊技部品などが遊技盤に設け
られる遊技機では、これらの遊技部品が薄板部材の所定箇所に貫通して設けられ、薄板部
材の外周側面から当該薄板部材の内部に向けて光を入射させたとしても、遊技盤に設けら
れた前記の遊技部品により光の進入が妨げられる箇所が生じたりするが、このような暗い
箇所に光を供給し得る箇所に貫通孔を設け、その貫通孔の内壁から光を入射させることで
、薄板部材での暗い箇所に光を入射させることができ、薄板部材での明暗ムラを低減でき
、薄板部材を一様に面発光させることができる。
　また、薄板部材の外周側面から当該薄板部材の内部に向けて入射させる光の強度（光量
）を増加させる必要がないので、入射させる光の強度を増加させ過ぎることもないし、そ
の増加させ過ぎることで薄板部材が眩し過ぎるようになるという別異の問題も生じない。
　その結果、遊技盤の薄板部材（透明薄板）を一様に面発光させることができる遊技機を
提供することができる。
　（Ｂ０）遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤を備えた遊技機において、
　前記遊技盤は、
　遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側に打ち付け固定可能
な光透過性の薄板部材と、
　前記薄板部材の裏面側に設けられ、所定の画像を表示する画像表示手段と、
　を備え、
　前記薄板部材は、遊技領域の所定箇所に貫通孔を備え、
　前記薄板部材の前記貫通孔の内壁に光を入射させる光入射手段を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
　前記（Ｂ０）に記載の発明によれば、遊技盤は、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有し
ている。この遊技盤は、遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面
側に打ち付け固定可能な光透過性の薄板部材と、この薄板部材の裏面側に設けられ、所定
の画像を表示する画像表示手段とを備えている。薄板部材は、所定箇所に貫通孔を備えて
いる。光入射手段は、薄板部材の貫通孔の内壁に光を入射させる。
　したがって、薄板部材（例えば透明薄板）の貫通孔の内壁から光を入射させることがで
きるので、薄板部材の外周側面からの光が届き難い、薄板部材での暗い箇所に、光を入射
させることができ、薄板部材での明暗ムラを低減でき、薄板部材を一様に面発光させるこ
とができる。つまり、センターフレームや入賞口など各種の遊技部品などが遊技盤に設け
られる遊技機では、これらの遊技部品が薄板部材の所定箇所に貫通して設けられ、薄板部
材の外周側面から当該薄板部材の内部に向けて光を入射させたとしても、遊技盤に設けら
れた前記の遊技部品により光の進入が妨げられる箇所が生じたりするが、このような暗い
箇所に光を供給し得る箇所に貫通孔を設け、その貫通孔の内壁から光を入射させることで
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、薄板部材での暗い箇所に光を入射させることができ、薄板部材での明暗ムラを低減でき
、薄板部材を一様に面発光させることができる。
　また、薄板部材の外周側面から当該薄板部材の内部に向けて入射させる光の強度（光量
）を増加させる必要がないので、入射させる光の強度を増加させ過ぎることもないし、そ
の増加させ過ぎることで薄板部材が眩し過ぎるようになるという別異の問題も生じない。
　その結果、遊技盤の薄板部材（透明薄板）を一様に面発光させることができる遊技機を
提供することができる。
　（１）　遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤を備えた遊技機において、
　前記遊技盤は、
　遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側に打ち付け固定可能
な板状部材と、
　前記板状部材の遊技領域の少なくとも一部を覆うようにして当該板状部材の前面側に重
ね合わされるものであって、遊技部品が取り付けられる取付切欠部を有する光透過性の薄
板部材と、
　を備え、
　前記薄板部材の前記取付切欠部での遊技領域内に属する側面の所定箇所に、当該薄板部
材の内部に向けて光を入射させる光入射手段を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００１９】
　前記（１）に記載の発明によれば、遊技盤は、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有して
いる。遊技盤は、遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側に打
ち付け固定可能な板状部材と、この板状部材の遊技領域の少なくとも一部を覆うようにし
て当該板状部材の前面側に重ね合わされるものであって、遊技部品が取り付けられる取付
切欠部を有する光透過性の薄板部材と、を備えている。光入射手段は、薄板部材の取付切
欠部での遊技領域内に属する側面の所定箇所に、当該薄板部材の内部に向けて光を入射さ
せる。
【００２０】
　したがって、薄板部材の取付切欠部での遊技領域内に属する側面の所定箇所から光を入
射させることができるので、薄板部材の外周側面からの光が届き難い、薄板部材での暗い
箇所に光を入射させることができ、薄板部材での明暗ムラを低減でき、薄板部材を一様に
面発光させることができる。つまり、センターフレームや入賞口など各種の遊技部品など
が遊技盤に設けられる遊技機では、これらの遊技部品が薄板部材の取付切欠部に設けられ
、薄板部材の外周側面から当該薄板部材の内部に向けて光を入射させたとしても、遊技盤
に設けられた前記の遊技部品により光の進入が妨げられる箇所が生じたりするが、このよ
うな暗い箇所に光を供給し得る箇所に、取付切欠部を設け、その取付切欠部での遊技領域
内に属する側面の所定箇所から光を入射させることで、薄板部材での暗い箇所に光を入射
させることができ、薄板部材での明暗ムラを低減でき、薄板部材を一様に面発光させるこ
とができる。
【００２１】
　また、薄板部材の外周側面から当該薄板部材の内部に向けて入射させる光の強度（光量
）を増加させる必要がないので、入射させる光の強度を増加させ過ぎることもないし、そ
の増加させ過ぎることで薄板部材が眩し過ぎるようになるという別異の問題も生じない。
【００２２】
　その結果、遊技盤の薄板部材（透明薄板）を一様に面発光させることができる遊技機を
提供することができる。
【００２３】
　（２）　遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤を備えた遊技機において、
　前記遊技盤は、
　遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側に打ち付け固定可能
な板状部材と、
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　前記板状部材の遊技領域を少なくとも覆うようにして当該板状部材の前面側に重ね合わ
される光透過性の薄板部材と、
　を備え、
　前記薄板部材は、当該薄板部材を前面視した状態で複数個に分割した各分割薄板部材か
ら構成され、かつ、前記遊技盤の遊技領域に配設される遊技部品を取り付けるための取付
孔を有するものであり、
　前記分割薄板部材の側面の所定箇所であって、前記遊技部品と対向する箇所に、当該分
割薄板部材の内部に向けて光を入射させる光入射手段を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００２４】
　前記（２）に記載の発明によれば、遊技盤は、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有して
いる。遊技盤は、遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側に打
ち付け固定可能な板状部材と、この板状部材の遊技領域を少なくとも覆うようにして当該
板状部材の前面側に重ね合わされる光透過性の薄板部材と、を備えている。薄板部材は、
当該薄板部材を前面視した状態で複数個に分割した各分割薄板部材から構成され、かつ、
遊技盤の遊技領域に配設される遊技部品を取り付けるための取付孔を有するものとしてい
る。光入射手段は、分割薄板部材の側面の所定箇所であって、遊技部品と対向する箇所に
、当該分割薄板部材の内部に向けて光を入射させる。
【００２５】
　したがって、分割薄板部材（例えば分割透明薄板）の側面の所定箇所であって遊技盤に
配設される遊技部品と対向する箇所から光を入射させることができ、薄板部材の外周側面
からの光が届き難い、薄板部材での暗い箇所に、光を入射させることができ、薄板部材で
の明暗ムラを低減でき、薄板部材を一様に面発光させることができる。つまり、センター
フレームや入賞口など各種の遊技部品などが遊技盤に設けられる遊技機では、これらの遊
技部品を分割薄板部材で囲うようにして設けられ、薄板部材の外周側面から当該薄板部材
の内部に向けて光を入射させたとしても、遊技盤に設けられた前記の遊技部品により光の
進入が妨げられる箇所が生じたりするが、このような暗い箇所に光を供給し得る箇所、つ
まり、分割薄板部材の側面の所定箇所であって遊技部品と対向する箇所から光を入射させ
ることで、薄板部材での暗い箇所に光を入射させることができ、薄板部材での明暗ムラを
低減でき、薄板部材を一様に面発光させることができる。
【００２６】
　また、薄板部材の外周側面から当該薄板部材の内部に向けて入射させる光の強度（光量
）を増加させる必要がないので、入射させる光の強度を増加させ過ぎることもないし、そ
の増加させ過ぎることで薄板部材が眩し過ぎるようになるという別異の問題も生じない。
【００２７】
　したがって、遊技盤の薄板部材を一様に面発光させることができる遊技機を提供するこ
とができる。
【００２８】
　（３）　遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤を備えた遊技機において、
　前記遊技盤は、
　遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側に打ち付け固定可能
な板状部材と、
　前記板状部材の前面側で遊技領域の一部に前記遊技盤の盤面と面一に設けられる光透過
性の部分薄板部材と、
　を備え、
　前記部分薄板部材の側面に光を入射させる光入射手段を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００２９】
　前記（３）に記載の発明によれば、遊技盤は、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有して
いる。この遊技盤は、遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側
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に打ち付け固定可能な板状部材と、この板状部材の前面側で遊技領域の一部に前記遊技盤
の盤面と面一に設けられる光透過性の部分薄板部材と、を備えている。光入射手段は、部
分薄板部材の側面に光を入射させる。
【００３０】
　したがって、遊技領域の一部に配設される部分薄板部材の側面から光を入射させること
ができ、部分薄板部材を一様に面発光させることができる。
【００３１】
　（４）　前記（Ａ０）に記載の遊技機において、
　前記光入射手段は、
　前記薄板部材と面一となるように当該薄板部材の前記貫通孔に嵌入される導光部材と、
　前記導光部材の入射面に向けて光を出力する光出力手段と、
　を備え、
　かつ、前記薄板部材の前記貫通孔の内壁に対向する前記導光部材の対向面箇所から当該
薄板部材に向けて、前記導光部材で導光された光を出力することで、前記薄板部材の前記
貫通孔の内壁に光を入射させるものである
　ことを特徴とする遊技機。
【００３２】
　前記（４）に記載の発明によれば、光入射手段は導光部材と光出力手段とを備えている
。導光部材は、薄板部材と面一となるように当該薄板部材の貫通孔に嵌入される。光出力
手段は、導光部材の入射面に向けて光を出力する。導光部材で導光された光は、薄板部材
の貫通孔の内壁に対向する導光部材の対向面箇所から当該薄板部材に向けて出力され、薄
板部材の貫通孔の内壁に入射される。したがって、薄板部材の貫通孔の内壁から光を入射
させる光入射手段を好適に実現できる。
【００３３】
　（５）　前記（４）に記載の遊技機において、
　前記導光部材は、前記薄板部材の前記貫通孔の内壁に対向する対向面箇所から光を出力
するように光出力を規制する光出力規制手段を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００３４】
　前記（５）に記載の発明によれば、導光部材は光出力規制手段を備えている。光出力規
制手段は、薄板部材の貫通孔の内壁に対向する対向面箇所から光を出力するように光出力
を規制する。したがって、薄板部材の貫通孔の内壁に向けて光を効果的に出力することが
できる。
【００３５】
　（６）　前記（５）に記載の遊技機において、
　前記光出力規制手段は、前記導光部材での前記薄板部材と面一とした端面箇所に設けら
れた、光を遮光する遮蔽部を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００３６】
　前記（６）に記載の発明によれば、導光部材での薄板部材と面一とした端面箇所に、光
を遮光する遮蔽部が設けられている。遮蔽部は、導光部材での薄板部材と面一とした端面
箇所から光が出力されることを低減し、薄板部材の貫通孔の内壁に対向する対向面箇所か
ら光を出力するように光出力を規制する。したがって、薄板部材の貫通孔の内壁に向けて
光を効果的に出力することができる。
【００３７】
　（７）　前記（５）に記載の遊技機において、
　前記光出力規制手段は、前記導光部材での前記薄板部材と面一とした端面箇所に設けら
れた、光を反射させる光反射部を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００３８】
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　前記（７）に記載の発明によれば、導光部材での薄板部材と面一とした端面箇所に、光
を反射させる光反射部が設けられている。光反射部は、導光部材中で薄板部材と面一とし
た端面箇所に向かって進んできた光を反射させ、導光部材での薄板部材と面一とした端面
箇所から光が出力されることを防止し、薄板部材の貫通孔の内壁に対向する対向面箇所か
ら光を出力するように光出力を規制する。したがって、薄板部材の貫通孔の内壁に向けて
光を効果的に出力することができる。
【００３９】
　（８）　前記（５）から（７）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記光出力規制手段は、前記導光部材での前記薄板部材と面一とした端面箇所に向けて
当該導光部材中を進行してきた光を、前記薄板部材の前記貫通孔の内壁に対向する前記導
光部材の対向面箇所に向けて出力するように進路変更する傾斜面を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００４０】
　前記（８）に記載の発明によれば、光出力規制手段は、導光部材での薄板部材と面一と
した端面箇所に向けて当該導光部材中を進行してきた光を、薄板部材の前記貫通孔の内壁
に対向する導光部材の対向面箇所に向けて出力するように進路変更する傾斜面を備えてい
る。したがって、薄板部材の貫通孔の内壁に向けて光を出力することができる。
【００４１】
　（９）　前記（６）または（７）に記載の遊技機において、
　前記導光部材は、前記薄板部材と面一とした端面箇所の方が先広がりとなった形状とし
ており、
　前記薄板部材の前記貫通孔は、前記導光部材の先広がり形状に嵌合するような孔形状と
している
　ことを特徴とする遊技機。
【００４２】
　前記（９）に記載の発明によれば、導光部材は、薄板部材と面一とした端面箇所の方が
先広がりとなった形状としている。また、薄板部材の貫通孔は、導光部材の先広がり形状
に嵌合するような孔形状としている。したがって、導光部材での薄板部材と面一とした端
面箇所に向けて当該導光部材中を進行してきた光が、その端面箇所の遮蔽部または光反射
部によって、遮蔽あるいは反射され、薄板部材の先広がり貫通孔の内壁に対向する先広が
り導光部材の対向面箇所に向けて出力され、薄板部材の先広がり貫通孔の内壁に向けて光
を出力することができる。
【００４３】
　（１０）　前記（４）から（９）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記光出力手段は、
　光を発する発光手段と、
　前記発光手段を位置させるための窪みであって前記導光部材の入射面に形成された凹部
と、
　を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００４４】
　前記（１０）に記載の発明によれば、光を発する発光手段は、導光部材の入射面に形成
された凹部に位置している。つまり、発光手段から発せられた光は、導光部材の入射面に
形成された凹部に入射される。したがって、発光手段で発せられた光を効率よく、導光部
材の入射面に形成された凹部に入射させることができる。
【００４５】
　（１１）　前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）または（２）に記載の遊
技機において、
　前記薄板部材の前記貫通孔、前記取付切欠部または前記取付孔は、前記遊技盤の遊技領
域に配設される遊技部品を取り付けるための第１取付孔であり、
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　前記板状部材は、前記薄板部材の前記貫通孔に対応する箇所に、前記遊技部品を取り付
けるための第２取付孔を備え、
　前記遊技部品は、その外周側面の所定箇所に、前記光入射手段を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００４６】
　前記（１１）に記載の発明によれば、薄板部材の貫通孔、取付切欠部または取付孔は、
遊技盤の遊技領域に配設される遊技部品を取り付けるための第１取付孔である。板状部材
は、薄板部材の貫通孔に対応する箇所に、遊技部品を取り付けるための第２取付孔を備え
ている。遊技部品はその外周側面の所定箇所に光入射手段を備えている。光入射手段は薄
板部材の貫通孔の内壁に光を入射させる。
【００４７】
　したがって、薄板部材（例えば透明薄板）での遊技部品の第１取付孔の内壁から光を入
射させることができ、薄板部材の外周側面からの光が届き難い、薄板部材での暗い箇所に
、光を入射させることができ、薄板部材での明暗ムラを低減でき、薄板部材を一様に面発
光させることができる。つまり、センターフレームや入賞口など各種の遊技部品などが遊
技盤に設けられる遊技機では、これらの遊技部品が薄板部材の所定箇所に貫通して設けら
れ、薄板部材の外周側面から当該薄板部材の内部に向けて光を入射させたとしても、遊技
盤に設けられた前記の遊技部品により光の進入が妨げられる箇所が生じたりするが、この
ような暗い箇所が生じる遊技部品の外周側面の箇所に光入射手段を設け、その光入射手段
から薄板部材の第１取付孔の内壁に光を入射させることで、薄板部材での暗い箇所に光を
入射させることができる。つまり、遊技部品の外周側面からも薄板部材の第１取付孔の内
壁に向けて光出射できるようになっている。よって、薄板部材での明暗ムラを低減でき、
薄板部材を一様に面発光させることができる。
【００４８】
　また、薄板部材の外周側面から当該薄板部材の内部に向けて入射させる光の強度（光量
）を増加させる必要がないので、入射させる光の強度を増加させ過ぎることもないし、そ
の増加させ過ぎることで薄板部材が眩し過ぎるようになるという別異の問題も生じない。
【００４９】
　その結果、遊技盤の薄板部材（透明薄板）を一様に面発光させることができる遊技機を
提供することができる。
【００５０】
　（１２）　前記（１１）に記載の遊技機において、
　前記光入射手段は、
　光を発する発光手段と、
　前記発光手段からの光が入射される入射面と、入射された光が出射される出射面と、を
有する導光部材と、
　前記導光部材の出射面を前記薄板部材の前記第１取付孔に対向配置するように当該導光
部材を収容する収容手段と、
　を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００５１】
　前記（１２）に記載の発明によれば、光入射手段は発光手段と導光部材と収容手段とを
備えている。収容手段は、導光部材の出射面を薄板部材の第１取付孔に対向配置するよう
に当該導光部材を収容する。発光手段からの光は、導光部材の入射面に入射され、当該導
光部材中を通り、導光部材の出射面から出射されて、薄板部材の第１取付孔の内壁に入射
される。したがって、薄板部材の第１取付孔の内壁から光を入射させる光入射手段を好適
に実現できる。
【００５２】
　なお、光入射手段の構成としては、発光手段のみでその光を前記薄板部材の所定の内壁
箇所に出射する構成や、発光手段とその光を前記薄板部材の所定の内壁箇所に向けて反射
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させる反射手段（例えば、鏡）とを備える構成なども挙げられる。
【００５３】
　（１３）　前記（１２）に記載の遊技機において、
　前記収容手段は、前記導光部材を収容する収容空間の内面を光反射部としている
　ことを特徴とする遊技機。
【００５４】
　前記（１３）に記載の発明によれば、収容手段は、導光部材を収容する収容空間の内面
を光反射部としているので、導光部材から収容空間に出射した光を光反射部で反射させて
再び導光部材に入射させることができ、導光部材に入射された光を出射面の方に導くこと
ができ、収容手段を透過して外部に光が漏れ出ることも防止できる。
【００５５】
　（１４）　前記（１２）に記載の遊技機において、
　前記導光部材は、前記入射面と前記出射面とを有する導光容体であり、前記導光容体で
の外面のうちで前記入射面と前記出射面とを除いた箇所に光反射層を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００５６】
　前記（１４）に記載の発明によれば、導光部材は、入射面と出射面とを有する導光容体
であり、導光容体での外面のうちで入射面と出射面とを除いた箇所に光反射層を備えてい
るので、導光容体での外面のうちで入射面と出射面とを除いた箇所から光が出射されるこ
とが光反射層で防止される。つまり、導光部材に入射された光は入射面または出射面以外
の箇所から出射されないようにできる。したがって、導光部材に入射された光を出射面の
方に導くことができ、導光部材の外面のうちで入射面と出射面とを除いた箇所から外部に
光が漏れ出ることも防止できる。
【００５７】
　（１５）　前記（１２）から（１４）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記導光部材は、前記遊技部品を前面視した状態でその奥側を前記入射面とし、前記遊
技部品を前面視した状態でその外周側に向く方向を前記出射面とするものであり、
　前記発光手段は、前記導光部材の前記入射面に対向配置されている
　ことを特徴とする遊技機。
【００５８】
　前記（１５）に記載の発明によれば、導光部材は、遊技部品を前面視した状態でその奥
側を入射面とし、遊技部品を前面視した状態でその外周側に向く方向を出射面とするもの
である。発光手段は、導光部材の入射面に対向配置されている。したがって、遊技部品の
幅方向に発光手段を設ける必要がなく、遊技部品の幅方向に発光手段を設けることに起因
して遊技部品が幅方向に小さくなるという問題を低減できる。
【００５９】
　（１６）　前記（１５）に記載の遊技機において、
　前記導光部材は、曲げ形状としている
　ことを特徴とする遊技機。
【００６０】
　前記（１６）に記載の発明によれば、導光部材は、曲げ形状としている。つまり、導光
部材は、遊技部品を前面視した状態でその奥側を入射面とし、遊技部品を前面視した状態
でその外周側に向く方向を出射面とするように曲げ形状としたものである。発光手段は、
導光部材の入射面に対向配置されている。したがって、遊技部品の幅方向に発光手段を設
ける必要がなく、遊技部品の幅方向に発光手段を設けることに起因して遊技部品が幅方向
に小さくなるという問題を低減できる。また、導光部材の入射面に入射した光の進行方向
を無理なく薄板部材の第１取付孔の内壁の方向に変更することができる。
【００６１】
　（１７）　前記（１２）から（１４）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記導光部材は、その断面視で平行四辺形の形状とし、導光方向に対して斜めに交わる
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両傾斜面のうちの一方を前記入射面とし他方を前記出射面とするものであり、
　前記発光手段は、前記導光部材の前記入射面に対向配置されている
　ことを特徴とする遊技機。
【００６２】
　前記（１７）に記載の発明によれば、導光部材は、その断面視で平行四辺形の形状とし
、導光方向に対して斜めに交わる両傾斜面のうちの一方を前記入射面とし他方を前記出射
面とするものである。発光手段は、導光部材の入射面に対向配置されている。したがって
、薄板部材の第１取付孔の内壁と対向する軸上に発光手段を配置することが困難な場合に
、前面視した状態の遊技部品の奥方向にずれた位置に発光手段を配設することができる。
また、発光手段から導光部材に入射された光を出射面の方に好適に導くことができる。
【００６３】
　（１８）　前記（１１）から（１７）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記遊技部品は、遊技者にとって有利な遊技状態の発生を示唆するための識別情報を変
動表示する識別情報変動表示手段の周囲の少なくとも一部を覆うように位置する装飾部材
である
　ことを特徴とする遊技機。
【００６４】
　前記（１８）に記載の発明によれば、遊技部品は、遊技者にとって有利な遊技状態の発
生を示唆するための識別情報を変動表示する識別情報変動表示手段の周囲の少なくとも一
部を覆うように位置する装飾部材としている。したがって、遊技盤に配置される装飾部材
の外周側面からも薄板部材の第１取付孔の内壁に向けて光出射できる。
【００６５】
　（１９）　前記（１２）から（１８）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記遊技部品は、遊技球が入球可能な入球部品である
　ことを特徴とする遊技機。
【００６６】
　前記（１９）に記載の発明によれば、遊技球が入球可能な入球部品としている。したが
って、遊技盤に配置される入球部品の外周側面からも薄板部材の第１取付孔の内壁に向け
て光出射できる。
【００６７】
　（２０）　前記（１１）から（１９）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記光入射手段は、前記遊技部品の外周側面の所定の複数箇所にそれぞれ設けられてい
る
　ことを特徴とする遊技機。
【００６８】
　前記（２０）に記載の発明によれば、遊技部品の外周側面の所定の複数箇所に光入射手
段をそれぞれ設けることで、遊技部品の外周側面の複数箇所から薄板部材の第１取付孔の
内壁に向けて光出射できる。
【００６９】
　（２１）　前記（１１）から（２０）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記遊技部品は、当該遊技部品への遊技球の入り込みを防止する入り込み防止部材を備
え、
　前記入り込み防止部材は、その一部に前記光入射手段を備えている
　ことを特徴とする遊技機。  
【００７０】
　前記（２１）に記載の発明によれば、遊技部品の入り込み防止部材は、当該遊技部品へ
の遊技球の入り込みを防止する。入り込み防止部材は、その一部に光入射手段を備えてい
る。したがって、遊技部品の入り込み防止部材の一部を利用して光入射手段を設けること
ができ、遊技部品への遊技球の入り込みを防止することができるとともに、薄板部材での
遊技部品の第１取付孔の内壁からも光を入射させることができる。
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【００７１】
　（２２）　前記（１１）から（２０）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記遊技部品は、当該遊技部品の裏面側を覆う裏面側部材を備え、
　前記裏面側部材は、その一部に前記光入射手段を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００７２】
　前記（２２）に記載の発明によれば、遊技部品の裏面側部材は、当該遊技部品の裏面側
を覆う。裏面側部材は、その一部に光入射手段を備えている。したがって、遊技部品の裏
面側部材の一部を利用して光入射手段を設けることができ、遊技部品の裏面側を覆うこと
ができるとともに、薄板部材での遊技部品の第１取付孔の内壁からも光を入射させること
ができる。
【００７３】
　（２３）　前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（２２）のいずれか
一つに記載の遊技機において、
　前記薄板部材の裏面側、前記板状部材の前面側または前記薄板部材と前記板状部材との
間に設けられた、遊技機を表すための表示または遊技領域を装飾するための表示を有する
装飾表示部を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【００７４】
　前記（２３）に記載の発明によれば、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤は
、遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側に打ち付け固定可能
な板状部材の前面側に、当該板状部材の遊技領域を少なくとも覆うようにして光透過性の
薄板部材が板状部材に重ね合わされたものであり、薄板部材の裏面側、板状部材の前面側
または薄板部材と板状部材との間に、遊技機を表すための表示または遊技領域を装飾する
ための表示を有する装飾表示部を備えたものである。したがって、装飾表示部の表示を薄
板部材で照らした表示とすることができる。しかも、装飾表示部の前面側に光透過性の薄
板部材が設けられているので、遊技球は薄板部材の前面側を流下し、それとは反対側の薄
板部材の裏面側に装飾表示部が位置することになり、薄板部材の裏面側に設けられた装飾
表示部に遊技球が接触等したりすることがなく、遊技球接触等による装飾表示部の損傷を
防止することができる。その結果、遊技盤の遊技領域の装飾表示部を照らすことができ、
その遊技領域の装飾表示を保護できる遊技機を提供することができる。
【００７５】
　（２４）　前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（２３）のいずれか
一つに記載の遊技機において、
　前記板状部材は、その密度が前記薄板部材の密度よりも低いものであり、
　前記薄板部材の前面視状態での所定箇所には、前記釘の直径よりも大きな開口径の開口
部を備え、
　前記釘は、前記板状部材の前面側に前記薄板部材が重ね合わされた状態で、前記薄板部
材の前記開口部を介して前記板状部材に打ち付けられている
　ことを特徴とする遊技機。
【００７６】
　前記（２４）に記載の発明によれば、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤は
、遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側に打ち付け固定可能
な板状部材のその前面側に、当該板状部材の遊技領域を少なくとも覆うようにして光透過
性の薄板部材が板状部材に重ね合わされたものであり、板状部材は、その密度が薄板部材
の密度よりも低いものとしており、さらに、薄板部材の前面視状態での所定箇所には、釘
の直径よりも大きな開口径の開口部を備えており、釘は、板状部材の前面側にこの薄板部
材が重ね合わされた状態で、薄板部材の開口部を介して板状部材に打ち付けられている。
【００７７】
　したがって、釘は薄板部材の開口部（釘の直径よりも大きな開口径の開口部）を介して
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板状部材に打ち付けられているので、釘が薄板部材に打ち付けられることがなく、薄板部
材に曲がった状態で釘が打ち付けられることがない。よって、遊技盤の廃棄・分解作業時
に遊技盤の釘を抜いて分別廃棄する際において、薄板部材に曲がった状態で打ち付けられ
た釘が抜き難いという問題が生じないので、釘抜き作業効率を向上させることができ、遊
技盤の廃棄・分解作業の効率を向上させることができる。
【００７８】
  また、釘は薄板部材ではなく板状部材に打ち付けられている、つまり、釘の打ち込み固
定可能で、かつ、薄板部材よりも密度の低い板状部材に釘が打ち付けられているので、従
来例のような薄板部材に釘が打ち付けられている遊技盤の場合と比べて、遊技領域に打ち
込まれてきた遊技球が、板状部材に打ち付けられた釘に当って跳ねる、その跳ね方が強く
なることを低減でき、釘に衝突した遊技球の跳ねを適度に落ち着かせることができ、遊技
球の転動態様について面白味を確保できる。
【００７９】
　その結果、遊技盤の前面側に光透過性の薄板部材（例えば透明板）を有する遊技機にお
いて、釘抜き作業効率を向上させることができ、遊技球の転動態様の面白味を向上させる
ことができる遊技機を提供することができる。
【００８０】
　（２５）　前記（２４）に記載の遊技機において、
　前記釘と前記開口部との間に、当該釘と開口部との間を埋めるための弾性部材を備えて
いることを特徴とする遊技機。
【００８１】
　前記（２５）に記載の発明によれば、釘と開口部との間に、当該釘と開口部との間を埋
めるための弾性部材を備えているので、釘と開口部との間の隙間に塵や屑等が入ることを
防止できる。しかも、弾性部材による釘の固定力は、釘が薄板部材に打ち付けられている
場合と比べて、ほとんど小さいことから、釘の固定力は依然として板状部材によるもので
あり、前記（Ａ０）のように、釘抜き作業効率を向上させることができ、遊技球の転動態
様の面白味を向上させることができる遊技機を提供することができる。
【００８２】
　（２６）　前記（２５）に記載の遊技機において、
　前記弾性部材は、前記釘の胴の所定箇所でその胴周りに設けられていることを特徴とす
る遊技機。
【００８３】
　前記（２６）に記載の発明によれば、弾性部材は、釘の胴の所定箇所でその胴周りに設
けられているので、この弾性部材付きの釘を薄板部材の開口部を通して板状部材に打ち付
けるだけで、釘を板状部材に打ち付けることができるし、当該釘の胴周りに設けられた弾
性部材が薄板部材の開口部に位置させることができ、この弾性部材で釘と開口部との間の
隙間を埋めることができ、釘と開口部との間の隙間に塵や屑等が入ることを防止できる。
しかも、弾性部材による釘の固定力は、釘が薄板部材に打ち付けられている場合と比べて
、ほとんど小さいことから、釘の固定力は依然として板状部材によるものであり、前記（
Ａ０）のように、釘抜き作業効率を向上させることができ、遊技球の転動態様の面白味を
向上させることができる遊技機を提供することができる。
【００８４】
　（２７）　前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（２３）のいずれか
一つに記載の遊技機において、
　前記板状部材は、その密度が前記薄板部材の密度よりも低いものであり、
　前記釘は、前記板状部材の前面側に前記薄板部材が重ね合わされた状態で、前記薄板部
材の方から当該薄板部材を貫通して前記板状部材に打ち付けられており、この打ち付け状
態の当該釘は、前記薄板部材および前記板状部材に接触しており、
　前記薄板部材は、その厚みを前記釘の前記板状部材に対する打ち入り長さよりも小さく
している



(13) JP 4797656 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

　ことを特徴とする遊技機。
【００８５】
　前記（２７）に記載の発明によれば、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤は
、遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側に打ち付け固定可能
な板状部材のその前面側に、当該板状部材の遊技領域を少なくとも覆うようにして光透過
性の薄板部材が板状部材に重ね合わされたものであり、板状部材は、その密度が薄板部材
の密度よりも低いものとしており、さらに、釘は、板状部材の前面側にこの薄板部材が重
ね合わされた状態で、薄板部材の方から当該薄板部材を貫通して板状部材に打ち付けられ
ており、この打ち付け状態の当該釘は、薄板部材および板状部材に接触している。薄板部
材は、その厚みを釘の板状部材に対する打ち入り長さよりも小さくしている。
【００８６】
　したがって、薄板部材の厚みは、釘の板状部材に対する打ち入り長さよりも小さくして
いるので、釘の薄板部材に対する接触表面積はその同一の釘の板状部材に対する接触表面
積よりも小さくすることができ、釘を支える比率を薄板部材よりも板状部材の方を大きく
することができ、薄板部材の道孔（釘の直径よりも小さい直径の道孔）中心からずれて釘
が打ち付けられたとしてもその曲がり打ち付けが低減できる。よって、遊技盤の廃棄・分
解作業時に遊技盤の釘を抜いて分別廃棄する際において、薄板部材に曲がった状態で打ち
付けられた釘が抜き難いという問題を低減することができるので、釘抜き作業効率を向上
させることができ、遊技盤の廃棄・分解作業の効率を向上させることができる。
【００８７】
  また、釘は薄板部材よりも板状部材の方に重みをおいて打ち付けられている、つまり、
釘の打ち込み固定可能で、かつ、薄板部材よりも密度の低い板状部材に重みをおいて釘が
打ち付けられているので、従来例のような薄板部材に釘が打ち付けられている遊技盤の場
合と比べて、遊技領域に打ち込まれてきた遊技球が、板状部材に打ち付けられた釘に当っ
て跳ねる、その跳ね方が強くなることを低減でき、釘に衝突した遊技球の跳ねを適度に落
ち着かせることができ、遊技球の転動態様について面白味を確保できる。
【００８８】
　その結果、遊技盤の前面側に光透過性の薄板部材（例えば透明板）を有する遊技機にお
いて、釘抜き作業効率を向上させることができ、遊技球の転動態様の面白味を向上させる
ことができる遊技機を提供することができる。
【００８９】
　また、板状部材への釘打ち付け工程により、板状部材と薄板部材とを釘で固定すること
ができ、この釘以外の固定部材（例えば、ビスなど）で両者を固定する専用固定工程を無
くすことができる。
【００９０】
　（２８）　前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（２７）のいずれか
一つに記載の遊技機において、
　前記光入射手段は、複数色の発光が可能な複数色発光光源を備えていることを特徴とす
る遊技機。
【００９１】
　前記（２８）に記載の発明によれば、光入射手段は、複数色の発光が可能な複数色発光
光源を備えている。したがって、薄板部材を複数色で発光させることができ、遊技の興趣
性をさらに向上させることができる。
【００９２】
　（２９）　前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（２８）のいずれか
一つに記載の遊技機において、
　前記薄板部材は、透過性樹脂で構成された透明あるいは半透明の薄板状の部材であるこ
とを特徴とする遊技機。
【００９３】
　前記（２９）に記載の発明によれば、薄板部材は、透過性樹脂で構成された透明あるい



(14) JP 4797656 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

は半透明の薄板状の部材であるので、透過性樹脂を用いることで透明あるいは半透明の薄
板状の部材を好適に製造することができる。
【００９４】
　（３０）　前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（２９）のいずれか
一つに記載の遊技機において、
　前記板状部材は、ベニヤ板であることを特徴とする遊技機。
【００９５】
　前記（３０）に記載の発明によれば、板状部材はベニヤ板であるので、遊技盤の廃棄・
分解作業時に遊技盤の釘を抜いて分別廃棄する際において、薄板部材に曲がった状態で打
ち付けられた釘が抜き難いという問題が生じない、あるいは低減できるので、釘抜き作業
効率を向上させることができ、遊技盤の廃棄・分解作業の効率を向上させることができる
。
【００９６】
  また、釘を薄板部材ではなく板状部材たるベニヤ板に打ち付けている場合、つまり、釘
の打ち込み固定可能で、かつ、薄板部材よりも密度の低いベニヤ板に釘が打ち付けられて
いる場合では、従来例のような薄板部材に釘が打ち付けられている遊技盤の場合と比べて
、遊技領域に打ち込まれてきた遊技球が、ベニヤ板に打ち付けられた釘に当って跳ねる、
その跳ね方が強くなることを低減でき、釘に衝突した遊技球の跳ねを適度に落ち着かせる
ことができ、遊技球の転動態様について面白味を確保できる。
【００９７】
  また、釘を薄板部材よりも板状部材たるベニヤ板の方に重みをおいて打ち付けている場
合、つまり、釘の打ち込み固定可能で、かつ、薄板部材よりも密度の低いベニヤ板に重み
をおいて釘が打ち付けられている場合では、従来例のような薄板部材に釘が打ち付けられ
ている遊技盤の場合と比べて、遊技領域に打ち込まれてきた遊技球が、ベニヤ板に打ち付
けられた釘に当って跳ねる、その跳ね方が強くなることを低減でき、釘に衝突した遊技球
の跳ねを適度に落ち着かせることができ、遊技球の転動態様について面白味を確保できる
。
【００９８】
　その結果、遊技盤の前面側に光透過性の薄板部材（例えば透明板）を有する遊技機にお
いて、釘抜き作業効率を向上させることができ、遊技球の転動態様の面白味を向上させる
ことができる遊技機を提供することができる。
【００９９】
　（３１）　前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（３０）のいずれか
一つに記載の遊技機において、
　前記遊技機はパチンコ機であることを特徴とする遊技機。
【０１００】
　前記（３１）に記載の遊技機によれば、遊技盤の薄板部材（透明薄板）を一様に面発光
させることができるパチンコ機を提供できる。なお、パチンコ機の基本構成としては操作
ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて遊技用媒体としての球を所定の遊技領
域に発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（または作動ゲート
を通過）することを必要条件として、表示装置において動的表示されている識別情報（図
柄等）が所定時間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時に
は、遊技領域内の所定の位置に配設された可変入賞手段（特定入賞口）が所定の態様で開
放されて球を入賞可能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カ
ードへ書き込まれるデータ等も含む）が付与されるものが挙げられる。
【０１０１】
　（３２）前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（３０）のいずれか一
つに記載の遊技機において、
　前記遊技機はパチンコ機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする
遊技機。
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【０１０２】
　前記（３２）に記載の遊技機によれば、遊技盤の薄板部材（透明薄板）を一様に面発光
させることができる、パチンコ機とスロットマシンとを融合させたものを提供できる。な
お、この融合させたものの基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動
的表示した後に識別情報を確定表示する識別情報変動表示手段を備え、始動用操作手段（
例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（
例えばストップボタン）の操作に起因して、あるいは、所定時間経過することにより、識
別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必
要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え
、遊技用媒体として球を使用するとともに、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所
定数の球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成
されている遊技機」となる。
【０１０３】
　（３３）　前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（３２）のいずれか
一つに記載の遊技機において、
　前記薄板部材は、側端面より入れた光によっても面発光する導光板であり、
　前記導光板の側端面に入る光を発光する光源と、
　前記光源を前記導光板の側端面に支持する支持部材と
　を備えていることを特徴とする遊技機。
【０１０４】
　前記（３３）に記載の発明によれば、薄板部材は、側端面より入れた光によっても面発
光する導光板である。支持部材は、光源を導光板の側端面に支持する。したがって、薄板
部材が面発光するという独創的で斬新な遊技盤を実現することができ、遊技の興趣性を向
上させることができる。
【０１０５】
　（３４）前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（３３）のいずれか一
つに記載の遊技機において、
　前記薄板部材と前記板状部材との間には、前記薄板部材の方へ光を反射させる光反射手
段を備えていることを特徴とする遊技機。
【０１０６】
　前記（３４）に記載の遊技機によれば、光反射手段は、薄板部材と板状部材との間に設
けられ、薄板部材の方へ光を反射させる。したがって、薄板部材の内部において釘または
開口部から延びる影の発生を低減できる。つまり、薄板部材の内部において釘または開口
部での光が当たる側とは反対側に釘または開口部の影が発生することが考えられるが、釘
または開口部での陰側に光反射手段による反射光を供給でき、その影の発生を低減できる
。
【０１０７】
　（３５）前記（Ｂ０）に記載の遊技機、または、前記（３４）に記載の遊技機において
、
　前記薄板部材は、その外側面に、前記薄板部材の方へ光を反射させる光反射手段を備え
ていることを特徴とする遊技機。
【０１０８】
　前記（３５）に記載の遊技機によれば、光反射手段は、薄板部材と板状部材との間のみ
ならず、この薄板部材の外側面にも設けられ、薄板部材の方へ光を反射させる。したがっ
て、薄板部材の内部において釘または開口部から延びる影の発生をさらに低減できる。
【０１０９】
　（３６）前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（３５）のいずれか一
つに記載の遊技機において、
　前記薄板部材および前記板状部材は、正面視で同一箇所で二以上の箇所に形成され、前
記薄板部材と前記板状部材とを位置合わせして仮留めするための仮留め孔を備え、
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　前記薄板部材と前記板状部材とを重ね合わせた状態で前記仮留め孔に挿入することで前
記薄板部材と前記板状部材とを仮留め固定する仮留め部材を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【０１１０】
　前記（３６）に記載の遊技機によれば、薄板部材と板状部材とを位置合わせして仮留め
するための仮留め孔が、薄板部材および板状部材の正面視で同一箇所で二以上の箇所に形
成されている。仮留め部材は、薄板部材と板状部材とを重ね合わせた状態で仮留め孔に挿
入することで薄板部材と板状部材とを仮留め固定する。したがって、薄板部材と板状部材
とを重ね合わせた状態で仮留め固定することができ、取り扱い性に優れており、この状態
で次工程に供給（搬出）などできる。
【０１１１】
　なお、本明細書で言う「仮留め」とは、後述する本留めの前段階としての留め工程のこ
とであり、以下に説明するように、薄板部材および板状部材がおよそ留められているだけ
で薄板部材および板状部材の相対的位置関係を幾分か変更可能程度に留められている状態
や、人手によって仮留め部材で留められる状態などが挙げられる。例えば、留め具合の違
いで言えば、仮留め状態では、仮留めされた薄板部材および板状部材の相対的位置関係に
未だ自由度のある状態（両者の相対的位置関係を少なくとも一方向に変更し得る程度の隙
間（マージン）を有する状態）で留まっており、本留めされると、薄板部材と板状部材と
の相対的位置関係が完全に固定される。例えば、留め作業の違いで言えば、薄板部材と板
状部材とを重ね合わせた状態でその仮留め孔に仮留め部材を人手によって挿入することで
仮留め状態となり、本留めするための機械による工程を経ることによって薄板部材と板状
部材とが固定されて本留め状態となる。
【０１１２】
　（３７）前記（３６）に記載の遊技機において、
　前記仮留め部材は、頭部と、前記頭部から突出し、前記薄板部材および前記板状部材の
仮留め孔に挿入される突出棒部とを備え、
　前記頭部は扁平形状としていることを特徴とする遊技機。
【０１１３】
　前記（３７）に記載の遊技機によれば、仮留め部材の突出棒部を薄板部材の前面側から
薄板部材および板状部材の仮留め孔に挿入して、薄板部材と板状部材とを重ね合わせた状
態で仮留め固定すると、この仮留め部材の扁平な頭部が薄板部材の前面側に突出して残っ
ている。このように仮留め固定された薄板部材および板状部材を積層した状態としても、
仮留め部材の扁平な頭部によってバランスよく載置でき、しかも、薄板部材同士が摺れる
などして傷がつくことを低減できる。
【０１１４】
　（３８）前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（３７）のいずれか一
つに記載の遊技機において、
　前記薄板部材は、釘打ち機、ルータ加工機、部品取り付け機のうちの少なくとも一つの
載置台の位置決め部材と嵌合する位置決め嵌合部材を備えていることを特徴とする遊技機
。
【０１１５】
　前記（３８）に記載の遊技機によれば、薄板部材は、釘打ち機、ルータ加工機、部品取
り付け機のうちの少なくとも一つの載置台の位置決め部材と嵌合する位置決め嵌合部材を
備えているので、薄板部材に対する釘打ちやルータ加工や部品取り付けを高精度に行うこ
とができる。
【０１１６】
　前記位置決め嵌合部材としては、位置決め嵌合孔（貫通孔）が挙げられ、前述の載置台
の位置決め部材としては、その位置決め嵌合孔（貫通孔）に嵌合する嵌合ピン等が挙げら
れる。
【０１１７】
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　また、板状部材における、薄板部材の位置決め嵌合孔（第１貫通孔）に対応する箇所に
も、第２貫通孔が形成され、板状部材と薄板部材との仮留め状態において第１貫通孔およ
び第２貫通孔の少なくとも一部が連通する連通貫通孔（例えば上下貫通孔）が形成され、
この連通貫通孔に前述の載置台の位置決めピンを挿入させるようにして、仮留め状態の薄
板部材および板状部材を載置して位置決めする。この位置決めピンは、特に、第１貫通孔
に嵌合され、第２貫通孔には遊嵌されるようにしてもよい。また、載置台の位置決めピン
はその載置台に形成された位置決め孔に着脱自在であり、載置台の位置決め孔と、仮留め
状態の薄板部材および板状部材の連通貫通孔とを合わせた状態で、薄板部材の方から位置
決めピンを挿入して載置台の位置決め孔に差し込むようにしてもよい（この場合も、位置
決めピンは、第１貫通孔に嵌合され、第２貫通孔には遊嵌されるようにすることが好まし
い）。
【０１１８】
　また、前記連通貫通孔をある縦方向に切断して見た状態（「ある一方向断面視した状態
」と適宜に呼ぶ）において、板状部材での第２貫通孔の孔幅の方が薄板部材での第１貫通
孔の孔幅よりも大きくした段差貫通孔としてもよい。この場合も、位置決めピンは、第１
貫通孔に嵌合され、第２貫通孔には遊嵌されるようにすることが好ましい。この段差貫通
孔としては、第１貫通孔と第２貫通孔とが同心状で、第１貫通孔よりも第２貫通孔の方が
孔径の大きい二段貫通孔が挙げられるし、薄板部材の第１貫通孔が円形孔で板状部材の第
２貫通孔が長孔とする場合や、薄板部材の第１貫通孔と板状部材の第２貫通孔とが長孔で
、第２貫通孔の長孔方向とは異なる方向に第１貫通孔の長孔方向が向くようにして連通貫
通孔が形成されている場合などが挙げられる。
【０１１９】
　（３９）前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（３８）のいずれか一
つに記載の遊技機において、
　前記薄板部材の前面側で所定箇所に部品を備え、
　前記部品は、前記薄板部材と当接する当接部と、当該部品を前記薄板部材に固定するた
めの突出部とを備え、
　前記薄板部材は、前記部品の前記突出部と対応する箇所に固定孔を備え、
　前記部品の前記突出部は、前記薄板部材の前記固定孔に挿入されて前記板状部材に固定
されている
　ことを特徴とする遊技機。
【０１２０】
　前記（３９）に記載の遊技機によれば、薄板部材の前面側で所定箇所に備えられる部品
は、薄板部材と当接する当接部と、当該部品を薄板部材に固定するための突出部とを備え
ている。薄板部材は、部品の突出部と対応する箇所に固定孔を備えている。その部品の突
出部は、薄板部材の固定孔に挿入されて板状部材に固定される。したがって、部品を、薄
板部材を挟んだ状態で板状部材に固定することができる。なお、上述の部品としては、遊
技領域に打ち込まれた遊技球が接触する部品が挙げられる。例えば、この部品としてガイ
ドレールを採用した場合には、遊技領域の外縁に沿って薄板部材を挟んだ状態で板状部材
に固定することができる。
【０１２１】
　（４０）前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（３９）のいずれか一
つに記載の遊技機において、
　前記薄板部材の前面側で所定箇所に部品を備え、
　前記部品は、前記薄板部材と当接する当接部と、当該部品を前記薄板部材に固定するた
めのネジ孔とを備え、
　前記薄板部材は、前記部品の前記ネジ孔と対応する箇所に固定孔を備え、
　前記部品の前記当接部と前記薄板部材の前記固定孔とに挿入されて前記板状部材に螺入
されるネジを備えている
　ことを特徴とする遊技機。
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【０１２２】
　前記（４０）に記載の遊技機によれば、薄板部材の前面側で所定箇所に備えられる部品
は、薄板部材と当接する当接部と、当該部品を薄板部材に固定するためのネジ孔とを備え
ている。薄板部材は、部品のネジ孔と対応する箇所に固定孔を備えている。ネジは、その
部品の当接部と薄板部材の固定孔とに挿入されて板状部材に螺入される。したがって、部
品を、薄板部材を挟んだ状態で板状部材に固定することができる。
【０１２３】
　（４１）前記（３９）または（４０）に記載の遊技機において、
　前記部品は、当該部品を位置決めする係合ピンを備え、
　前記薄板部材は、前記係合ピンが嵌入される係合孔を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【０１２４】
　前記（４１）に記載の遊技機によれば、部品の当接部の係合ピンを薄板部材の係合孔に
嵌入することで、この部品の薄板部材に対する位置決めを行うことができ、その部品を釘
に対して高精度の位置に取り付けることができる。
【０１２５】
　前記部品として、遊技領域の外縁を形成するガイドレールの内側（つまり遊技領域内）
に取り付けられる部品であって、遊技領域の釘とで遊技球の流路を形成する部材（例えば
センターフレーム、始動口、入賞口などの部品）を採用した場合には、釘に対して高精度
にこの部品を取り付けることができ、この部材（例えばセンターフレーム、始動口、入賞
口などの部品）が遊技機によってばらついて取り付けられることを低減できる。
【０１２６】
　（４２）前記（Ａ０）または前記（Ｂ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（
４１）のいずれか一つに記載の遊技機において、
　前記薄板部材は、その厚み方向に複数枚の薄板部材を重ね合わせて構成されるものであ
り、
　前記複数枚の薄板部材のうちの二枚以上の薄板部材は、その各薄板部材の前面側または
裏面側に、所定の絵柄や文字の形状をかたどった凹凸加工がそれぞれ施されている
　ことを特徴とする遊技機。
【０１２７】
　前記（４２）に記載の遊技機によれば、薄板部材は、その厚み方向に複数枚の薄板部材
を重ね合わせて構成されている。複数枚の薄板部材のうちの二枚以上の薄板部材は、その
各薄板部材の前面側または裏面側に、所定の絵柄や文字の形状をかたどった凹凸加工がそ
れぞれ施されている。したがって、前面側または裏面側に、所定の絵柄や文字の形状をか
たどった凹凸加工を有する薄板部材の内部に光を入射することで、その絵柄や文字の形状
（凹凸加工箇所）を発光表示（強調表示）でき、遊技盤の表示態様にバリエーションを持
たせることができる。
【０１２８】
　（４３）前記（Ｂ０）に記載の遊技機において、
　前記薄板部材は、その厚み方向に、前面側の第１薄板部材と裏面側の第２薄板部材とを
重ね合わせて構成されるものであり、
　前記第２薄板部材は、前記釘が打ち付け固定されるものであり、
　前記第１薄板部材は、前記第２薄板部材と比べて前記釘の打ち付け固定の寄与量が少な
いあるいは全くないものであり、所定箇所に前記貫通孔を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【０１２９】
　前記（４３）に記載の遊技機によれば、薄板部材は、その厚み方向に、前面側の第１薄
板部材と裏面側の第２薄板部材とを重ね合わせて構成されている。第２薄板部材は、釘が
打ち付け固定される。第１薄板部材は、第２薄板部材と比べて釘の打ち付け固定の寄与量
が少ないあるいは全くないものであり、光入射手段からの光が入射される貫通孔を所定箇
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所に備えている。したがって、前面側の第１薄板部材を発光用とし、裏面側の第２薄板部
材を釘の打ち付け固定用とすることができる。
【０１３０】
　（４４）前記（４３）に記載の遊技機において、
　前記第１薄板部材は、その前面側または裏面側に、所定の絵柄や文字の形状をかたどっ
た凹凸加工が施されている
　ことを特徴とする遊技機。
【０１３１】
　前記（４４）に記載の遊技機によれば、第１薄板部材は、その前面側または裏面側に、
所定の絵柄や文字の形状をかたどった凹凸加工がそれぞれ施されている。したがって、前
面側または裏面側に、所定の絵柄や文字の形状をかたどった凹凸加工を有する薄板部材の
内部に光を入射することで、その絵柄や文字の形状（凹凸加工箇所）を発光表示（強調表
示）でき、遊技盤の表示態様にバリエーションを持たせることができる。
【０１３２】
　（４５）遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤を備えた遊技機において、
　前記遊技盤は、
　遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側に打ち付け固定可能
な板状部材と、
　前記板状部材の遊技領域を少なくとも覆うようにして当該板状部材の前面側に重ね合わ
される光透過性の薄板部材と、
　を備え、
　さらに、前記遊技盤は、
　重ね合わされた状態の前記薄板部材および前記板状部材を貫通形成された貫通孔と、
　前記貫通孔に嵌め入れられる、遊技に関する当否表示を行う当否表示手段と、
　前記薄板部材の所定箇所に配設され、遊技球が入賞可能で前記表示手段での当否表示の
契機となる入賞手段と、
　前記当否表示手段の周辺の所定箇所で遊技球が前記入賞手段の方に向かうように並べら
れた、前記薄板部材を介して前記板状部材に打ち付け固定された複数本の釘である一群の
釘と、
　前記薄板部材の前記貫通孔の内壁のうちで少なくとも前記一群の釘を含む方向に向けて
光を入射させる光入射手段と、
　を備えていることを特徴とする遊技機。
【０１３３】
　前記（４５）に記載の遊技機によれば、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤
は、板状部材と光透過性の薄板部材とを備えている。板状部材は、遊技領域を流下する遊
技球の挙動に変化を与えるための釘が前面側に打ち付け固定される。薄板部材は、板状部
材の遊技領域を少なくとも覆うようにして当該板状部材の前面側に重ね合わされる。さら
に、遊技盤は、重ね合わされた状態の薄板部材および板状部材を貫通形成された貫通孔を
備えている。当否表示手段は、貫通孔に嵌め入れられ、遊技に関する当否表示を行う。入
賞手段は、薄板部材の所定箇所に配設されており、遊技球の入賞することで表示手段での
当否表示の契機となるものである。複数本の釘である一群の釘は、当否表示手段の周辺の
所定箇所で遊技球が入賞手段の方に向かうように並べられて、薄板部材を介して板状部材
に打ち付け固定されている。光入射手段は、薄板部材の貫通孔の内壁のうちで少なくとも
一群の釘を含む方向に向けて光を入射させる。
【０１３４】
　したがって、薄板部材（例えば透明薄板）の貫通孔の内壁のうちで少なくとも一群の釘
を含む方向に向けて光を入射させることができるので、遊技球を入賞手段の方に向かわせ
る一群の釘の箇所を発光表示させることができ、一群の釘に沿って流下していく遊技球を
映えて見せることができ、その流下態様を遊技者に注視させることができる。
【０１３５】
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　（４６）遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤を備えた遊技機において、
　前記遊技盤は、その所定箇所に、識別情報を変動表示する可変表示装置を備え、
　前記可変表示装置は、
　識別情報を変動表示する変動表示手段と、
　前記変動表示手段の表示画面が当該遊技機の前面側から視認可能なように、前記変動表
示手段が取り付けられ、かつ、前記遊技盤の裏面側に取り付けられる取付部材と、
　前記変動表示手段の表示画面の周囲を囲う形状で、前記遊技盤の前面に取り付けられる
、前記取付部材とは別体の前面側部材と、
　を備え、
　前記取付部材は、当該取付部材が前記遊技盤の裏面側に取り付けられた状態において、
前記遊技盤裏面より背後側に向けて窪んだ凹部を備え、
　前記凹部は、前記遊技盤を前面視した状態で、前記遊技盤における前記可変表示装置の
取付開口外形から少なくとも一部がはみ出た形状であり、前面側で前記変動表示手段の表
示画面の周囲の所定箇所に、発光部を有する発光手段を備え、
　前記発光手段は、前記発光部以外の箇所が、前記凹部の外周と前記遊技盤の取付開口と
の間の領域に位置するように、前記凹部に配設されている
　ことを特徴とするものである。
【０１３６】
　前記（４６）に記載の遊技機によれば、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤
は、その所定箇所に、識別情報を変動表示する可変表示装置を備えている。この可変表示
装置は、変動表示手段と取付部材と前面側部材とを備えている。変動表示手段は識別情報
を変動表示する。取付部材は、変動表示手段の表示画面が当該遊技機の前面側から視認可
能なように、変動表示手段が取り付けられ、かつ、遊技盤の裏面側に取り付けられている
。取付部材とは別体の前面側部材は、変動表示手段の表示画面の周囲を囲う形状としてお
り、遊技盤の前面に取り付けられている。取付部材は、当該取付部材が遊技盤の裏面側に
取り付けられた状態において、遊技盤裏面より背後側に向けて窪んだ凹部を備えている。
凹部は、遊技盤を前面視した状態で、当該遊技盤における可変表示装置の取付開口外形か
ら少なくとも一部がはみ出た形状としている（例えば、取付開口よりも大きい形状が挙げ
られる）。また、この凹部は、その前面側で変動表示手段の表示画面の周囲の所定箇所に
、発光部を有する発光手段を備えている。発光手段は、その発光部以外の箇所が、凹部の
外周と遊技盤の取付開口との間の領域に位置するように、凹部に配設されている。
【０１３７】
　したがって、遊技盤の裏面側に取り付けられる取付部材の凹部を遊技盤の取付開口より
も大きい形状とし、この凹部に、発光部を有する発光手段を設け、取付部材とは別体の前
面側部材を遊技盤の前面に取り付けるようにしているので、発光手段を前面側部材に設け
る必要が無く、前面側部材をその分だけ小さくすることができ、この前面側部材の縮小に
伴って遊技盤の取付開口も小さくすることができ、遊技盤自体の強度低下を改善でき、遊
技盤のたわみを改善でき、当該たわみに起因する遊技球の挙動の悪影響も改善できる。
【０１３８】
　また、発光手段は、その発光部以外の箇所が、凹部の外周と遊技盤の取付開口との間の
領域に位置するように、凹部に配設されている。つまり、遊技盤を前面視した状態で取付
開口の外側、つまり遊技盤の背後に隠れて見えない箇所に、発光手段の発光部以外の箇所
を位置させているので、取付部材の凹部の当該領域を発光手段の配置スペースとして活用
することができる。また、遊技盤を前面視した状態で取付開口の内側に発光手段の発光部
を位置させることができ、前面側部材の所定箇所を発光手段により発光させることができ
る。
【０１３９】
　また、発光手段を前面側部材に設ける必要が無く、前面側部材をその分だけ小さくする
ことができ、遊技盤における遊技球の転動するスペース（釘の打ち込めるスペース）を拡
張でき、遊技球の挙動による面白味を増加させることができる。
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【０１４０】
　その結果、遊技盤自体の強度低下を抑えることができ、遊技盤での遊技球の転動スペー
スを確保できる遊技機を提供することができる。
【０１４１】
　（４７）前記（Ａ０）に記載の遊技機、または、前記（１）から（４２）、（４５）の
いずれか一つに記載の遊技機において、
　前記薄板部材と前記板状部材との間に、暗い色彩、地味な模様またはそれらの組み合わ
せからなる介装部材を備えている
　ことを特徴とする遊技機。
【０１４２】
　前記（４７）に記載の遊技機によれば、介装部材は、薄板部材と板状部材との間に設け
られ、暗い色彩、地味な模様またはそれらの組み合わせからなるものとしているので、薄
板部材の発光を目だ立たせることができる。なお、「暗い色彩」としては、黒色、紺色、
茶色、灰色などが挙げられ、明度と彩度が低いまたは低い側のものが挙げられる。また、
「地味な模様」としては、表面に表わされた線図、色分け、ぼかしのうち暗い印象を与え
るものなどが挙げられ、例えば格子状に線の入った模様などが挙げられる。
【０１４３】
　（４８）前記（Ｂ０）に記載の遊技機、または、前記（４３）または（４４）に記載の
遊技機において、
　前記画像表示手段は、暗い色彩、地味な模様またはそれらの組み合わせからなる画像を
表示することを特徴とする遊技機。
【０１４４】
　前記（４８）に記載の遊技機によれば、画像表示手段は、暗い色彩、地味な模様または
それらの組み合わせからなるものとしているので、薄板部材の発光を目だ立たせることが
できる。なお、「暗い色彩」としては、黒色、紺色、茶色、灰色などが挙げられ、明度と
彩度が低いまたは低い側のものが挙げられる。また、「地味な模様」としては、表面に表
わされた線図、色分け、ぼかしのうち暗い印象を与えるものなどが挙げられ、例えば格子
状に線の入った模様などが挙げられる。
【０１４５】
【０１４６】
　以下、パチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）の各種の実施の形態を、図
面に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【０１４７】
　実施例１のパチンコ機を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正
面図であり、図２は、外枠１１に対して内枠１２と前面枠セット１４とを開放した状態を
示す斜視図である。但し、図２では便宜上、下皿ユニット１３が内枠１２から取り外され
た状態を示している。
【０１４８】
　図１，２に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠
１１と、この外枠１１の一側部に開閉可能に支持された内枠１２とを備えている。
【０１４９】
　内枠１２の開閉軸線はパチンコ機１０の正面からみてハンドル（後述する遊技球発射ハ
ンドル１８）設置箇所の反対側（図１のパチンコ機１０の左側）で上下に延びるように設
定されており、この開閉軸線を軸心にして内枠１２が前方側に十分に開放できるようにな
っている。
【０１５０】
　内枠１２の構成を図３も用いて詳細に説明する。図３は、パチンコ機１０から前面枠セ
ット１４を取り外した状態を示す正面図である（但し、図３では便宜上、遊技盤３０面上
の遊技領域内の構成を空白で示している）。
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【０１５１】
　内枠１２は、大別すると、図２に示すように、その最下部に取り付けられた下皿ユニッ
ト１３と、この下皿ユニット１３よりも上側の範囲で内枠１２の左側の上下方向の開閉軸
線を軸心にして開閉自在に取り付けられた前面枠セット１４と、後述する樹脂ベース２０
（図３参照）と、この樹脂ベース２０の後側に取り付けられる遊技盤３０（図４参照）と
を備えている。
【０１５２】
　下皿ユニット１３は、図２に示すように、内枠１２に対してネジ等の締結具により固定
されている。この下皿ユニット１３の前面側には、図１に示すように、下皿１５と球抜き
レバー１７と遊技球発射ハンドル１８と音出力口２４が設けられている。球受皿としての
下皿１５は、下皿ユニット１３のほぼ中央部に設けられており、排出口１６より排出され
た遊技球が下皿１５内に貯留可能になっている。球抜きレバー１７は、下皿１５内の遊技
球を抜くためのものであり、この球抜きレバー１７を図１で左側に移動させることにより
、下皿１５の底面の所定箇所が開口され、下皿１５内に貯留された遊技球を下皿１５の底
面の開口部分を通して下方向外部に抜くことができる。遊技球発射ハンドル１８は、下皿
１５よりも右方で手前側に突出して配設されている。遊技者による遊技球発射ハンドル１
８の操作に応じて、遊技球発射装置３８によって遊技球が後述する遊技盤３０の方へ打ち
込まれるようになっている。遊技球発射装置３８は、遊技球発射ハンドル１８とセットハ
ンドルと発射モータなどで構成されている。音出力口２４は、下皿ユニット１３内あるい
は背面に設けられたスピーカからの音を出力するための出力口である。
【０１５３】
　また、前面枠セット１４は、図２に示すように、内枠１２に対して開閉可能に取り付け
られており、内枠１２と同様、パチンコ機１０の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸
線を軸心にして前方側に開放できるようになっている。しかも前面枠セット１４は内枠１
２の外側壁（リブ）１２ｂ（図３参照）内に嵌まり込むようにして取り付けられている。
つまり、この前面枠セット１４の側面の少なくとも一部が内枠１２の外側壁（リブ）１２
ｂ内に嵌まり込むようにして取り付けられているので、内枠１２と前面枠セット１４との
隙間から異物（針状あるいは薄板状等のもの）を差し入れるなどの不正行為を防止できる
ようになっている。
【０１５４】
　一方、前面枠セット１４の下部（上述の下皿１５の上方位置）には、遊技球の受皿とし
ての上皿１９が一体的に設けられている。ここで、上皿１９は、遊技球を一旦貯留し、一
列に整列させながら遊技球発射装置３８の方へ導出するための球受皿である。従来のパチ
ンコ機では前面枠セットの下方に内枠に対し開閉可能な前飾り枠が設けられ、該前飾り枠
に上皿が設けられていたのであるが、本実施の形態では前飾り枠が省略され、前面枠セッ
ト１４に対し直接的に上皿１９が設けられている。
【０１５５】
　図３に示すように、内枠１２は、外形が矩形状の樹脂ベース２０を主体に構成されてお
り、樹脂ベース２０の中央部には略円形状の窓孔２１が形成されている。樹脂ベース２０
の後側には遊技盤３０が着脱可能に装着されている。遊技盤３０は四角形状の合板よりな
り、その周縁部が樹脂ベース２０（内枠１２）の裏側に当接した状態で取着されている。
従って、遊技盤３０の前面部の略中央部分が樹脂ベース２０の窓孔２１を通じて内枠１２
の前面側に露出した状態となっている。また、窓穴２１には、２枚のガラス１３７（図２
参照）が前後に所定間隔を隔てて取着されている（二重ガラス構造）。
【０１５６】
　次に、図４を用いて遊技盤３０の構成を説明する。図４は遊技盤３０の構成を示す正面
図である。遊技盤３０は、一般入賞口３１、可変入賞装置３２、第１の始動口３３（例え
ば作動チャッカ）、第２の始動口３４（例えばスルーゲート）、可変表示装置ユニット３
５等を備えている。これらの一般入賞口３１、可変入賞装置３２、第１の始動口３３、第
２の始動口３４、可変表示装置ユニット３５等は、遊技盤３０における、ルータ加工によ
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って形成された各貫通孔にそれぞれに配設され、遊技盤３０前面側から木ネジ等により取
り付けられている。前述の一般入賞口３１、可変入賞装置３２および第１の始動口３３に
遊技球が入球し、当該入球が後述する検出スイッチ（入賞口スイッチ（図示省略）、カウ
ントスイッチ（図示省略）、作動口スイッチ２２４（図５参照）等）で検出され、この検
出スイッチの出力に基づいて、上皿１９（または下皿１５）へ所定数の賞品球が払い出さ
れる。その他に、遊技盤３０にはアウト口３６が設けられており、各種入賞装置等に入球
しなかった遊技球はこのアウト口３６を通って図示しない球排出路の方へと案内されるよ
うになっている。遊技盤３０には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数
の釘が植設されているとともに、風車３７等の各種部材（役物）が配設されている。
【０１５７】
　可変表示装置ユニット３５は、第１の始動口３３への入賞をトリガとして、識別情報と
しての第１図柄（例えば特別図柄）を変動表示する第１図柄表示装置４２と、第２の始動
口３４の通過をトリガとして、第２図柄（例えば普通図柄）を変動表示する第２図柄表示
装置４１とを備えている。
【０１５８】
　第２図柄表示装置４１は、第２図柄用の表示部４３と保留ランプ４４とを有し、遊技球
が第２の始動口３４を通過する毎に例えば表示部４３による表示図柄（普通図柄）が変動
し、その変動表示が所定図柄で停止した場合に第１の始動口３３が所定時間だけ作動状態
となる（開放される）よう構成されている。遊技球が第２の始動口３４を通過した回数は
最大４回まで保留され、その保留回数が保留ランプ４４にて点灯表示されるようになって
いる。なお、表示部４３は、複数のランプの点灯を切り換えることにより変動表示される
構成の他、第１図柄表示装置４２（液晶表示装置）の一部で変動表示される構成等であっ
ても良い。保留ランプ４４も同様に、第１図柄表示装置４２の一部で変動表示される構成
等であっても良い。なお、上述した第２図柄表示装置４１が本発明における普通識別情報
変動表示手段に相当する。
【０１５９】
　第１図柄表示装置４２は液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置４
５により表示内容が制御される。第１図柄表示装置４２には、例えば左、中及び右の３つ
の図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄によって構成されており、これら図柄が図
柄列毎にスクロールされるようにして第１図柄表示装置４２に可変表示されるようになっ
ている。なお本実施の形態では、第１図柄表示装置４２（液晶表示装置）は例えば９．５
インチサイズの大型の液晶ディスプレイを備える。可変表示装置ユニット３５には、第１
図柄表示装置４２を囲むようにしてセンターフレーム４７が配設されている。なお、上述
した第１図柄表示装置４２が本発明における識別情報変動表示手段に相当し、上述した表
示制御装置４５が本発明における表示制御手段に相当する。
【０１６０】
　可変入賞装置３２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい開状態と通常の閉状態とに繰り返し作動されるよ
うになっている。より詳しくは、第１の始動口３３に対し遊技球が入賞すると第１図柄表
示装置４２で図柄が変動表示され、その停止後の確定図柄が予め設定した特定の図柄の組
合せとなった場合に特別遊技状態が発生する。そして、可変入賞装置３２の大入賞口３２
ａが所定の開放状態となり、遊技球が入賞しやすい状態（大当たり状態）になるよう構成
されている。具体的には、所定時間の経過又は所定個数の入賞を１ラウンドとして、可変
入賞装置３２の大入賞口３２ａが所定回数繰り返し開放される。遊技球が第１の始動口３
３を通過した回数は最大４回まで保留され、その保留回数が保留ランプ４６にて点灯表示
されるようになっている。なお、保留ランプ４６は、第１図柄表示装置４２の一部で変動
表示される構成等であっても良い。
【０１６１】
　また、遊技盤３０には、遊技球発射装置３８から発射された遊技球を遊技盤３０上部へ
案内するためのレールユニット５０が取り付けられており、遊技球発射ハンドル１８の回
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動操作に伴い発射された遊技球はレールユニット５０を通じて所定の遊技領域に案内され
るようになっている。レールユニット５０はリング状をなす樹脂成型品（例えば、フッ素
樹脂が添加されて成形されたもの）にて構成されており、内外二重に一体形成された内レ
ール５１と外レール５２とを有する。
【０１６２】
　内レール５１の先端部分（図４の左上部）には戻り球防止部材５３が取着されている。
これにより、一旦、内レール５１及び外レール５２間の球案内通路から遊技盤３０の上部
へと案内された遊技球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止されるよう
になっている。また、外レール５２には、遊技球の最大飛翔部分に対応する位置（図４の
右上部：外レール５２の先端部に相当する部位）に返しゴム５４が取着されている。従っ
て、所定以上の勢いで発射された遊技球は、返しゴム５４に当たって跳ね返されるように
なっている。外レール５２の内側面には、遊技球の飛翔をより滑らかなものとするべく、
つまり遊技球の摩擦抵抗を少なくするべく、長尺状をなすステンレス製の金属帯としての
摺動プレート５５が取着されている。
【０１６３】
　内レール５１及び外レール５２間の球案内通路の入口には、同球案内通路の一部を閉鎖
するようにして凸部５７が形成されている。この凸部５７は、内レール５１からレールユ
ニット５０下端部にかけて略鉛直方向に設けられ、遊技領域まで至らず球案内通路内を逆
流してくるファール球をファール球通路６３（図３参照）に導くための役目をなす。なお
、遊技盤３０の右下隅部及び左下隅部は、証紙（例えば製造番号が記載されている）等の
シール（図４のＳ１，Ｓ２）やプレートを貼着するためのスペースとなっており、この貼
着スペースを確保するために、フランジ５６に切欠５８，５９が形成されている。遊技盤
３０の右下隅部や左下隅部に、証紙等のシール（図４のＳ１，Ｓ２）を貼着することで、
遊技盤３０と証紙との一義性を持たせることができる。
【０１６４】
　次に、遊技領域について説明する。遊技領域は、レールユニット５０の内周部（内外レ
ール）により略円形状に区画形成されており、特に本実施の形態では、遊技盤３０の盤面
上に区画される遊技領域が従来よりもはるかに大きく構成されている。本実施の形態では
、外レール５２の最上部地点から遊技盤３０下部までの間の距離は４４５ｍｍ（従来品よ
りも５８ｍｍ長い）、外レール５２の極左位置から内レール５１の極右位置までの間の距
離は４３５ｍｍ（従来品よりも５０ｍｍ長い）となっている。また、内レール５１の極左
位置から内レール５１の極右位置までの間の距離は４１８ｍｍとなっている。
【０１６５】
　なお、可変表示装置ユニット３５の両側に位置する第２の始動口３４は、該第２の始動
口３４を通過した遊技球が中央の方へ寄せられるような案内機構を有している。これによ
り、遊技領域が左右方向に拡張されている場合であっても、遊技球を中央の第１の始動口
３３や可変入賞装置３２の方へと案内することができ、ひいては、遊技領域が拡張される
ことにより遊技球が入賞しにくくなることによる興趣の低下が抑制されるようになってい
る。さらには、遊技領域が左右方向に拡張されていることによって、風車３７、第２の始
動口３４、複数の釘（遊技球を中央に誘導するための誘導釘）、他の役物を種々配設する
ことができ、可変表示装置ユニット３５の左右両側の遊技領域での遊技球の挙動を一層面
白くすることができるようになっている。また、遊技領域が上下方向にも拡張されている
ことから、さらに風車３７、第２の始動口３４、複数の釘、他の役物を種々配設すること
ができ、遊技領域での上下方向の遊技球の挙動をより一層面白くすることができるように
なっている。
【０１６６】
　図３の説明に戻り、前記樹脂ベース２０において、窓孔２１（遊技盤３０）の下方には
、遊技球発射装置３８より発射された直後に遊技球を案内するための発射レール６１が取
り付けられている。発射レール６１は、その後方の金属板６２を介して樹脂ベース２０に
取付固定されており、所定の発射角度（打ち出し角度）にて直線的に延びるよう構成され
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ている。従って、遊技球発射ハンドル１８の回動操作に伴い発射された遊技球は、まずは
発射レール６１に沿って斜め上方に打ち出され、その後前述した通りレールユニット５０
の球案内通路を通じて所定の遊技領域に案内されるようになっている。
【０１６７】
　本パチンコ機１０の場合、遊技領域が従来よりも大幅に拡張されており、かかる構成下
では、誘導レールの曲率を小さくせざるを得ないことから、打出球を安定化させるための
工夫を要する。そこで本実施の形態では、遊技球の発射位置を低くするとともに発射レー
ル６１の傾斜角度（発射角度）を既存のものよりも幾分大きくし（すなわち発射レール６
１を立ち上げるようにし）、さらに発射レール６１の長さを既存のものよりも長くして十
分な長さの球誘導距離を確保するようにしている。これにより、遊技球発射装置３８から
発射された遊技球をより安定した状態で誘導レールに案内できるようにしている。この場
合特に、発射レール６１を、遊技球発射装置３８の発射位置から遊技領域の中央位置（ア
ウト口３６）を越える位置まで延びるよう形成している。
【０１６８】
　また、発射レール６１とレールユニット５０（誘導レール）との間には所定間隔の隙間
があり、この隙間より下方にファール球通路６３が形成されている。従って、仮に、遊技
球発射装置３８から発射された遊技球が戻り球防止部材５３まで至らずファール球として
誘導レール内を逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路６３を介して下皿
１５に排出される。因みに、本実施の形態の場合、発射レール６１の長さは約２４０ｍｍ
、発射レール先端部の隙間の長さ（発射レール６１の延長線上の長さ）は約４０ｍｍであ
る。
【０１６９】
　ファール球が誘導レール内を逆流してくる際、その多くは外レール５２に沿って流れ、
外レール５２の下端部に到達した時点で下方に落下するが、一部のファール球は誘導レー
ル内で暴れ、内レール５１側へ跳ね上がるものもある。この際、跳ね上がったファール球
は、球案内通路入口の前記凸部５７に当たり、ファール球通路６３に誘導される。これに
より、ファール球の全てがファール球通路６３に確実に案内されるようになる。これによ
り、ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。
【０１７０】
　なお、詳しい図面の開示は省略するが、遊技球発射装置３８には、前面枠セット１４側
の球出口（上皿１９の最下流部より通じる球出口）から遊技球が１つずつ供給される。こ
の際、本実施の形態では遊技球の発射位置を低くしたため、前面枠セット１４側の球出口
から前記発射位置への落差が大きくなるが、発射レール６１の基端部付近にはその右側と
手前側にそれぞれガイド部材６５，６６を設置した。これにより、前面枠セット１４側の
球出口から供給される遊技球が常に所定の発射位置にセットされ、安定した発射動作が実
現できる。また、遊技球発射装置３８には打球槌が設けられ、軸部を中心とする打球槌の
回動に伴い遊技球が発射されるが、打球槌に関して軽量化が望まれている。それ故、アル
ミニウム等の軽金属への材料変更や軸部寸法の縮小化により打球槌の軽量化を図る一方で
、十分な発射力を確保すべく、打球槌のヘッド部（軸部と反対側の端部）に重り部を設け
ている。これにより、十分でかつ安定した遊技球の発射が実現できる。打球槌の重り部を
上方に突出して設けることにより、打球槌を容易に摘んだりひっかけたりすることができ
、槌先の打球強さの調整等がし易くなるという効果がある。
【０１７１】
　なお、図３中の符号６７は上皿１９に通ずる排出口であり、この排出口６７を介して遊
技球が上皿１９に排出される。排出口６７には、略水平方向の回転軸を軸心として略水平
状態と略垂直状態とに変位する開閉式のシャッタ６８が取り付けられている。前面枠セッ
ト１４を内枠１２から開放した状態（図３の状態）では、バネ等の付勢力によりシャッタ
６８が略水平状態から略垂直状態となり、排出口６７から遊技球がこぼれ落ちないように
この排出口６７を閉鎖する。また、前面枠セット１４を閉鎖した状態では、当該前面枠セ
ット１４の裏面に設けられた球通路樋６９（図２参照）によりシャッタ６８が押し開けら
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れて略水平状態になり、排出口６７の方へ排出された遊技球はもれなく球通路樋６９を通
って上皿１９に排出されるようになる。従って、前飾り枠が省略され前面枠セット１４に
対して上皿１９が直接設けられる構成とした本パチンコ機１０において、前面枠セット１
４の開放に際し払出通路内等の遊技球がパチンコ機１０外にこぼれ落ちてしまうといった
不都合が防止できるようになっている。
【０１７２】
　図３に示すように、樹脂ベース２０には、窓孔２１の右下部に略四角形状の小窓７１が
設けられている。従って、遊技盤３０の右下隅部に張られた証紙などのシール（図４のＳ
１）は、この小窓７１を通じて視認できるようになっている。また、この小窓７１からシ
ール等を貼り付けることも可能となっている。
【０１７３】
　また、図３に示すように、内枠１２の左端部には、前面枠セット１４の支持機構として
、支持金具８１，８２が取り付けられている。上側の支持金具８１には図の手前側に切欠
を有する支持孔８３が設けられ、下側の支持金具８２には鉛直方向に突出した突起軸８４
が設けられている。
【０１７４】
　図３に示すように、内枠１２の上側には、前面枠セット１４が内枠１２に対して開かれ
たことを検出する前面枠セット開検出スイッチ９０が設けられている。前面枠セット１４
が開かれると、前面枠セット開検出スイッチ９０からホール内（パチンコ店内）用コンピ
ュータへ出力されるようになっている。
【０１７５】
　前面枠セット１４にはその周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設
けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変
化に応じて点灯、点滅のように発光態様が変更制御され遊技中の演出効果を高める役割を
果たすものである。例えば、窓部１０１の周縁には、ＬＥＤ（発光ダイオード）等の発光
手段を内蔵した環状電飾部１０２が左右対称に設けられ、該環状電飾部１０２の中央であ
ってパチンコ機１０の最上部には、同じくＬＥＤ等の発光手段を内蔵した中央電飾部１０
３が設けられている。本パチンコ機１０では、中央電飾部１０３が大当たりランプとして
機能し、大当たり時に点灯や点滅を行うことにより、大当たり中であることを報知する。
さらに、上皿１９周りにも、同じくＬＥＤ等の発光手段を内蔵した上皿電飾部１０４が設
けられている。その他、中央電飾部１０３の左右側方には、賞球払出し中に点灯する賞球
ランプ１０５と所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ１０６とが設けられている。
また、環状電飾部１０２の下端部に隣接するようにして、内枠１２表面や遊技盤３０表面
等の一部を視認できるよう透明樹脂からなる小窓１０７が設けられている。この小窓１０
７の所定箇所を平面状としているので、遊技盤３０の右下隅部に貼り付けられた証紙など
を、小窓１０７の当該平面状箇所から機械で好適に読み取ることができる。
【０１７６】
　また、窓部１０１の下方には貸球操作部１２０が配設されており、貸球操作部１２０に
は球貸しボタン１２１と、返却ボタン１２２と、度数表示部１２３とが設けられている。
パチンコ機１０の側方に配置された図示しないカードユニット（球貸しユニット）に紙幣
やカード等を投入した状態で貸球操作部１２０が操作されると、その操作に応じて遊技球
の貸出が行われる。球貸しボタン１２１は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基
づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおい
て貸出球が上皿１９に供給される。返却ボタン１２２は、カードユニットに挿入されたカ
ード等の返却を求める際に操作される。度数表示部１２３はカード等の残額情報を表示す
るものである。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿に遊技球が直接貸
し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部１２０が不要となる。故に、貸球
操作部１２０の設置部分に、飾りシール等が付されるようになっている。これにより、カ
ードユニットを用いたパチンコ機と現金機との貸球操作部の共通化が図れる。
【０１７７】
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　また、遊技盤３０の裏面には、各種入賞口などの遊技球の通過を検出するための入賞感
知機構などが設けられている。具体的には、遊技盤３０表側の一般入賞口３１に対応する
位置には入賞口スイッチ（図示省略）が設けられ、可変入賞装置３２には、カウントスイ
ッチ（図示省略）が設けられている。カウントスイッチは、入賞球をカウントするスイッ
チである。また、第１の始動口３３に対応する位置には作動口スイッチ２２４が設けられ
、第２の始動口３４に対応する位置にはゲートスイッチ（図示省略）が設けられている。
なお、上述した作動口スイッチ２２４が本発明における入賞検出手段に相当する。
【０１７８】
　入賞口スイッチ（図示省略）及びゲートスイッチ（図示省略）は、図示しない電気配線
を通じて盤面中継基板（図示省略）に接続され、さらにこの盤面中継基板（図示省略）が
後述する主基板（主制御装置２６１）に接続されている。また、カウントスイッチ（図示
省略）は大入賞口中継基板（図示省略）に接続され、さらにこの大入賞口中継基板（図示
省略）がやはり主基板に接続されている。これに対し、作動口スイッチ２２４は中継基板
を介さずに直接主基板に接続されている。
【０１７９】
　その他図示は省略するが、可変入賞装置３２には、大入賞口３２ａを開放するための大
入賞口ソレノイドが設けられ、第１の始動口３３には、電動役物を開放するための作動口
ソレノイドが設けられている。
【０１８０】
　上記入賞感知機構にて各々検出された検出結果は、後述する主基板に取り込まれ、該主
基板よりその都度の入賞状況に応じた払出指令（遊技球の払出個数）が払出制御基板に送
信される。そして、該払出制御基板の出力により所定数の遊技球の払出が実施される。か
かる場合、各種入賞口に入賞した遊技球を入賞球処理装置に一旦集め、その入賞球処理装
置で入賞球の存在を１つずつ順番に確認した上で払出を行う従来方式（いわゆる証拠球方
式）とは異なり、本実施の形態のパチンコ機１０では、各種入賞口毎に遊技球の入賞を電
気的に感知して払出が直ちに行われる（すなわち、本パチンコ機１０では入賞球処理装置
を廃止している）。故に、払い出す遊技球が多量にあっても、その払出をいち早く実施す
ることが可能となる。但し、本発明に従来の「証拠球方式」を適用してもよい。
【０１８１】
　次に、本パチンコ機１０の電気的構成について、図５を用いて説明する。図５は、本パ
チンコ機１０の電気的構成を示したブロック図である。本パチンコ機１０は、主制御装置
２６１と、払出制御装置３１１と、発射制御装置３１２と、表示制御装置４５と、電源装
置３１３などを備えている。以下に、これらの装置を個別に詳細に説明する。
【０１８２】
　主制御装置２６１は、主たる制御を司るＣＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊
技の進行に応じた必要なデータを記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種
抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロック
パルス発生回路等を含む主基板を具備している。
【０１８３】
　また、音声ランプ制御装置２６２は、例えば主制御装置２６１（主基板）又は表示制御
装置４５からの指示に従い音声やランプ表示の制御を司るＣＰＵや、その他ＲＯＭ、ＲＡ
Ｍ、各種ポート等を含む音声ランプ制御基板を具備している。音声ランプ制御装置２６２
上には電源中継基板２６６が搭載されており、後述する電源基板より供給される電源がこ
の電源中継基板２６６を介して表示制御装置４５及び音声ランプ制御装置２６２に出力さ
れるようになっている。
【０１８４】
　払出制御装置３１１、発射制御装置３１２及び電源装置３１３は周知の通り制御の中枢
をなすＣＰＵや、その他ＲＯＭ、ＲＡＭ、各種ポート等を含む制御基板を具備しており、
払出制御装置３１１の払出制御基板により、賞品球や貸出球の払出が制御される。また、
発射制御装置３１２の発射制御基板により、遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作
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に従い発射モータ（図示省略）の制御が行われ、電源装置３１３の電源基板により、各種
制御装置等で要する所定の電源電圧が生成され出力される。
【０１８５】
　また、電源装置３１３にはＲＡＭ消去スイッチ（図示省略）が設けられている。本パチ
ンコ機１０はバックアップ機能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を
保持し、停電からの復帰（復電）の際には停電時の状態に復帰できるようになっている。
従って、通常手順で（例えばホールの営業終了時に）電源遮断すると電源遮断前の状態が
記憶保持されることから、電源投入時に初期状態に戻したい場合には、ＲＡＭ消去スイッ
チを押しながら電源を投入することとしている。
【０１８６】
　パチンコ機１０の主制御装置２６１には、演算装置である１チップマイコンとしてのＣ
ＰＵ５０１が搭載されている。ＣＰＵ５０１には、該ＣＰＵ５０１により実行される各種
の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ５０２と、そのＲＯＭ５０２内に記憶
される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリで
あるＲＡＭ５０３と、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵さ
れている。
【０１８７】
　ＲＡＭ５０３は、パチンコ機１０の電源のオフ後においても電源装置３１３からバック
アップ電圧が供給されてデータが保持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ
５０３には、各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリやエリアの他に、バックア
ップエリア５０３ａが設けられている。
【０１８８】
　バックアップエリア５０３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合において
、電源の再入時にパチンコ機１０の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電源切断
時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を
記憶しておくためのエリアである。バックアップエリア５０３ａへの書き込みは、ＮＭＩ
割込み処理によって電源切断時に実行され、逆にバックアップエリア５０３ａに書き込ま
れた各値の復帰は、電源入時（停電解消による電源入を含む。以下同様）の復電処理にお
いて実行される。なお、ＣＰＵ５０１のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）には、停
電等の発生による電源断時に、後述する停電監視回路５４２から出力される停電信号Ｓ１
が入力されるように構成されており、停電の発生により、停電処理（ＮＭＩ割込み処理）
が即座に実行される。
【０１８９】
　かかるＲＯＭ５０２及びＲＡＭ５０３を内蔵したＣＰＵ５０１には、アドレスバス及び
データバスで構成されるバスライン５０４を介して入出力ポート５０５が接続されている
。入出力ポート５０５には、後述するＲＡＭ消去スイッチ回路６４３、払出制御装置３１
１、表示制御装置４５や、その他図示しないスイッチ群などが接続されている。
【０１９０】
　また、払出制御装置３１１は、払出モータにより賞球や貸し球の払出制御を行うもので
ある。演算装置であるＣＰＵ５１１は、そのＣＰＵ５１１により実行される制御プログラ
ムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ５１２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ
５１３とを備えている。
【０１９１】
　払出制御装置３１１のＲＡＭ５１３は、前述した主制御装置２６１のＲＡＭ５０３と同
様に、パチンコ機１０の電源のオフ後においても電源装置３１３からバックアップ電圧が
供給されてデータが保持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ５１３には、
各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリやエリアの他に、バックアップエリア５
１３ａが設けられている。
【０１９２】
　バックアップエリア５１３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合において
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、電源の再入時にパチンコ機１０の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電源切断
時のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を記憶しておくためのエリアである
。このバックアップエリア５１３ａへの書き込みは、ＮＭＩ割込み処理によって電源切断
時に実行され、逆にバックアップエリア５１３ａに書き込まれた各値の復帰は、電源入時
の復電処理において実行される。
【０１９３】
　かかるＲＯＭ５１２及びＲＡＭ５１３を内蔵したＣＰＵ５１１には、アドレスバス及び
データバスで構成されるバスライン５１４を介して入出力ポート５１５が接続されている
。入出力ポート５１５には、ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３、主制御装置２６１、発射制
御装置３１２、払出モータ３５８ａなどがそれぞれ接続されている。
【０１９４】
　発射制御装置３１２は、発射モータ（図示省略）による遊技球の発射を許可又は禁止す
るものであり、発射モータは、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的に
は、払出制御装置３１１から発射許可信号が出力されていること、遊技者が遊技球発射ハ
ンドル１８をタッチしていることをセンサ信号により検出していること、発射を停止させ
るための発射停止スイッチが操作されていないことを条件に、発射モータが駆動され、遊
技球発射ハンドル１８の操作量に応じた強度で遊技球が発射される。
【０１９５】
　表示制御装置４５は、第１図柄表示装置４２における第１図柄の変動表示と、第２図柄
表示装置４１における第２図柄の変動表示とを制御するものである。この表示制御装置４
５は、ＣＰＵ５２１と、ＲＯＭ（プログラムＲＯＭ）５２２と、ワークＲＡＭ５２３と、
ビデオＲＡＭ５２４と、キャラクタＲＯＭ５２５と、画像コントローラ５２６と、入力ポ
ート５２７と、２つの出力ポート５２８，５２９と、バスライン５３０，５３１とを備え
ている。入力ポート５２７の入力には主制御装置２６１の出力が接続され、入力ポート５
２７の出力には、ＣＰＵ５２１、ＲＯＭ５２２、ワークＲＡＭ５２３、画像コントローラ
５２６が接続されると共にバスライン５３０を介して一方の出力ポート５２８が接続され
ている。出力ポート５２８の出力には第２図柄表示装置４１（表示部４３）や、音声ラン
プ制御装置２６２が接続されている。また、画像コントローラ５２６にはバスライン５３
１を介して出力ポート５２９が接続されており、その出力ポート５２９の出力には液晶表
示装置である第１図柄表示装置４２が接続されている。
【０１９６】
　表示制御装置４５のＣＰＵ５２１は、主制御装置２６１から送信される表示コマンドに
基づいて第１図柄表示装置４２及び第２図柄表示装置４１の表示を制御する。ＲＯＭ５２
２は、そのＣＰＵ５２１により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶す
るためのメモリであり、ワークＲＡＭ５２３は、ＣＰＵ５２１による各種プログラムの実
行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するためのメモリである。
【０１９７】
　ビデオＲＡＭ５２４は、第１図柄表示装置４２に表示される表示データを記憶するため
のメモリであり、このビデオＲＡＭ５２４の内容を書き替えることにより、第１図柄表示
装置４２の表示内容が変更される。キャラクタＲＯＭ５２５は、第１図柄表示装置４２に
表示される図柄などのキャラクタデータを記憶するためのメモリである。画像コントロー
ラ５２６は、ＣＰＵ５２１、ビデオＲＡＭ５２４、出力ポート５２９のそれぞれのタイミ
ングを調整してデータの読み書きに介在すると共に、ビデオＲＡＭ５２４に記憶される表
示データを、キャラクタＲＯＭ５２５から所定のタイミングで読み出して第１図柄表示装
置４２に表示させるものである。
【０１９８】
　また、電源装置３１３は、パチンコ機１０の各部に電力を供給するための電源部５４１
と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路５４２と、ＲＡＭ消去スイッチ（図示
省略）に接続されてなるＲＡＭ消去スイッチ回路５４３とを備えている。電源部５４１は
、図示しない電源経路を通じて、主制御装置２６１や払出制御装置３１１等に対して各々
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に必要な動作電源を供給する。その概要としては、電源部５４１は、外部より供給される
交流２４ボルト電源を取り込み、各種スイッチやモータ等を駆部するための＋１２Ｖ電源
、ロジック用の＋５Ｖ電源、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電源などを生成し、こ
れら＋１２Ｖ電源、＋５Ｖ電源及びバックアップ電源を主制御装置２６１や払出制御装置
３１１等に対して供給する。なお、発射制御装置３１２に対しては払出制御装置３１１を
介して動作電源（＋１２Ｖ電源、＋５Ｖ電源等）が供給される。
【０１９９】
　停電監視回路５４２は、停電等の発生による電源断時に、主制御装置２６１のＣＰＵ５
０１及び払出制御装置３１１のＣＰＵ５１１の各ＮＭｌ端子へ停電信号Ｓ１を出力するた
めの回路である。停電監視回路５４２は、電源部５４１で交流５ボルトの電圧を監視し、
この電圧が５ボルト未満になった時間が例えば２０ミリ秒を超えた場合に停電（電源断）
の発生と判断して、停電信号Ｓ１を主制御装置２６１及び払出制御装置３１１へ出力する
。この停電信号Ｓ１の出力によって、主制御装置２６１及び払出制御装置３１１は、停電
の発生を認識し、停電時処理（ＮＭＩ割込み処理）を実行する。
【０２００】
　なお、電源部５４１は、電源部５４１で監視している交流５ボルトが５ボルト未満とな
った時間が２０ミリ秒を越えた後においても、かかる停電時処理の実行に充分な時間の間
、制御系の駆動電圧である５ボルトの出力を正常値に維持するように構成されている。よ
って、主制御装置２６１及び払出制御装置３１１は、停電時処理を正常に実行し完了する
ことができる。
【０２０１】
　ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３は、ＲＡＭ消去スイッチ（図示省略）のスイッチ信号を
取り込み、そのスイッチの状態に応じて主制御装置２６１のＲＡＭ５０３及び払出制御装
置３１１のＲＡＭ５１３のバックアップデータをクリアするための回路である。ＲＡＭ消
去スイッチが押下された際、ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３は、ＲＡＭ消去信号Ｓ２を主
制御装置２６１及び払出制御装置３１１に出力する。ＲＡＭ消去スイッチが押下された状
態でパチンコ機１０の電源が投入されると（停電解消による電源入を含む）、主制御装置
２６１及び払出制御装置３１１においてそれぞれのＲＡＭ５０３，６１３のデータがクリ
アされる。
【０２０２】
　ところで、第１図柄表示装置（液晶表示装置）４２には、図６に示すように、上・中・
下の３つの図柄列Ｕ，Ｍ，Ｄが設定されており、図柄列Ｕ，Ｍ，Ｄ毎に左図柄、中図柄、
右図柄の３個ずつの図柄（第１図柄：例えば特別図柄）が横方向に変動表示される。本実
施の形態では、一連の図柄は、「０」～「９」の数字を各々付した、海中生物などの絵柄
からなる主図柄ＳＺと、貝型形状の絵図柄からなる副図柄ＦＺとにより構成されており、
数字の昇順に主図柄ＳＺが表示されると共に各主図柄ＳＺの間に副図柄ＦＺが配されて一
連の図柄列Ｕ，Ｍ，Ｄが構成されている。そして、周期性を持って主図柄ＳＺと副図柄Ｆ
Ｚが右から左へと変動表示されるようになっている。
【０２０３】
　かかる場合、上図柄列Ｕおよび中図柄列Ｍにおいて、上記一連の図柄が昇順（すなわち
、主図柄ＳＺの番号が増える順）に表示され、下図柄列Ｄにおいて、上記一連の図柄が降
順（すなわち、主図柄ＳＺの番号が減る順）に表示される。そして、第１の始動口３３へ
の入賞に基づいて一連の図柄列Ｕ，Ｍ，Ｄの変動表示が開始され、そして、上図柄列Ｕ→
下図柄列Ｄ→中図柄列Ｍの順に変動表示が停止し、その停止時に第１図柄表示襲置４２上
の５つの有効ライン、すなわち左ラインＬ１、中ラインＬ２、右ラインＬ３、右上がりラ
インＬ４、左上がりラインＬ５の何れかで主図柄ＳＺが大当たり図柄の組合せ（本実施の
形態では、同一の主図柄ＳＺの組合せ）で揃えば大当たりとして特定遊技動画（特別遊技
動画）が表示されるようになっている。
【０２０４】
　なおここで、主制御装置２６１で行われる大当り抽選などの機能について説明する。主
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制御装置２６１は、大当り状態の発生を抽選する抽選部（図示省略）を備えている。つま
り、主制御装置２６１は、抽選部（図示省略）で当選すると、第１図柄表示装置４２での
第１図柄の変動表示結果が予め設定した特定の図柄の組合せ（大当り図柄）となる表示演
出を指示し、大当り表示後に大当り状態を発生させる機能を有するものである。要するに
、主制御装置２６１は、例えば「０～６７６」までの値をとり得る大当たり乱数カウンタ
Ｃ１（特別遊技状態となるか否かを決定するための第１乱数群）の値（第１乱数）に基づ
いて特別遊技状態を発生させているのである。
【０２０５】
　具体的には、主制御装置２６１のＣＰＵ５０１は、大当たり乱数カウンタＣ１を発生さ
せる図示省略の第１乱数発生部（第１乱数群発生機能）を有している。また、主制御装置
２６１は、第１の始動口３３に遊技球が入賞する毎に、ＲＡＭ５０３の保留球格納エリア
のうちの大当たり乱数カウンタＣ１の値を記憶するエリア（図示省略の第１乱数記憶部）
を備えている。さらに、主制御装置２６１のＣＰＵ５０１は、この保留球格納エリア（図
示省略の第１乱数記憶部）に記憶された大当たり乱数カウンタＣ１の値が当り値であるか
否かを判定する図示省略の第１判定部（判定機能）も有している。
【０２０６】
　つまり、第１の始動口３３に設けられた作動口スイッチ２２４での遊技球の入賞検出の
タイミングで、第１乱数発生部（図示省略）での大当り乱数カウンタＣ１の値（第１乱数
）がＲＡＭ５０３の保留球格納エリア（図示省略の第１乱数記憶部）に記憶されるように
なっている。また、低確率時においては、第１判定部（図示省略）は、第１乱数記憶部（
図示省略）に記憶された大当り乱数カウンタＣ１の値（第１乱数）が２個の値「３３７，
６７３」であれば大当りと判定し、そうでなければ外れと判定する。また、高確率時（確
率変動時とも言う）においては、第１判定部（図示省略）は、第１乱数記憶部（図示省略
）に記憶された大当り乱数カウンタＣ１の値（第１乱数）が１０個の値「６７，１３１，
１９９，２８９，３３７，４０１，４６３，５２３，６０１，６６１」であれば大当りと
判定し、そうでなければ外れと判定する。上述の第１乱数発生部（図示省略），第１判定
部（図示省略）は、ＣＰＵ５０１に所定のプログラムを実行させることで実現されている
。
【０２０７】
　そして、ＣＰＵ５０１で大当たり乱数カウンタＣ１の値が当り値であると判定した場合
には、主制御装置２６１から可変入賞装置３２に特別遊技状態とするための信号が出力さ
れる。可変入賞装置３２は、主制御装置２６１からの当該指示に基づいて、遊技球が入賞
しやすい開状態と通常の閉状態とに繰り返し作動するという大当たり動作を実行するよう
になっている。
【０２０８】
　次に、本実施例のパチンコ機１０のさらなる特徴部分の構成について、図７～図１４を
用いて説明する。図７は実施例１の遊技盤３０の要部の構成を示す分解斜視図である。図
８は実施例１の遊技盤３０の透明樹脂板４００とセルシート４１０とベニヤ板４２０を示
す分解斜視図である。図９は実施例１の遊技盤３０のベニヤ板４２０と取付部材４６０と
集合板４７０を示す分解斜視図である。図１０は実施例１の遊技盤３０の各構成部品を示
す正面図である。図１１はＬＥＤ基板４６２付きのＬＥＤ基板支持部材４６６が取り付け
られた集合板４７０の正面図である。図１２は図１１の集合板４７０が背後に取り付けら
れたベニヤ板４２０の正面図である。図１３はＬＥＤ基板４６２を含む部分の遊技盤３０
の断面図である。図１４（ａ）～（ｃ）は実施例１の遊技盤３０の製造工程を示す図であ
る。図１５は実施例１の遊技盤３０の透明樹脂板４００の端部構成を示す断面図である。
【０２０９】
　実施例１の遊技盤３０は、図４に示すように、遊技者の遊技球発射ハンドル１８（図１
参照）の操作によって遊技球が打ち込まれる、正面視で略円形の遊技領域を備えている。
また、実施例１の遊技盤３０は、図７に示すように、その前面側から順に透明樹脂板４０
０とセルシート４１０とベニヤ板４２０と取付部材４６０と集合板４７０とを備えている
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。
【０２１０】
　なお、透明樹脂板４００の前面側、つまり、透明樹脂板４００におけるセルシート４１
０と当接する面とは反対側の面には、図４に示すように、センターフレーム４７などの遊
技部品や釘などが配設されている。また、ベニヤ板４２０の後面側（裏面側）、つまり、
ベニヤ板４２０におけるセルシート４１０と当接する面とは反対側の面には、図７に示す
ように、各種入賞口（図４に示した一般入賞口３１、可変入賞装置３２および第１の始動
口３３）に入賞した遊技球を集めて排出するための集合板４７０や、第１図柄表示装置４
２（図４参照）などが取り付けられている。
【０２１１】
　ベニヤ板４２０は、図１４に示すように、遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与
えるための釘４３０が前面側に打ち付け固定可能なものである。このベニヤ板４２０は、
その厚みを例えば１５ｍｍ（ミリ）としている。なお、ベニヤ板４２０の厚みを１５ｍｍ
（ミリ）以外としてもよい。
【０２１２】
　透明樹脂板４００は、図７，図８に示すように、ベニヤ板４２０の前面側で当該ベニヤ
板４２０の遊技領域を覆うようにしてこのベニヤ板４２０に重ね合わされる、透過性樹脂
（例えば、アクリル樹脂やポリカーボネイト樹脂など）で構成された光透過性の薄板状の
部材としている。この透明樹脂板４００は、その厚みを例えば５ｍｍ（ミリ）としている
。なお、透明樹脂板４００の厚みを５ｍｍ以外としてもよい。
【０２１３】
　セルシート４１０は、図７，図８に示すように、透明樹脂板４００とベニヤ板４２０と
の間に設けられるものであり、その前面側（表示面側）に、パチンコ機１０を表すための
表示としてのパチンコ機１０の機種名を表示する表示部分と、遊技領域を装飾するために
当該機種の特徴（あるいは個性）で装飾表示する表示部分とが描画（印刷）されたもので
ある。セルシート４１０は、透明樹脂板４００とベニヤ板４２０とは別体であり、透明樹
脂板４００の前面側から前述の描画面が視認可能となるように当該透明樹脂板４００の裏
面側に貼り付けられるものである。つまり、セルシート４１０の前面側には、その全面に
わたって透明の接着剤層を有しており、透明樹脂板４００の裏面側にセルシート４１０の
前面側を密着させて貼り付けることができるようになっている。このセルシート４１０は
、その厚みを例えば１ｍｍ（ミリ）としている。なお、セルシート４１０の前面側に替え
て透明樹脂板４００の裏面側に透明の接着剤層を有するようにしてもよい。また、セルシ
ート４１０の厚みが１ｍｍ以下のものを採用するようにしてもよい。
【０２１４】
　ベニヤ板４２０は、その密度が透明樹脂板４００の密度よりも低いものである。例えば
、透明樹脂板４００をポリカーボネイト樹脂で形成した場合には、この透明樹脂板４００
（ポリカーボネイト樹脂板）の比重は、「１．２」となっている。これに対して、ベニヤ
板４２０の比重は、「０．６３～０．８０」となっている。
【０２１５】
　なお、図７，図８に示すように、透明樹脂板４００とセルシート４１０とベニヤ板４２
０とは、それらを正面視した状態での外周形状が同一形状となっているが、セルシート４
１０等は、遊技領域以上の大きさで、かつ、ベニヤ板４２０の正面視での外周形状よりも
小さい形状であってもよい。
【０２１６】
　図７，図１４に示すように、透明樹脂板４００の前面視状態での所定箇所には、図１４
に示す釘４３０の直径よりも大きな開口径の開口部４０２が備えられている。透明樹脂板
４００の開口部４０２は、釘４３０の胴の直径よりも大きな開口径であればよいが、この
実施例１の開口部４０２は、例えば、釘４３０の胴よりも１ｍｍ（ミリ）大きい円形形状
の開口としたものを採用している。なお、開口部４０２として、例えば、釘４３０の胴よ
りも１ｍｍ～０．１ｍｍ大きい円形形状の開口としたものを採用してもよい。
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【０２１７】
　なお、図７，図８では、透明樹脂板４００の全ての開口部４０２を図示すると却って見
難くなるため、透明樹脂板４００の一部の開口部４０２についてのみ図示するに留めてい
る。また、透明樹脂板４００の全ての開口部４０２に符号を付すと却って見難くなるため
、透明樹脂板４００の一部の開口部４０２についてのみ符号を付すに留めている。
【０２１８】
　図１４（ｃ）に示すように、釘４３０は、ベニヤ板４２０の前面側に透明樹脂板４００
が重ね合わされた状態で、透明樹脂板４００の開口部４０２を介して当該開口部４０２に
非接触でベニヤ板４２０に打ち付けられている。
【０２１９】
　また、図７，図８に示すように、透明樹脂板４００は、その左上と右下の２箇所に、ベ
ニヤ板４２０の嵌合孔４２２に嵌入される嵌合ピン４０４（突起部）が設けられており、
ベニヤ板４２０は、その左上と右下の２箇所に、透明樹脂板４００の嵌合ピン４０４（突
起部）が嵌入される嵌合孔４２２が設けられており、透明樹脂板４００の嵌合ピン４０４
をベニヤ板４２０の嵌合孔４２２に嵌入させることで、ベニヤ板４２０と透明樹脂板４０
０とを適正に重ね合わることができるようになっている。さらに、セルシート４１０の左
上と右下の２箇所にも、透明樹脂板４００の嵌合ピン４０４（突起部）が嵌入される嵌合
孔４１２が設けられており、透明樹脂板４００の嵌合ピン４０４をセルシート４１０の嵌
合孔４１２に嵌入させることで、セルシート４１０と透明樹脂板４００とを適正に重ね合
わることができ、前述の接着剤層により貼り付けることができるようになっている。
【０２２０】
　さらに、ベニヤ板４２０は、図７～図８，図１４に示すように、前面視した状態で所定
数の貫通孔４２４を備えている。ベニヤ板４２０は、図８に示すように、当該ベニヤ板４
２０の前面側に透明樹脂板４００が重ね合わされた状態において、透明樹脂板４００の開
口部４０２と異なる箇所に複数個の貫通孔４２４がそれぞれ設けられている。つまり、ベ
ニヤ板４２０の前面側に透明樹脂板４００を重ね合わせた状態を正面視すると、透明樹脂
板４００の開口部４０２と、ベニヤ板４２０の貫通孔４２４とが重ならないように異なる
箇所にそれぞれ設けられている。
【０２２１】
　また、透明樹脂板４００は、図８に示すように、ベニヤ板４２０の前面側に当該透明樹
脂板４００が重ね合わされた状態において、ベニヤ板４２０の貫通孔４２４と同一箇所に
それぞれ貫通孔４０９が設けられている。つまり、透明樹脂板４００は、ベニヤ板４２０
の貫通孔４２４を当該透明樹脂板４００に平行投影した場合にそれと一致するように貫通
孔４０９が設けられている。
【０２２２】
　同様に、セルシート４１０は、図８に示すように、ベニヤ板４２０の前面側に当該セル
シート４１０が重ね合わされた状態において、ベニヤ板４２０の貫通孔４２４と同一箇所
にそれぞれ貫通孔４１１が設けられている。つまり、セルシート４１０は、ベニヤ板４２
０の貫通孔４２４を当該セルシート４１０に平行投影した場合にそれと一致するように貫
通孔４１１が設けられている。
【０２２３】
　要するに、図８に示すように、ベニヤ板４２０の前面側に、セルシート４１０と透明樹
脂板４００とがその順に重ね合わされた状態において、ベニヤ板４２０の貫通孔４２４と
セルシート４１０の貫通孔４１１と透明樹脂板４００の貫通孔４０９とが同一箇所にそれ
ぞれ設けられている。
【０２２４】
　さらに、本実施例１のパチンコ機１０は、図１３に示すように、透明樹脂板４００の貫
通孔４０９の内壁に光を入射させる光入射部４５０を備えている。
【０２２５】
　光入射部４５０は、透明樹脂板４００と面一となるように当該透明樹脂板４００の貫通
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孔４０９に嵌入される導光部材４８０と、この導光部材４８０の入射面４８０ａに向けて
光を出力する光出力部４５１と、を備え、かつ、透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内壁
に対向する導光部材４８０の対向面箇所から当該透明樹脂板４００に向けて、導光部材４
８０で導光された光を出力することで、透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内壁に光を入
射させるものである。
【０２２６】
　導光部材４８０は、図１３に示すように、透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内壁に対
向する対向面箇所から光を出力するように光出力を規制する光出力規制部４５２を備えて
いる。導光部材４８０は、図１３に示すように、透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内壁
に対向する対向面箇所から光を出力することから、透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内
壁に対向する対向面箇所が出射面４８０ｂとなっている。
【０２２７】
　光出力規制部４５２は、図１３に示すように、導光部材４８０での透明樹脂板４００と
面一とした端面箇所に設けられた、光を遮光する遮蔽部４５３を備えている。つまり、導
光部材４８０に導入された光が遮蔽部４５３を通じて出力されないようになっている。
【０２２８】
　光出力規制部４５２は、導光部材４８０での透明樹脂板４００と面一とした端面箇所に
向けて当該導光部材４８０中を進行してきた光を、透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内
壁に対向する導光部材４８０の対向面箇所に向けて出力するように進路変更する傾斜面４
５４を備えている。つまり、導光部材４８０に導入された光は、光出力規制部４５２の傾
斜面４５４で反射するなどしてその進路が、導光部材４８０の出射面４８０ｂに向かうよ
うに変更される。
【０２２９】
　光出力部４５１は、図１３に示すように、光を発するＬＥＤ４６４と、このＬＥＤ４６
４を位置させるための窪みであって導光部材４８０の入射面４８０ａに形成された凹部４
８１と、を備えている。つまり、光出力部４５１は、図１３に示すように、ＬＥＤ４６４
から発せられた光を導光部材４８０の入射面４８０ａの凹部４８１に入射させている。
【０２３０】
　以下に、ＬＥＤ基板４６２などについて説明する。ＬＥＤ基板４６２は、図１０に示す
ように、複数個のＬＥＤ４６４（発光ダイオード）を所定箇所に実装されたものである。
このＬＥＤ４６４は、例えば、複数色の発光が可能なものである。ＬＥＤ基板４６２は、
導光部材４８０を通して透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内壁に向けて光出力させるた
めに、外観形状が異なる複数枚のＬＥＤ基板４６２が用意されている。これらのＬＥＤ基
板４６２は、図１０，図１３に示すように、ＬＥＤ基板支持部材４６６の裏面側に取り付
けられて固定支持される。図７，図９では、ＬＥＤ基板支持部材４６６は、その裏面側に
ＬＥＤ基板４６２が取り付けられた状態を図示している。図１１に示すように、ＬＥＤ基
板支持部材４６６は、ＬＥＤ基板４６２のＬＥＤ４６４が対応する箇所に貫通孔４６８が
形成されており、ＬＥＤ基板４６２が取り付けられた状態のＬＥＤ基板支持部材４６６を
正面視すると、ＬＥＤ基板支持部材４６６の貫通孔４６８にＬＥＤ４６４が位置するよう
になっている。より正確に言えば、ＬＥＤ基板４６２のＬＥＤ４６４は、図１３に示すよ
うに、導光部材４８０の入射面４８０ａに形成された凹部４８１に挿入された状態となっ
ている。なお、ＬＥＤ基板４６２は、例えば、音声ランプ制御装置２６２により点灯制御
され、音声ランプ制御装置２６２は主制御装置２６１からの指示に応じてＬＥＤ基板４６
２の点灯制御を行う。
【０２３１】
　図１１に示すように、ＬＥＤ基板４６２が取り付けられた状態のＬＥＤ基板支持部材４
６６は、集合板４７０の前面側（正面側）の所定の収納箇所４７２に取り付けられて固定
支持される。この収納箇所４７２は、ＬＥＤ基板支持部材４６６が入り込んで収納される
程度の窪みが形成されたものである。そして、図１１に示したＬＥＤ基板支持部材４６６
取り付け後の集合板４７０がベニヤ板４２０の裏面側に取り付けられ、この状態をベニヤ
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板４２０の前面側から見ると、図１２に示すように、ベニヤ板４２０の貫通孔４２４内に
ＬＥＤ４６４が位置していることがわかる。
【０２３２】
　なおここで、遊技盤３０における前述したＬＥＤ基板４６２のＬＥＤ４６４を有する部
分の断面図について説明する。遊技盤３０は、前述したように、その前面側から順に、透
明樹脂板４００とセルシート４１０とベニヤ板４２０と集合板４７０とを重ね合わせたも
のであり、集合板４７０の前面側の窪み部分にＬＥＤ基板支持部材４６６を収納している
。
【０２３３】
　図１３に示すように、ＬＥＤ基板４６２は、ＬＥＤ基板支持部材４６６の裏面側に取り
付けられ、例えばネジ４６９等の締結部品により、ＬＥＤ基板４６２がＬＥＤ基板支持部
材４６６に締結固定されている。このようにＬＥＤ基板４６２が固定されたＬＥＤ基板支
持部材４６６は、集合板４７０の前面側の所定の窪み部分に取り付けられ、例えばネジ４
７３等の締結部品により、ＬＥＤ基板支持部材４６６が集合板４７０に締結固定されてい
る。このようにＬＥＤ基板支持部材４６６が固定された集合板４７０がベニヤ板４２０の
裏面側に取り付け固定されている。図１３に示すように、集合板４７０がベニヤ板４２０
に取り付けられた状態においては、ＬＥＤ基板支持部材４６６の貫通孔４６８とベニヤ板
４２０の貫通孔４２４とは同一開口中心軸線を中心とするように位置が合わされた状態と
なっている。
【０２３４】
　要するに、光入射部４５０は、図１３に示すように、ＬＥＤ４６４から発せられた光を
、透明樹脂板４００の貫通孔４０９およびベニヤ板４２０の貫通孔４２４の内部に設けら
れた導光部材４８０の入射面４８０ａの凹部４８１から入射させ、導光部材４８０中を進
む光を光出力規制部４５２の傾斜面４５４で反射するなどさせてその進路を、導光部材４
８０の出射面４８０ｂに向かうように変更させ、導光部材４８０の出射面４８０ｂから出
力される光を、透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内壁に入射させている。こうすること
で、透明樹脂板４００の貫通孔４０９からの光が入射される構成が実現できる。
【０２３５】
　また、図１５に示すように、透明樹脂板４００は、側端面より入れた光で面発光させる
ための導光板４０８であるとも言え、透明樹脂板４００は、例えば、その一側面の端部に
おいて、ＬＥＤ４４０（発光ダイオード）と、このＬＥＤ４４０からの光を透明樹脂板４
００の側端面から入射させるように、ＬＥＤ４４０を実装した実装基板を支持する支持部
材４４２とを備えている。この支持部材４４２は、その内面側が光を反射させるリフレク
タ構造となっている。なお、支持部材４４２とは別体でリフレクタを備えるようにしても
よいし、ＬＥＤ以外のランプなど種々の光源を採用してもよい。また、透明樹脂板４００
の側面のうちの複数個の側面やすべての側面に、ＬＥＤ４４０および支持部材４４２を設
けるようにしてもよい。
【０２３６】
　ＬＥＤ４４０および前述したＬＥＤ４６４は、複数色の発光が可能な複数色発光ＬＥＤ
としている。例えば、２色発光（例えば赤色、緑色）タイプや、３色発光（例えば赤色、
緑色、青色）タイプや、４色以上の発光タイプのものなど、複数色の発光が可能なＬＥＤ
や各種の光源を採用してもよい。また、実施例１では複数色発光のものを採用しているが
、単一色発光タイプのＬＥＤ（光源）を採用するようにしてもよい。
【０２３７】
　なお、上述したベニヤ板４２０が本発明における板状部材に相当し、上述した透明樹脂
板４００が本発明における薄板部材に相当し、上述した光入射部４５０が本発明における
光入射手段に相当し、上述した光出力部４５１が本発明における光出力手段に相当し、上
述した光出力規制部４５２が本発明における光出力規制手段に相当し、上述したセルシー
ト４１０が本発明における装飾表示部に相当し、上述したＬＥＤ４６４が本発明における
発光手段，複数色発光光源に相当する。
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【０２３８】
　ここで、実施例１の遊技盤３０の要部の製造工程について図７，図１４を用いて説明す
る。
【０２３９】
　図７，図１４（ａ）に示すように、セルシート４１０の嵌合孔４１２に透明樹脂板４０
０の嵌合ピン４０４を嵌入させることでセルシート４１０と透明樹脂板４００とを適正に
重ね合わせて、セルシート４１０の接着剤層により透明樹脂板４００にセルシート４１０
を貼り付ける。
【０２４０】
　続いて、セルシート４１０を貼り付けた透明樹脂板４００の嵌合ピン４０４をベニヤ板
４２０の嵌合孔４２２に嵌入させるようにして、セルシート４１０を貼り付けた透明樹脂
板４００をベニヤ板４２０に重ね合わせる。なお、セルシート４１０を貼り付けた透明樹
脂板４００とベニヤ板４２０とは、ビス止めで締結固定されている。また、ビス止め締結
固定以外で両者を固定するようにしてもよい。例えば、セルシート４１０を貼り付けた透
明樹脂板４００とベニヤ板４２０とをネジ止めで締結してもよいし、透明樹脂板４００と
ベニヤ板４２０とを接着剤で接着固定してもよい。
【０２４１】
　このように透明樹脂板４００が重ね合わされて固定されたベニヤ板４２０を、その裏面
側が図示省略の釘打ち機の載置台（テーブル）に当接するようにして所定位置に載置され
る。具体的には、釘打ち機の載置台面に間隔を空けて例えば２本配置されている、ベニヤ
板４２０の位置決め用のボス（突起ピン）を、このボスに対応するベニヤ板４２０の２箇
所の位置合わせ孔に嵌入させるようにして、透明樹脂板４００を重ね合わせ固定したベニ
ヤ板４２０が釘打ち機の載置台に載置される。
【０２４２】
　釘打ち機は、ベニヤ板４２０のどの箇所に釘４３０を打ち付けていくのかを予めデータ
として持っており、ベニヤ板４２０の所定箇所に釘４３０を順次に打ち付けていくことが
できるようになっている。つまり、ベニヤ板４２０での釘４３０を打ち付ける箇所には、
透明樹脂板４００の開口部４０２が対応して設けられており、図１４（ｂ）に示すように
、透明樹脂板４００の開口部４０２内の方に釘打ち機による釘４３０が進入し、図１４（
ｃ）に示すように、透明樹脂板４００の開口部４０２に非接触でベニヤ板４２０に打ち付
けられる。つまり、釘４３０は、図１４（ｃ）に示すように、透明樹脂板４００の開口部
４０２に非接触でベニヤ板４２０に打ち付けられているため、ベニヤ板４２０でのみ固定
（支持）されている。なお、この実施例１では、釘４３０の胴が開口部４０２に非接触と
しているが、仮に釘４３０の胴が開口部４０２に接触していたとしても、分別廃棄する際
における釘４３０抜きがし難くなるという問題は生じない。
【０２４３】
　そして、図７に示すように、ＬＥＤ基板４６２が付けられた取付部材４６０を集合板４
７０の所定の窪み部分に取り付けて、図１３に示すようにネジ４７３等で締結固定し、こ
の集合板４７０をベニヤ板４２０の裏面側に取り付ける。
【０２４４】
　上述したように、本実施例１のパチンコ機１０によれば、遊技球が打ち込まれる遊技領
域を有する遊技盤３０は、遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘が前
面側に打ち付け固定可能なベニヤ板４２０と、このベニヤ板４２０の遊技領域を少なくと
も覆うようにして当該ベニヤ板４２０の前面側に重ね合わされる光透過性の透明樹脂板４
００と、を備え、この透明樹脂板４００は所定箇所に貫通孔４０９を備え、透明樹脂板４
００の貫通孔４０９の内壁に光を入射させる光入射部４５０を備えているので、透明樹脂
板４００（例えば透明薄板）の外周側面から光を入射させるだけでなく、透明樹脂板４０
０の貫通孔４０９の内壁からも光を入射させることができるので、透明樹脂板４００での
暗い箇所に光を入射させることができ、透明樹脂板４００での明暗ムラを低減でき、透明
樹脂板４００を一様に面発光させることができる。つまり、センターフレーム４７や可変



(37) JP 4797656 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

入賞装置３２や第１の始動口３３，第２の始動口３４など各種の遊技部品などが遊技盤３
０に設けられるパチンコ機では、これらの遊技部品が透明樹脂板４００の所定箇所に貫通
して設けられ、透明樹脂板４００の外周側面から当該透明樹脂板４００の内部に向けて光
を入射させたとしても、遊技盤３０に設けられた前記の遊技部品により光の進入が妨げら
れる箇所が生じたりするが、このような暗い箇所に光を供給し得る箇所に貫通孔４０９を
設け、その貫通孔４０９の内壁から光を入射させることで、透明樹脂板４００での暗い箇
所に光を入射させることができ、透明樹脂板４００での明暗ムラを低減でき、透明樹脂板
４００を一様に面発光させることができる。
【０２４５】
　また、透明樹脂板４００の外周側面から当該透明樹脂板４００の内部に向けて入射させ
る光の強度（光量）を増加させる必要がないので、入射させる光の強度を増加させ過ぎる
こともないし、その増加させ過ぎることで透明樹脂板４００が眩し過ぎるようになるとい
う別異の問題も生じない。
【０２４６】
　その結果、遊技盤３０の透明樹脂板４００（透明薄板）を一様に面発光させることがで
きるパチンコ機１０を提供することができる。
【０２４７】
　また、光入射部４５０は、透明樹脂板４００と面一となるように当該透明樹脂板４００
の貫通孔４０９に嵌入される導光部材４８０と、この導光部材４８０の入射面に向けて光
を出力する光出力部４５１と、を備え、かつ、透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内壁に
対向する導光部材４８０の対向面箇所から当該透明樹脂板４００に向けて、導光部材４８
０で導光された光を出力することで、透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内壁に光を入射
させるものとしているので、透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内壁から光を入射させる
光入射手段を好適に実現できる。
【０２４８】
　また、導光部材４８０は、透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内壁に対向する対向面箇
所から光を出力するように光出力を規制する光出力規制部４５２を備えているので、透明
樹脂板４００の貫通孔４０９の内壁に向けて光を効果的に出力することができる。
【０２４９】
　また、光出力規制部４５２は、導光部材４８０での透明樹脂板４００と面一とした端面
箇所に設けられた、光を遮光する遮蔽部４５３を備えているので、透明樹脂板４００の貫
通孔４０９の内壁に向けて光を効果的に出力することができる。
【０２５０】
　また、光出力規制部４５２は、導光部材４８０での透明樹脂板４００と面一とした端面
箇所に向けて当該導光部材４８０中を進行してきた光を、透明樹脂板４００の貫通孔４０
９の内壁に対向する導光部材４８０の対向面箇所に向けて出力するように進路変更する傾
斜面４５４を備えているので、透明樹脂板４００の貫通孔４０９の内壁に向けて光を出力
することができる。
【０２５１】
　また、光出力部４５１は、光を発するＬＥＤ４６４と、このＬＥＤ４６４を位置させる
ための窪みであって導光部材４８０の入射面４８０ａに形成された凹部４８１と、を備え
ているので、ＬＥＤ４６４で発せられた光を効率よく、導光部材４８０の入射面４８０ａ
に形成された凹部４８１に入射させることができる。
【０２５２】
　また、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤３０は、遊技領域を流下する遊技
球の挙動に変化を与えるための釘４３０が前面側に打ち付け固定可能なベニヤ板４２０と
、このベニヤ板４２０の前面側で当該ベニヤ板４２０の遊技領域を少なくとも覆うように
してこのベニヤ板４２０に重ね合わされる光透過性の透明樹脂板４００と、この透明樹脂
板４００とベニヤ板４２０との間に設けられた、遊技機を表すための表示または遊技領域
を装飾するための表示を有するセルシート４１０と、を備えているので、セルシート４１
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０の表示を透明樹脂板４００で照らした表示とすることができる。しかも、セルシート４
１０の前面側に光透過性の透明樹脂板４００が設けられているので、遊技球は透明樹脂板
４００の前面側を流下し、それとは反対側の透明樹脂板４００の裏面側にセルシート４１
０が位置することになり、透明樹脂板４００の裏面側に設けられたセルシート４１０に遊
技球が接触等したりすることがなく、遊技球接触等によるセルシート４１０の損傷を防止
することができる。その結果、遊技盤３０の遊技領域のセルシート４１０を照らすことが
でき、その遊技領域の装飾表示を保護できるパチンコ機を提供することができる。
【０２５３】
  しかも、セルシート４１０の前面側に光透過性の透明樹脂板４００が設けられているの
で、遊技球は透明樹脂板４００の前面側を流下し、それとは反対側の透明樹脂板４００の
裏面側にセルシート４１０が位置することになり、透明樹脂板４００の裏面側に設けられ
たセルシート４１０に遊技球が接触等したりすることがなく、遊技球接触等によるセルシ
ート４１０の損傷を防止することができる。
【０２５４】
　その結果、遊技盤の遊技領域の表示態様を変化させることができ、その遊技領域の装飾
表示を保護できる遊技機を提供することができる。
【０２５５】
　また、遊技球が打ち込まれる遊技領域を有する遊技盤３０は、遊技領域を流下する遊技
球の挙動に変化を与えるための釘４３０が前面側に打ち付け固定可能なベニヤ板４２０と
、このベニヤ板４２０の前面側で当該ベニヤ板４２０の遊技領域を覆うようにしてこのベ
ニヤ板４２０に重ね合わされる、光透過性の透明樹脂板４００と、を備えたものであり、
ベニヤ板４２０は、その密度が透明樹脂板４００の密度よりも低いものであり、透明樹脂
板４００の前面視状態での所定箇所には、釘４３０の直径よりも大きな開口径の開口部４
０２を備え、釘４３０は、ベニヤ板４２０の前面側に透明樹脂板４００が重ね合わされた
状態で、透明樹脂板４００の開口部４０２を介してベニヤ板４２０に打ち付けられている
ので、釘４３０は透明樹脂板４００の開口部４０２（釘４３０の直径よりも大きな開口径
の開口）を介してベニヤ板４２０に打ち付けられているので、釘４３０が透明樹脂板４０
０に打ち付けられることがなく、透明樹脂板４００に曲がった状態で釘４３０が打ち付け
られることがない。よって、遊技盤３０の廃棄・分解作業時に遊技盤の釘４３０を抜いて
分別廃棄する際において、透明樹脂板４００に曲がった状態で打ち付けられた釘４３０が
抜き難いという問題が生じないので、釘抜き作業効率を向上させることができ、遊技盤３
０の廃棄・分解作業の効率を向上させることができる。
【０２５６】
  また、釘４３０は透明樹脂板４００ではなくベニヤ板４２０に打ち付けられている、つ
まり、釘４３０の打ち込み固定可能で、かつ、透明樹脂板４００よりも密度の低いベニヤ
板４２０に釘４３０が打ち付けられているので、従来例のような透明樹脂板４００に釘４
３０が打ち付けられている遊技盤の場合と比べて、遊技領域に打ち込まれてきた遊技球が
、ベニヤ板４２０に打ち付けられた釘４３０に当って跳ねる、その跳ね方が強くなること
を低減でき、釘４３０に衝突した遊技球の跳ねを適度に落ち着かせることができ、遊技球
の転動態様について面白味を確保できる。
【０２５７】
  また、従来例のような透明樹脂板４００にのみ釘４３０が打ち付け固定されている遊技
盤の場合には、透明樹脂板４００の釘４３０からの遊技球の跳ね方のバラツキが少なく、
意外性の少ない転動態様となってしまい、遊技球の転動態様に面白味が欠けるという問題
がある。これに対して、実施例１の遊技盤３０では、前述したように釘４３０が透明樹脂
板４００ではなくベニヤ板４２０に打ち付けられているので、ベニヤ板４２０の釘４３０
からの遊技球の跳ね方に適度のバラツキを生じさせることができ、つまり、透明樹脂板４
００の釘４３０の場合と比べてバラツキを多くすることができ、意外性ある転動態様を実
現することができ、遊技球の転動態様に面白味を向上させることができる。
【０２５８】
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　その結果、遊技盤の前面側に光透過性の透明樹脂板４００（例えば透明板）を有するパ
チンコ機（遊技機）において、釘抜き作業効率を向上させることができ、遊技球の転動態
様の面白味を向上させることができるパチンコ機（遊技機）を提供することができる。
【０２５９】
　また、透明樹脂板４００とベニヤ板４２０との間に、遊技機を表すための表示としての
パチンコ機１０の機種名を表示する表示部分と、遊技領域を装飾するために当該機種の特
徴（あるいは個性）で装飾表示する表示部分とが描画（印刷）されたものであるセルシー
ト４１０を備えているので、遊技球は透明樹脂板４００の前面側を流下し、それとは反対
側の透明樹脂板４００の裏面側にセルシート４１０が位置することになり、透明樹脂板４
００の裏面側に設けられたセルシート４１０に遊技球が接触等したりすることがなく、セ
ルシート４１０を保護することができる。
【０２６０】
　また、ＬＥＤ４６４は、複数色の発光が可能なものとしているので、透明樹脂板４００
の貫通孔４０９の内壁から複数色の光を入射させることができ、複数色で発光する透明樹
脂板４００のを実現でき、遊技の興趣性をさらに向上させることができる。
【０２６１】
　また、透明樹脂板４００は、透過性樹脂で構成された透明の薄板状の部材であるので、
透過性樹脂を用いることで透明の薄板状の部材を好適に製造することができる。
【０２６２】
　また、前述したように、透明樹脂板４００の開口部４０２（釘孔）の直径は、釘４３０
の胴の直径よりも大きくしているので、開口部４０２と釘４３０の打ち付け位置とのずれ
が生じたとしても、釘４３０が曲がって打ち付けられるようなことを低減できる。細かく
言えば、［｛（開口部４０２の直径）－（釘４３０の胴の直径）｝＜遊技球の半径］の関
係となるように開口部４０２の大きさを設定する。これによって、開口部４０２が遊技球
の転動に影響を及ぼさないようにすることができる。
【０２６３】
　また、釘４３０の釘頭の直径を開口部４０２よりも大きく設定してもよい。この場合に
は、正面視で開口部４０２が釘４３０の釘頭に隠れて目立たないようにできる。
【実施例２】
【０２６４】
　次に、実施例２のパチンコ機１０について図１６を用いて説明する。図１６（ａ）～（
ｃ）は実施例２の遊技盤３０の製造工程を示す図である。
【０２６５】
　前述の実施例１での遊技盤３０は、その透明樹脂板４００の開口部４０２と釘４３０と
の間に隙間が形成されたままとなっているが、本実施例２での遊技盤３０は、その透明樹
脂板４００の開口部４０２と釘４３０との間の隙間をゴム製のクリアランス被覆部材４３
２で埋めている点が、前述の実施例１とは異なっている。なお、前述の実施例１と同様の
内容については説明を省略し、以下に、クリアランス被覆部材４３２などについて詳細に
説明することとする。
【０２６６】
　図１６（ｃ）に示すように、透明樹脂板４００の開口部４０２と、この開口部４０２内
に位置する釘４３０との間には、当該釘４３０と開口部４０２との間の隙間を埋めるため
のゴム製のクリアランス被覆部材４３２が備えられている。
【０２６７】
　具体的には、図１６（ｂ）に示すように、ゴム製のクリアランス被覆部材４３２は、釘
４３０の胴の所定箇所でその胴周りに固定（例えば、接着固定）されており、図１６（ｃ
）に示すように、ゴム製のクリアランス被覆部材４３２付きの釘４３０がベニヤ板４２０
に打ち付けられた状態において、このクリアランス被覆部材４３２が透明樹脂板４００の
開口部４０２に収まるようになっている。
【０２６８】
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　つまり、釘打ち機による釘４３０の打ち付け力は一定であり、ベニヤ板４２０の密度分
布も一様であることから、釘打ち機による釘４３０の打ち付け深さは一定の深さとなる精
度を有していると言え、図１６（ｃ）に示すように、ゴム製のクリアランス被覆部材４３
２付きの釘４３０がベニヤ板４２０に打ち付けられた状態において、このクリアランス被
覆部材４３２が透明樹脂板４００の開口部４０２に収まるように、釘４３０の胴の所定箇
所でその胴周りにクリアランス被覆部材４３２が固定されている。
【０２６９】
　なお、この実施例２では、図１６（ｃ）に示すように、クリアランス被覆部材４３２は
、透明樹脂板４００を側面視した状態で開口部４０２から突出しないように開口部４０２
内に収めるようにしているが、遊技球の挙動に悪影響を与えないのであれば、クリアラン
ス被覆部材４３２を透明樹脂板４００を側面視した状態で開口部４０２から幾分か突出し
た状態も許容できる。
【０２７０】
　また、釘４３０に取り付けられたクリアランス被覆部材４３２を側面視した状態におい
て、このクリアランス被覆部材４３２を釘先側の直径が釘頭側の直径よりも小さくしたテ
ーパ形状あるいは面取りなどを施し、クリアランス被覆部材４３２が開口部４０２に入り
易くなるようにしてもよい。
【０２７１】
　なお、上述したクリアランス被覆部材４３２が本発明における弾性部材に相当する。
【０２７２】
　ここで、実施例２の遊技盤３０の要部の製造工程について図１６を用いて説明する。
【０２７３】
　なお、セルシート４１０を貼り付けた透明樹脂板４００をベニヤ板４２０に重ね合わせ
て固定するまでについて（図１６（ａ）参照）は、前述の実施例１と同様であるためここ
での説明を省略し、図１６（ｂ）以降について説明する。
【０２７４】
　図１６（ｂ）に示すように透明樹脂板４００が重ね合わされて固定されたベニヤ板４２
０は、前述の実施例１と同様に釘打ち機の載置台（テーブル）の所定位置に載置される。
【０２７５】
　実施例２での釘打ち機は、ゴム製のクリアランス被覆部材４３２付きの釘４３０をベニ
ヤ板４２０に打ち付け可能な構造となっているものであり、前述の実施例１と同様に、ベ
ニヤ板４２０のどの箇所に釘４３０を打ち付けていくのかを予めデータとして持っており
、ベニヤ板４２０の所定箇所に釘４３０を順次に打ち付けていくことができるようになっ
ている。つまり、ベニヤ板４２０での釘４３０を打ち付ける箇所には、透明樹脂板４００
の開口部４０２が対応して設けられており、図１６（ｂ）に示すように、透明樹脂板４０
０の開口部４０２内の方に釘打ち機による釘４３０が進入し、図１６（ｃ）に示すように
、透明樹脂板４００の開口部４０２に釘４３０が非接触でベニヤ板４２０に打ち付けられ
る。つまり、釘４３０は、図１６（ｃ）に示すように、透明樹脂板４００の開口部４０２
に非接触でベニヤ板４２０に打ち付けられ、釘４３０の胴周りに固定されたゴム製のクリ
アランス被覆部材４３２が開口部４０２に接触しているため、釘４３０はベニヤ板４２０
でのみ固定（支持）されている。
【０２７６】
　上述したように、本実施例２のパチンコ機１０によれば、釘４３０と開口部４０２との
間に、当該釘４３０と開口部４０２との間を埋めるためのクリアランス被覆部材４３２を
備えているので、釘４３０と開口部４０２との間の隙間に塵や屑等が入ることを防止でき
る。しかも、クリアランス被覆部材４３２による釘４３０の固定力は、釘４３０が透明樹
脂板４００に打ち付けられている場合と比べて、ほとんど小さいことから、釘４３０の固
定力は依然としてベニヤ板４２０によるものであり、前述した実施例１のように、釘抜き
作業効率を向上させることができ、遊技球の転動態様の面白味を向上させることができる
遊技機を提供することができる。
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【０２７７】
　また、クリアランス被覆部材４３２は、釘４３０の胴の所定箇所でその胴周りに設けら
れているので、このクリアランス被覆部材４３２付きの釘４３０を透明樹脂板４００の開
口部４０２を通してベニヤ板４２０に打ち付けるだけで、釘４３０をベニヤ板４２０に打
ち付けることができるし、当該釘４３０の胴周りに設けられたクリアランス被覆部材４３
２が透明樹脂板４００の開口部４０２に位置させることができ、このクリアランス被覆部
材４３２で釘４３０と開口部４０２との間の隙間を埋めることができ、釘４３０と開口部
４０２との間の隙間に塵や屑等が入ることを防止できる。しかも、クリアランス被覆部材
４３２による釘４３０の固定力は、釘４３０が透明樹脂板４００に打ち付けられている場
合と比べて、ほとんど小さいことから、釘４３０の固定力は依然としてベニヤ板４２０に
よるものであり、前述した実施例１のように、釘抜き作業効率を向上させることができ、
遊技球の転動態様の面白味を向上させることができる遊技機を提供することができる。
【実施例３】
【０２７８】
　次に、実施例３のパチンコ機１０について図１７～図１９を用いて説明する。図１７は
実施例３の遊技盤３０の要部の構成を示す分解斜視図である。図１８（ａ）～（ｃ）は実
施例３の遊技盤３０の製造工程を示す図である。図１９は実施例３の遊技盤３０の釘打ち
付け状態を示す断面図である。
【０２７９】
　前述の実施例１の遊技盤３０では、その透明樹脂板４００に開口部４０２（釘４３０の
胴周りよりも大きな開口）を設け、釘４３０を透明樹脂板４００の開口部４０２を介して
ベニヤ板４２０に打ち付けることで、釘４３０を透明樹脂板４００に打ち付けないように
しているが、本実施例３の遊技盤３０では、釘４３０を透明樹脂板４００よりもベニヤ板
４２０にウエイトを置いて打ち付けるようにしている点が、前述の実施例１とは異なって
いる。なお、前述の実施例１と同様の内容については説明を省略し、以下に、釘４３０を
透明樹脂板４００よりもベニヤ板４２０にウエイトを置いて打ち付ける点について詳細に
説明することとする。
【０２８０】
　図１７，図１８に示すように、実施例３の透明樹脂板４００の釘４３０を打ち付ける箇
所には道孔４０６（貫通孔）が形成されており、図１８（ｂ）に示すように、この道孔４
０６は、釘４３０の胴の直径ｒ１よりも小さい直径ｒ２となっている。
【０２８１】
　なお、図１７では、透明樹脂板４００の全ての道孔４０６に符号を付すと却って見難く
なるため、透明樹脂板４００の一部の道孔４０６についてのみ符号を付すに留めている。
【０２８２】
　前述の実施例１の場合と同様に、ベニヤ板４２０には、図１７に示すように、前面視し
た状態で所定数の貫通孔４２４を備えている。図１７に示すように、ベニヤ板４２０の前
面側に透明樹脂板４００が重ね合わされた状態において、透明樹脂板４００の道孔４０６
と、ベニヤ板４２０の貫通孔４２４とが異なる箇所にそれぞれ設けられている。つまり、
ベニヤ板４２０の前面側に透明樹脂板４００を重ね合わせた状態を正面視すると、透明樹
脂板４００の道孔４０６と、ベニヤ板４２０の貫通孔４２４とが重ならないように異なる
箇所にそれぞれ設けられている。図１７では、ベニヤ板４２０の貫通孔４２４と合致する
透明樹脂板４００の貫通孔４０９を図示しており、この貫通孔４０９とは別の箇所に道孔
４０６が形成されていることから、透明樹脂板４００の道孔４０６と、ベニヤ板４２０の
貫通孔４２４とが重ならないように異なる箇所にそれぞれ設けられていることがわかる。
【０２８３】
　図１８（ｃ）に示すように、釘４３０は、ベニヤ板４２０の前面側に透明樹脂板４００
が重ね合わされた状態で、透明樹脂板４００の方から当該透明樹脂板４００を貫通してベ
ニヤ板４２０に打ち付けられており、この打ち付け状態の当該釘４３０は、透明樹脂板４
００およびベニヤ板４２０に接触している。
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【０２８４】
　図１９に示すように、透明樹脂板４００の厚みは例えば５ｍｍ（ミリ）、セルシート４
１０の厚みは例えば１ｍｍ、ベニヤ板４２０の厚みは例えば１５ｍｍとしている。また、
釘４３０の全長は３２ｍｍとしており、釘４３０のベニヤ板４２０に対する打ち入り長さ
（釘先から釘４３０の胴があるベニヤ板４２０の前面までの距離）は、例えば１１ｍｍで
あり、釘先から釘４３０の胴がある透明樹脂板４００の前面までの距離）は、例えば１７
ｍｍであり、釘頭から釘４３０の胴がある透明樹脂板４００の前面までの距離）は、例え
ば１５ｍｍとしている。
【０２８５】
　図１９に示すように、透明樹脂板４００は、その厚みを釘４３０のベニヤ板４２０に対
する打ち入り長さよりも小さくしている。つまり、透明樹脂板４００の厚みは例えば５ｍ
ｍ、釘４３０のベニヤ板４２０に対する打ち入り長さ（釘先から釘４３０の胴があるベニ
ヤ板４２０の前面までの距離）は例えば１１ｍｍであり、透明樹脂板４００は、その厚み
（５ｍｍ）を釘４３０のベニヤ板４２０に対する打ち入り長さ（１１ｍｍ）よりも小さく
していることがわかる。
【０２８６】
　また、図１９に示すように、釘４３０の打ち付け状態での当該釘４３０の透明樹脂板４
００に対する接触表面積の方がその同一の釘４３０のベニヤ板４２０に対する接触表面積
よりも小さくなっているとも言える。
【０２８７】
　ここで、実施例３の遊技盤３０の要部の製造工程について図１８を用いて説明する。
【０２８８】
　なお、セルシート４１０を貼り付けた透明樹脂板４００をベニヤ板４２０に重ね合わせ
て固定するまでについて（図１８（ａ）参照）は、前述の実施例１と同様であるためここ
での説明を省略し、図１８（ｂ）以降について説明する。なお、図１８（ａ）に示すよう
に、透明樹脂板４００には前述した道孔４０６が形成されている。
【０２８９】
　図１８（ｂ）に示すように透明樹脂板４００が重ね合わされて固定されたベニヤ板４２
０は、前述の実施例１と同様に釘打ち機の載置台（テーブル）の所定位置に載置される。
【０２９０】
　実施例３での釘打ち機は、前述の実施例１と同様に、ベニヤ板４２０のどの箇所に釘４
３０を打ち付けていくのかを予めデータとして持っており、ベニヤ板４２０の所定箇所に
釘４３０を順次に打ち付けていくことができるようになっている。つまり、ベニヤ板４２
０での釘４３０を打ち付ける箇所には、透明樹脂板４００の道孔４０６が対応して設けら
れており、図１８（ｂ）に示すように、透明樹脂板４００の道孔４０６に釘打ち機による
釘４３０が進入し、図１８（ｃ）に示すように、透明樹脂板４００の道孔４０６に進入し
た釘４３０がベニヤ板４２０に１１ｍｍ（ミリ）の打ち入り深さで打ち付けられる。つま
り、釘４３０は、図１８（ｃ）に示すように、透明樹脂板４００の道孔４０６に５ｍｍ（
ミリ）深さにわたって接触し、ベニヤ板４２０に１１ｍｍ（ミリ）の打ち入り深さで打ち
付けられているため、釘４３０は透明樹脂板４００よりもベニヤ板４２０の方で固定（支
持）する比率が高くなっている。
【０２９１】
　上述したように、本実施例３のパチンコ機１０によれば、遊技球が打ち込まれる遊技領
域を有する遊技盤３０は、遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化を与えるための釘４３
０が前面側に打ち付け固定可能なベニヤ板４２０と、このベニヤ板４２０の前面側で当該
ベニヤ板４２０の遊技領域を覆うようにしてこのベニヤ板４２０に重ね合わされる、光透
過性の透明樹脂板４００と、を備えたものであり、ベニヤ板４２０は、その密度が透明樹
脂板４００の密度よりも低いものであり、釘４３０は、ベニヤ板４２０の前面側に透明樹
脂板４００が重ね合わされた状態で、透明樹脂板４００の方から当該透明樹脂板４００を
貫通してベニヤ板４２０に打ち付けられており、この打ち付け状態の当該釘４３０は、透
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明樹脂板４００およびベニヤ板４２０に接触しており、透明樹脂板４００は、その厚みを
釘４３０のベニヤ板４２０に対する打ち入り長さよりも小さくしているので、釘４３０の
透明樹脂板４００に対する接触表面積はその同一の釘４３０のベニヤ板４２０に対する接
触表面積よりも小さくすることができ、釘４３０を支える比率を透明樹脂板４００よりも
ベニヤ板４２０の方を大きくすることができ、透明樹脂板４００の道孔４０６（釘４３０
の直径よりも小さい直径の道孔）中心からずれて釘４３０が打ち付けられたとしてもその
曲がり打ち付けが低減できる。よって、遊技盤の廃棄・分解作業時に遊技盤の釘４３０を
抜いて分別廃棄する際において、透明樹脂板４００に曲がった状態で打ち付けられた釘４
３０が抜き難いという問題を低減することができるので、釘抜き作業効率を向上させるこ
とができ、遊技盤の廃棄・分解作業の効率を向上させることができる。
【０２９２】
  また、釘４３０は透明樹脂板４００よりもベニヤ板４２０の方に重みをおいて打ち付け
られている、つまり、釘４３０の打ち込み固定可能で、かつ、透明樹脂板４００よりも密
度の低いベニヤ板４２０に重みをおいて釘４３０が打ち付けられているので、従来例のよ
うな透明樹脂板４００に釘４３０が打ち付けられている遊技盤の場合と比べて、遊技領域
に打ち込まれてきた遊技球が、ベニヤ板４２０に打ち付けられた釘４３０に当って跳ねる
、その跳ね方が強くなることを低減でき、釘４３０に衝突した遊技球の跳ねを適度に落ち
着かせることができ、遊技球の転動態様について面白味を確保できる。
【０２９３】
  また、従来例のような透明樹脂板４００にのみ釘４３０が打ち付け固定されている遊技
盤の場合には、透明樹脂板４００の釘４３０からの遊技球の跳ね方のバラツキが少なく、
意外性の少ない転動態様となってしまい、遊技球の転動態様に面白味が欠けるという問題
がある。これに対して、実施例３の遊技盤３０では、前述したように釘４３０が透明樹脂
板４００よりもベニヤ板４２０の方にウエイトを置いて打ち付けられているので、透明樹
脂板４００のみで支持された釘４３０の場合と比べて遊技球の跳ね方にバラツキを多くす
ることができ、意外性ある転動態様を実現することができ、遊技球の転動態様に面白味を
向上させることができる。
【０２９４】
　その結果、遊技盤３０の前面側に光透過性の透明樹脂板４００（例えば透明板）を有す
る遊技機において、釘抜き作業効率を向上させることができ、遊技球の転動態様の面白味
を向上させることができる遊技機を提供することができる。
【実施例４】
【０２９５】
　次に、実施例４のパチンコ機１０について図２０を用いて説明する。図２０は実施例４
のセンターフレーム４７の平面図である。図２１は実施例４のセンターフレーム４７の光
入射部４５０を示す断面図である。
【０２９６】
　実施例４のパチンコ機１０では、前述の実施例１～３のような透明樹脂板４００の貫通
孔４０９およびベニヤ板４２０の貫通孔４２４に導光部材４８０を設けるのではなく、セ
ンターフレーム４７の外周側面に光入射部４５０を設けた構成としている点が、前述の実
施例１～３と異なっている。なお、前述の実施例１～３と同様の内容については説明を省
略し、以下に、センターフレーム４７の外周側面に光入射部４５０を設ける点について詳
細に説明することとする。
【０２９７】
　図２０に示すように、センターフレーム４７は、その外周側面に光入射部４５０を備え
ている。具体的には、センターフレーム４７は、その外周側面のうちで上部外周側面、下
部外周側面、右部外周側面、左部外周側面の各箇所に、光入射部４５０を備えている。な
お、センターフレーム４７の上部外周側面、下部外周側面、右部外周側面、左部外周側面
のうちの少なくとも一箇所に、光入射部４５０を備えるようにしてもよい。
【０２９８】
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　実施例４の透明樹脂板４００は、図８に示すように、遊技盤３０の遊技領域に配設され
るセンターフレーム４７を取り付けるための第１取付孔４０３を備えている。ベニヤ板４
２０は、図８に示すように、透明樹脂板４００の第１取付孔４０３に対応する箇所に、セ
ンターフレーム４７を取り付けるための第２取付孔４２６を備えている。図２０に示すよ
うに、センターフレーム４７は、その外周側面の所定箇所に、光入射部４５０を備えてい
る。
【０２９９】
　光入射部４５０は、光を発するＬＥＤ４６４と、このＬＥＤ４６４からの光が入射され
る入射面４８０ａと、入射された光が出射される出射面４８０ｂと、を有する導光部材４
８０と、この導光部材４８０の出射面４８０ｂを透明樹脂板４００の第１取付孔４０３に
対向配置するように当該導光部材４８０を収容する収容部４５５と、を備えている。
【０３００】
　また、収容部４５５は、図２１に示すように、導光部材４８０を収容する収容空間の内
面を光反射部４５６としている。
【０３０１】
　また、導光部材４８０は、センターフレーム４７を前面視した状態でその奥側を入射面
４８０ｂとし、センターフレーム４７を前面視した状態でその外周側に向く方向を出射面
４８０ｂとするものである。ＬＥＤ４６４は、導光部材４８０の入射面４８０ａに対向配
置されている。導光部材４８０は曲げ形状としている。
【０３０２】
　なお、上述したセンターフレーム４７が本発明における遊技部品，装飾部材に相当し、
上述した収容部４５５が本発明における収容手段に相当し、上述したＬＥＤ４６４が本発
明における発光手段に相当する。
【０３０３】
　上述したように、本実施例４のパチンコ機１０によれば、透明樹脂板４００は、遊技盤
３０の遊技領域に配設されるセンターフレーム４７を取り付けるための第１取付孔４０３
を備え、ベニヤ板４２０は、導光部材４８０の第１取付孔４０３に対応する箇所に、セン
ターフレーム４７を取り付けるための第２取付孔４２６を備え、センターフレーム４７は
、その外周側面の所定箇所に、光入射部４５０を備えているので、透明樹脂板４００（例
えば透明薄板）の外周側面から光を入射させるだけでなく、透明樹脂板４００でのセンタ
ーフレーム４７の第１取付孔４０３の内壁からも光を入射させることができるので、透明
樹脂板４００での暗い箇所に光を入射させることができ、透明樹脂板４００での明暗ムラ
を低減でき、透明樹脂板４００を一様に面発光させることができる。つまり、センターフ
レーム４７などの遊技部品が遊技盤３０に設けられるパチンコ機では、このセンターフレ
ームが透明樹脂板４００の所定箇所に貫通して設けられ、透明樹脂板４００の外周側面か
ら当該透明樹脂板４００の内部に向けて光を入射させたとしても、遊技盤３０に設けられ
たセンターフレーム４７により光の進入が妨げられる箇所が生じたりするが、このような
暗い箇所が生じるセンターフレーム４７の外周側面の箇所に光入射部４５０を設け、その
光入射部４５０から透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁に光を入射させることで
、透明樹脂板４００での暗い箇所に光を入射させることができる。つまり、センターフレ
ーム４７の外周側面からも透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁に向けて光出射で
きるようになっている。よって、透明樹脂板４００での明暗ムラを低減でき、透明樹脂板
４００を一様に面発光させることができる。
【０３０４】
　また、透明樹脂板４００の外周側面から当該透明樹脂板４００の内部に向けて入射させ
る光の強度（光量）を増加させる必要がないので、入射させる光の強度を増加させ過ぎる
こともないし、その増加させ過ぎることで透明樹脂板４００が眩し過ぎるようになるとい
う別異の問題も生じない。
【０３０５】
　その結果、遊技盤３０の透明樹脂板４００（透明薄板）を一様に面発光させることがで
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きるパチンコ機を提供することができる。
【０３０６】
　また、光入射部４５０は、光を発するＬＥＤ４６４と、このＬＥＤ４６４からの光が入
射される入射面４８０ａと、入射された光が出射される出射面４８０ｂと、を有する導光
部材４８０と、この導光部材４８０の出射面４８０ｂを透明樹脂板４００の第１取付孔４
０３に対向配置するように当該導光部材４８０を収容する収容部４５５と、を備えている
ので、透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁から光を入射させる光入射手段を好適
に実現できる。
【０３０７】
　また、収容部４５５は、導光部材４８０を収容する収容空間の内面を光反射部４５６と
しているので、導光部材４８０から収容空間に出射した光を光反射部４５６で反射させて
再び導光部材４８０に入射させることができ、導光部材４８０に入射された光を出射面４
８０ｂの方に導くことができ、収容部４５５を透過して外部に光が漏れ出ることも防止で
きる。
【０３０８】
　また、導光部材４８０は、センターフレーム４７を前面視した状態でその奥側を入射面
４８０ａとし、センターフレーム４７を前面視した状態でその外周側に向く方向を出射面
４８０ｂとするものであり、ＬＥＤ４６４は、導光部材４８０の入射面４８０ａに対向配
置されているので、センターフレーム４７の幅方向に発光手段（例えばＬＥＤ、ランプな
ど）を設ける必要がないし、センターフレーム４７の幅方向に発光手段（例えばＬＥＤ、
ランプなど）を設けることに起因してセンターフレーム４７が幅方向に小さくなるという
問題も低減できる。
【０３０９】
　また、導光部材４８０は曲げ形状としている。つまり、導光部材４８０は、センターフ
レーム４７を前面視した状態でその奥側を入射面４８０ａとし、センターフレーム４７を
前面視した状態でその外周側に向く方向を出射面４８０ｂとするように曲げ形状としたも
のであり、ＬＥＤ４６４は導光部材４８０の入射面４８０ａに対向配置されているので、
センターフレーム４７の幅方向に発光手段（例えばＬＥＤ、ランプなど）を設ける必要が
なく、センターフレーム４７の幅方向に発光手段（例えばＬＥＤ、ランプなど）を設ける
ことに起因してセンターフレーム４７が幅方向に小さくなるという問題を低減できる。ま
た、導光部材４８０の入射面４８０ａに入射した光の進行方向を無理なく透明樹脂板４０
０の第１取付孔４０３の内壁の方向に変更することができる。
【実施例５】
【０３１０】
　次に、実施例５のセンターフレーム４７について図２２～図２４を用いて説明する。図
２２は実施例５のセンターフレーム４７の平面図である。図２３は実施例５のセンターフ
レーム４７の光入射部４５０を示す断面図である。図２４は実施例５のセンターフレーム
４７の光入射部４５０の概略斜視図である。
【０３１１】
　実施例５のセンターフレーム４７の光入射部４５０は、前述の実施例４の光入射部４５
０とは別の形状のものを採用している点が、前述の実施例４とは異なっている。なお、前
述の実施例１～４と同様の内容については説明を省略し、以下に、センターフレーム４７
の光入射部４５０などについて詳細に説明することとする。
【０３１２】
　実施例５のセンターフレーム４７の光入射部４５０は、図２３に示すように、導光部材
４８０を断面視した状態において、例えば長方形の一角を斜め切りしたような五角形形状
とした導光部材４８０を採用している。この導光部材４８０は、その入射面４８０ａの凹
部４８１にＬＥＤ４６４が挿入された状態となり、一角が斜め切りされたような傾斜面４
８２が光反射部となっており、透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁に対向する箇
所が出射面４８０ｂとしたものである。
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【０３１３】
　上述したように、本実施例５のセンターフレーム４７によれば、前述の実施例４よりも
厚みの薄い光入射部４５０を実現できる他、前述の実施例４と同様の効果を有する。
【実施例６】
【０３１４】
　次に、実施例６のセンターフレーム４７について図２５を用いて説明する。図２５は実
施例６のセンターフレーム４７の光入射部４５０を含む箇所を示す断面図である。
【０３１５】
　実施例６のセンターフレーム４７の光入射部４５０は、センターフレーム４７への遊技
球の入り込みを防止する入り込み防止部材４８５に備えられている点が、前述の実施例４
，５とは異なっている。なお、前述の実施例１～５と同様の内容については説明を省略し
、以下に、センターフレーム４７の光入射部４５０などについて詳細に説明することとす
る。
【０３１６】
　実施例６のセンターフレーム４７の光入射部４５０は、図２５に示すように、センター
フレーム４７への遊技球の入り込みを防止する入り込み防止部材４８５に備えられている
。つまり、光入射部４５０は、入り込み防止部材４８５の一部に備えられている。
【０３１７】
　この入り込み防止部材４８５は、例えば、パチンコ機１０の裏面側上部に設けられ、ホ
ール（遊技場）から供給される遊技球を受けるタンク（図示省略）などから誤って落下し
た遊技球などが、センターフレーム４７に入り込むことが無いようにするために設けられ
たものであり、カバー部材でもある。
【０３１８】
　この入り込み防止部材４８５は、図２５に示すように、そのセンターフレーム４７の前
方の方に向かう取付足部４８５ａに光入射部４５０を設けている、言い換えればその取付
足部４８５ａを光入射部４５０として利用しているのである。なお、入り込み防止部材４
８５の取付足部４８５ａに設けられた光入射部４５０は、前述の実施例５のものと概ね同
様であるため、ここでの詳細な説明を省略する。
【０３１９】
　上述したように、本実施例６のセンターフレーム４７によれば、このセンターフレーム
４７は、当該センターフレーム４７への遊技球の入り込みを防止する入り込み防止部材４
８５を備え、この入り込み防止部材４８５は、その一部に光入射部４５０を備えているの
で、センターフレーム４７の入り込み防止部材４８５の一部を利用して光入射部４５０を
設けることができ、センターフレーム４７への遊技球の入り込みを防止することができる
とともに、透明樹脂板４００でのセンターフレーム４７の第１取付孔４０３の内壁からも
光を入射させることができる。
【実施例７】
【０３２０】
　次に、実施例７のセンターフレーム４７について図２６を用いて説明する。図２６は実
施例７のセンターフレーム４７の光入射部４５０を示す断面図である。
【０３２１】
　実施例７のセンターフレーム４７の光入射部４５０は、前述の実施例４，５の光入射部
４５０とは別の形状のものを採用している点が、前述の実施例４，５とは異なっている。
なお、前述の実施例１～５と同様の内容については説明を省略し、以下に、センターフレ
ーム４７の光入射部４５０などについて詳細に説明することとする。
【０３２２】
　実施例７のセンターフレーム４７の光入射部４５０は、図２６に示すような導光部材４
８０およびＬＥＤ４６４を備えている。実施例７の導光部材４８０は、その断面視で平行
四辺形の形状とし、導光方向に対して斜めに交わる両傾斜面のうちの一方を入射面４８０
ａとし他方を出射面４８０ｂとするものである。ＬＥＤ４６４は、導光部材４８０の入射
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面４８０ａに対向配置されている。
【０３２３】
　上述したように、本実施例７のセンターフレーム４７によれば、断面視で平行四辺形の
形状とし、導光方向に対して斜めに交わる両傾斜面のうちの一方を入射面４８０ａとし他
方を出射面４８０ｂとする導光部材４８０と、この導光部材４８０の入射面４８０ａに対
向配置されているＬＥＤ４６４とを備えているので、透明樹脂板４００の第１取付孔４０
３の内壁と対向する軸上にＬＥＤ４６４を配置することが困難な場合に、前面視した状態
の遊技部品の奥方向にずれた位置にＬＥＤ４６４を配設することができる。また、ＬＥＤ
４６４から導光部材４８０に入射された光を出射面の方に好適に導くことができる。
【実施例８】
【０３２４】
　次に、実施例８のセンターフレーム４７について図３０～図３４を用いて説明する。図
３０は実施例８のセンターフレーム４７の斜視図である。図３１（ａ）は実施例８のセン
ターフレーム４７の平面図、図３１（ｂ）はその正面図、図３１（ｃ）はその側面図であ
る。図３２は実施例８のセンターフレーム４７の前方側から見た分解斜視図である。図３
３は実施例８のセンターフレーム４７の後方側から見た分解斜視図である。図３４は実施
例８のセンターフレーム４７の断面図である。
【０３２５】
　実施例８のセンターフレーム４７の光入射部４５０は、前述の実施例４の光入射部４５
０とは形状が異なる箇所があるものの、基本的には実施例４の概念を含むものである。な
お、前述の実施例４と同様の内容については説明を省略し、以下に、実施例８のセンター
フレーム４７の光入射部４５０などについて詳細に説明することとする。
【０３２６】
　実施例８のセンターフレーム４７の光入射部４５０は、図３０～図３４に示すように、
導光部材４８０と、複数個のＬＥＤ４６４が実装されたＬＥＤ基板４６２とを備えている
。図３２，図３３に示すように、実施例８のセンターフレーム４７は、その前面側から順
に、前面側部材４９２と導光部材４８０とＬＥＤ基板４６２と裏面側部材４９３とを備え
ている。
【０３２７】
　図３２，図３３に示すように、前面側部材４９２は、センターフレーム４７の前面側の
構成を担う部材であり、遊技球が入球する入球口４９４と、その入球口４９４に入った遊
技球を案内する、図示省略の通路部（ワープ通路部）と、この通路部を通ってきた遊技球
が揺動して遊技盤３０の盤面に排出するためのステージ部４９５とを備えている。また、
図３２，図３３に示すように、裏面側部材４９３は、センターフレーム４７の裏面側の該
当箇所を覆うための部材である。
【０３２８】
　本実施例８では、図３２，図３３に示すように、ＬＥＤ基板４６２が４個備えられてお
り、導光部材４８０が６個備えられている。また、図３２～図３４に示すように、ＬＥＤ
基板４６２は、センターフレーム４７の前面向きとなるように縦に配設されている。
【０３２９】
　なお、図３１，図３４に示す一点鎖線は、遊技盤３０の盤面位置を示すものである。つ
まり、図３１，図３４に示す一点鎖線は、遊技盤３０の透明樹脂板４００の前面位置を示
す。
【０３３０】
　図３４に示すように、ＬＥＤ４６４から発せられた光は、導光部材４８０の光入射面４
８０ａに入射され、この導光部材４８０を通り、光出射面４８０ｂから透明樹脂板４００
の第１取付孔４０３の内壁に向けて出射される。この内壁に向けて出射された光は、透明
樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁から当該透明樹脂板４００の内部に入射される。
【０３３１】
　上述したように、本実施例８のセンターフレーム４７によれば、前述の実施例４と同様



(48) JP 4797656 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

の効果を有する。
【実施例９】
【０３３２】
　次に、実施例９のセンターフレーム４７について図３５～図４０を用いて説明する。図
３５は実施例９のセンターフレーム４７の斜視図である。図３６（ａ）は実施例９のセン
ターフレーム４７の平面図、図３６（ｂ）はその正面図、図３６（ｃ）はその側面図であ
る。図３７は実施例９のセンターフレーム４７の裏面図である。図３８は実施例９のセン
ターフレーム４７の前方側から見た分解斜視図である。図３９は実施例９のセンターフレ
ーム４７の後方側から見た分解斜視図である。図４０は実施例９のセンターフレーム４７
の断面図である。
【０３３３】
　実施例９のセンターフレーム４７の光入射部４５０は、前述の実施例８の光入射部４５
０とは形状が異なる箇所があるものの、基本的には実施例８の概念を含むものである。な
お、前述の実施例８と同様の内容については説明を省略し、以下に、実施例９のセンター
フレーム４７の光入射部４５０などについて詳細に説明することとする。
【０３３４】
　図３８，図３９に示すように、実施例９のセンターフレーム４７は、その前面側から順
に、前面側部材４９２と光入射部４５０と裏面側部材４９３とを備えている。実施例９の
センターフレーム４７の光入射部４５０は、図３５～図４０に示すように、導光部材４８
０と、複数個のＬＥＤ４６４が実装されたＬＥＤ基板４６２とを備えている。
【０３３５】
　図３８，図３９に示すように、前面側部材４９２は、センターフレーム４７の前面側の
構成を担う部材であり、遊技球が入球する入球口４９４と、その入球口４９４に入った遊
技球を案内する、図示省略の通路部（ワープ通路部）と、この通路部を通ってきた遊技球
が揺動して遊技盤３０の盤面に排出するためのステージ部４９５とを備えている。また、
図３８，図３９に示すように、裏面側部材４９３は、光入射部４５０を覆うようにセンタ
ーフレーム４７の裏面側に配設される部材である。
【０３３６】
　本実施例９では、図３８，図３９に示すように、光入射部４５０が６個備えられている
。また、図３８～図４０に示すように、ＬＥＤ基板４６２は、センターフレーム４７の横
向きに配設されている。
【０３３７】
　なお、図３６，図４０に示す一点鎖線は、遊技盤３０の盤面位置を示すものである。つ
まり、図３６，図４０に示す一点鎖線は、遊技盤３０の透明樹脂板４００の前面位置を示
す。
【０３３８】
　図４０に示すように、導光部材４８０は、２回曲がり形状としている。つまり、ＬＥＤ
４６４からセンターフレーム４７の横方向に発せられた光をセンターフレーム４７の前面
側に向かうように曲げ、次に、透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁に向けて出射
するようにもう一度曲げている。
【０３３９】
　図４０に示すように、ＬＥＤ４６４からセンターフレーム４７の横方向に発せられた光
は、導光部材４８０の光入射面４８０ａに入射され、この導光部材４８０を通り、センタ
ーフレーム４７の前面側に向かうようにこの導光部材４８０の最初の曲げ部で曲げられ、
光出射面４８０ｂから透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁に向けて出射されるよ
うにこの導光部材４８０の次の曲げ部でもう一度曲げられている。この内壁に向けて出射
された光は、透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁から当該透明樹脂板４００の内
部に入射される。
【０３４０】
　上述したように、本実施例９のセンターフレーム４７によれば、ＬＥＤ基板４６２をセ
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ンターフレーム４７の側面向きに取り付けることができ、ＬＥＤ基板４６２がセンターフ
レーム４７の幅方向（横方向）に突出するようなことがないし、前述の実施例４と同様の
効果を有する。
【実施例１０】
【０３４１】
　次に、実施例１０のセンターフレーム４７について図４１～図４５を用いて説明する。
図４１は実施例１０のセンターフレーム４７の斜視図である。図４２（ａ）は実施例１０
のセンターフレーム４７の平面図、図４２（ｂ）はその正面図、図４２（ｃ）はその側面
図である。図４３は実施例１０のセンターフレーム４７の前方側から見た分解斜視図であ
る。図４４は実施例１０のセンターフレーム４７の後方側から見た分解斜視図である。図
４５は実施例１０のセンターフレーム４７の断面図である。
【０３４２】
　前述の実施例８の光入射部４５０は、図３２に示すように、前面側部材４９２と裏面側
部材４９３との間に、この前面側部材４９２および裏面側部材４９３とは別体の導光部材
４８０およびＬＥＤ基板４６２を採用しているが、実施例１０のセンターフレーム４７の
光入射部４５０は、前面側部材４９２の裏面側を覆うカバー部材４９６の一部を導光部材
４８０とし、裏面側部材４９３での前面側部材４９２と対向する窪み部にＬＥＤ基板４６
２を取り付けている点が、前述の実施例８とは異なっている。なお、前述の実施例８と同
様の内容については説明を省略し、以下に、実施例１０のセンターフレーム４７の光入射
部４５０などについて詳細に説明することとする。
【０３４３】
　図４３に示すように、実施例１０のセンターフレーム４７は、その前面側から順に、前
面側部材４９２と裏面側部材４９３とを備えている。実施例１０のセンターフレーム４７
の光入射部４５０は、図４３，図４５に示すように、導光部材４８０と、複数個のＬＥＤ
４６４が実装されたＬＥＤ基板４６２とを備えている。
【０３４４】
　図４１，図４３に示すように、前面側部材４９２は、センターフレーム４７の前面側の
構成を担う部材であり、遊技球が入球する入球口４９４と、その入球口４９４に入った遊
技球を案内する、図示省略の通路部（ワープ通路部）と、この通路部を通ってきた遊技球
が揺動して遊技盤３０の盤面に排出するためのステージ部４９５とを備えている。また、
図４３に示すように、裏面側部材４９３は、その窪み部にＬＥＤ基板４６２が取り付けら
れ、センターフレーム４７の裏面側に配設される部材である。
【０３４５】
　本実施例１０では、図４３に示すように、ＬＥＤ基板４６２が４個備えられている。ま
た、図４３，図４５に示すように、ＬＥＤ基板４６２は、センターフレーム４７の横向き
に配設されている。
【０３４６】
　なお、図４２，図４５に示す一点鎖線は、遊技盤３０の盤面位置を示すものである。つ
まり、図４２，図４５に示す一点鎖線は、遊技盤３０の透明樹脂板４００の前面位置を示
す。
【０３４７】
　図４５に示すように、カバー部材４９６の一部、つまり、カバー部材４９６でのＬＥＤ
４６４と対向する部分が導光部材４８０となっている。カバー部材４９６は、透明性の樹
脂で形成されており、そのＬＥＤ４６４と対向する部分を導光部材４８０として利用して
いる。また、図４５に示すように、導光部材４８０は、その光出射面４８０ｂを平面形状
としている。
【０３４８】
　図４５に示すように、ＬＥＤ４６４から発せられた光は、カバー部材４９６の一部分、
つまり、導光部材４８０の光入射面４８０ａに入射され、この導光部材４８０を通り、セ
ンターフレーム４７の前面側に向かうように進んだ光を反射させて、光出射面４８０ｂか
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ら透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁に向けて出射される。この内壁に向けて出
射された光は、透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁から当該透明樹脂板４００の
内部に入射される。
【０３４９】
　上述したように、本実施例１０のセンターフレーム４７によれば、カバー部材４９６の
一部を導光部材４８０として利用しているので、専用の導光部材を用意する必要がないし
、前述の実施例４と同様の効果を有する。
【０３５０】
　また、本実施例１０では、図４２に示すように、導光部材４８０の光出射面４８０ｂを
平面形状のものとしているが、図４６に示すように、導光部材４８０の光出射面４８０ｂ
を曲面形状のものとしてもよい。この場合には、光を球面状（光出射面４８０ｂの曲面形
状）に広げて出射できる。
【０３５１】
　また、前述の実施例８などでは、図４７（ａ）に示すように、導光部材４８０の光入射
面４８０ａを平面形状としているが、図４７（ｂ）に示すように、導光部材４８０の光入
射面４８０ａに凹凸形状としてもよい。図４７（ｂ）では、その凹凸形状の一例として断
面視で三角形状としている。この凹凸形状としては、断面視で半球形状など種々の形状を
採用してもよい。図４７（ｂ）に示すように、導光部材４８０の光入射面４８０ａを凹凸
形状としているので、ＬＥＤ４６４からの光を広げて導光部材４８０に入射できるので、
図４７（ａ）の場合と比べてＬＥＤ４６４の個数を減らすことができる。
【実施例１１】
【０３５２】
　次に、実施例１１のパチンコ機１０について図４８を用いて説明する。図４８（ａ）は
実施例１１の遊技盤３０の端部構成を示す断面図であり、図４８（ｂ）は実施例１１の遊
技盤３０の概略正面図である。
【０３５３】
　実施例１１の遊技盤３０は、前述の実施例４の遊技盤３０での導光板４０８とセルシー
ト４１０との間に光反射シート５００を追加している点などが、前述の実施例１～１０と
は異なっている。なお、前述の実施例１～１０と同様の内容については説明を省略し、以
下に、導光板４０８とセルシート４１０との間の光反射シート５００などについて詳細に
説明することとする。
【０３５４】
　図４８（ａ）に示す光反射シート５００は、例えば透明なものを採用している。つまり
、この光反射シート５００は、セルシート４１０の前面が視認可能な透明なものである。
このように、透明な光反射シート５００を採用することで、セルシート４１０の前面側の
意匠を遊技者に視認可能な遊技機とすることができる。また、図４８（ｂ）に示すように
、導光板４０８の外側面にも光反射シート５００が貼り付けられている。導光板４０８の
外側面の光反射シート５００は、透明としてもよいが、導光板４０８の外側面からの視認
が必要ない場合等、半透明または不透明なものを採用してもよい。また、支持部材４４２
は、その内面側が光を反射させるリフレクタ構造となっている。
【０３５５】
　なお、この光反射シート５００や支持部材４４２の内面側のリフレクタ構造は、本発明
における光反射手段に相当する。
【０３５６】
　上述したように、本実施例１１のパチンコ機１０によれば、導光板４０８とベニヤ板４
２０との間には、導光板４０８の方へ光を反射させる光反射シート５００を備えているの
で、導光板４０８の内部において釘４３０または開口部４０２から延びる影の発生を低減
できる。つまり、導光板４０８の内部において釘４３０または開口部４０２での光が当た
る側とは反対側に釘４３０または開口部４０２の影が発生することが考えられるが、光反
射シート５００を設けることで、釘４３０または開口部４０２での陰側にも反射光を供給
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でき、その影の発生を低減できる。
【０３５７】
　また、導光板４０８は、その外側面に、当該導光板４０８の方へ光を反射させる光反射
シート５００を備えているので、光反射シート５００は、導光板４０８とベニヤ板４２０
との間のみならず、この導光板４０８の外側面にも設けられ、導光板４０８の方へ光を反
射させることができ、導光板４０８の内部において釘４３０または開口部４０２から延び
る影の発生をさらに低減できる。
【０３５８】
　また、図４８（ｂ）に示すように、ＬＥＤ４４０および支持部材４４２は、遊技盤３０
の正面視で右端（導光板４０８の正面視で右端）に設けられているが、上端、左端、右端
、下端のうちの少なくとも１箇所に設けるようにしてもよい。
【０３５９】
　本実施例１１では、導光板４０８とベニヤ板４２０との間に光反射シート５００を設け
ているが、透明樹脂板４００の裏面側やセルシート４１０の前面側に光反射層を形成した
りしてもよい。例えば、セルシート４１０の前面側を鏡面加工することを採用してもよい
。また、光反射シート５００を透明樹脂板４００の裏面側に貼り付けるのではなく、ベニ
ヤ板４２０の前面側に貼り付けるようにしてもよい。
【０３６０】
　本実施例１１では、光反射シート５００は透明としているが、半透明あるいは不透明な
ものを採用してもよい。
【０３６１】
　また、内枠１２での遊技盤３０の外側面に対応する箇所（例えば、遊技盤３０の外側面
のうちで少なくとも導光板４０８の外側面に対応する箇所）に、光反射面を形成するよう
にしてもよい。この場合には、遊技盤３０を交換（いわゆる板替え）などしても、この内
枠１２の光反射面を流用することができる。
【０３６２】
　また、導光板４０８の前面側または裏面側に、光拡散シートや光拡散層を設けたり、導
光板４０８の前面側に集光シートを設けたり、これら（光拡散シートと集光シート）を重
ね合わせて用いたりしてもよい。
【０３６３】
　また、導光板４０８を単純な面発光させる（導光板４０８を一様に面状発光させる）だ
けでなく、導光板４０８に形成された所定の絵柄や文字が発光表示されるようにしてもよ
い。この構成としては、導光板４０８の前面側または裏面側に、正面視で所定の絵柄や文
字の形状となるように、その厚み方向に凹凸加工（例えば、マイクロレンズ加工）を施す
ことが挙げられる。具体的には、導光板４０８の前面側または裏面側に、レーザ加工やエ
ッチングなどの方法で絵柄や文字の形状の凹部を形成する方法や、導光板４０８に拡散ド
ットなどを印刷する方法などが挙げられる。また、前述した拡散シートを加工して絵柄や
文字の形状の凹部を形成する方法や、前述の光反射シート５００に拡散ドットなどを印刷
する方法などが挙げられる。
【０３６４】
　また、導光板４０８の外側部の全全箇所やその外側部のうちの両側箇所などに発光部（
光源：ＬＥＤ４４０）を設けることで、導光板４０８の内部における釘４３０や開口部４
０２の影が発生しない、あるいは低減させることができる。
【実施例１２】
【０３６５】
　次に、実施例１２のパチンコ機１０について図４９，図５０を用いて説明する。図４９
は実施例１２の遊技盤３０の要部を概略的に示す分解斜視図である。図５０（ａ）は透明
樹脂板４００、セルシート４１０およびベニヤ板４２０の仮留め前状態の要部概略断面図
であり、図５０（ｂ）は仮留め後の要部概略断面図であり、図５０（ｃ）は仮留め部材５
０６の概略斜視図である。図５１は、仮留め状態の透明樹脂板４００およびベニヤ板４２
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０を釘打ち機に載置する様子を示す説明図である。図５２は、仮留め状態の透明樹脂板４
００およびベニヤ板４２０の位置決め孔５１４ａ，５１４ｃ（作業孔）と、釘打ち機の載
置台５１３（テーブル）の位置決めピン５１０（位置決めボス）との嵌合状態を示す概略
断面図である。
【０３６６】
　前述の実施例１～１１では、例えば図１４（ａ）に示すように透明樹脂板４００の嵌合
ピン４０４をベニヤ板４２０の嵌合孔４２２に嵌合しただけでは、透明樹脂板４００およ
びベニヤ板４２０は分離可能で固定されていないものであるが、実施例１２の遊技盤３０
では、前述の実施例１～１１での嵌合ピン４０４および嵌合孔４２２に替えて、透明樹脂
板４００、セルシート４１０およびベニヤ板４２０の同一箇所に形成された仮留め孔５０
２ａ～５０２ｃに仮留め部材５０６を挿入することで、透明樹脂板４００、セルシート４
１０およびベニヤ板４２０が位置合わせされて仮留め固定される構成としている点が、前
述の実施例１～１１とは異なっている。なお、前述の実施例１～１１と同様の内容につい
ては説明を省略し、以下に、仮留め孔５０２ａ～５０２ｃおよび仮留め部材５０６などに
ついて詳細に説明することとする。
【０３６７】
　＜透明樹脂板４００とベニヤ板４２０との位置合わせおよび仮留め＞
　透明樹脂板４００、セルシート４１０およびベニヤ板４２０は、図４９に示すように、
正面視で右上箇所、右下箇所および左下箇所の合計３箇所に、この透明樹脂板４００、セ
ルシート４１０およびベニヤ板４２０を位置合わせして仮留めするための仮留め孔５０２
ａ～５０２ｃが形成されている。つまり、また、透明樹脂板４００には、図４９に示すよ
うに、正面視で右上箇所、右下箇所および左下箇所の合計３箇所に仮留め孔５０２ａが形
成され、セルシート４１０には、図４９に示すように、正面視で右上箇所、右下箇所およ
び左下箇所の合計３箇所に仮留め孔５０２ｂが形成され、ベニヤ板４２０には、図４９に
示すように、正面視で右上箇所、右下箇所および左下箇所の合計３箇所に仮留め孔５０２
ｃが形成されている。
【０３６８】
　ベニヤ板４２０の仮留め孔５０２ｃは、同心円状の２段孔構造となっている。つまり、
ベニヤ板４２０の仮留め孔５０２ｃは、ベニヤ板４２０の前面側に形成された第１孔５０
３と、この第１孔５０３よりも孔径（直径）が大きくベニヤ板４２０の裏面側に形成され
た第２孔５０４とが、同心状に連通された孔となっている。また、透明樹脂板４００の仮
留め孔５０２ａおよびセルシート４１０の仮留め孔５０２ｂは、その孔径がベニヤ板４２
０の第１孔５０３の孔径と同一となっている。
【０３６９】
　仮留め部材５０６は、図５０に示すように、透明樹脂板４００、セルシート４１０およ
びベニヤ板４２０を重ね合わせた状態で固定する（留める）ための固定具（留め具）であ
る。仮留め部材５０６は、図５０（ａ）に示すように、円盤状の頭部５０７と、この頭部
５０７の裏面から突出する、当該頭部５０７の直径よりも小さい筒状の突出棒部５０８と
、この突出棒部５０８の先端側でその外周箇所に形成された係止爪５０９とを備えている
。突出棒部５０８は、その突出方向に沿って形成された複数本（本実施例では例えば４本
）の切り欠き溝５０８ａがその筒周りに所定の間隔を空けて形成されている。この突出棒
部５０８を先端側から見ると、その先端である中空円の上下左右の４箇所に切り欠き溝５
０８ａが形成されていることがわかる。このように、突出棒部５０８は、外部から筒内側
に力がかかると、当該突出棒部５０８自体が筒内側に弾性変形可能となっている。係止爪
５０９は、突出棒部５０８の先端から円盤状の頭部５０７に向かって裾広がりとなる中空
円錐台形状となっている。
【０３７０】
　図５０（ａ）に示すように透明樹脂板４００、セルシート４１０およびベニヤ板４２０
の仮留め孔５０２ａ～５０２ｃが合うようにして、図５０（ｂ）に示すように、これらの
透明樹脂板４００、セルシート４１０およびベニヤ板４２０を重ね合わせた状態で、仮留
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め部材５０６を透明樹脂板４００の前面側から仮留め孔５０２ａ～５０２ｃに挿入する。
【０３７１】
　図５０（ｂ）に示すように、仮留め部材５０６は、その先端がベニヤ板４２０の裏面か
ら突出していない。言い換えれば、仮留め部材５０６は、その先端がベニヤ板４２０の裏
面からへこんだ位置にある。なお、仮留め部材５０６の先端がベニヤ板４２０の裏面と面
一（段差がない）としてもよい。
【０３７２】
　本実施例１２では、上述した形状の仮留め部材５０６を採用しているが、この仮留め部
材５０６以外の形状のものであっても、透明樹脂板４００、セルシート４１０およびベニ
ヤ板４２０を重ね合わせた状態で固定する（留める）固定具（留め具）であればそれを採
用することも可能である。また、ベニヤ板４２０の仮留め孔５０２ｃは、同心円状の２段
孔構造としているが、段差のない単なる貫通孔を採用してもよい。
【０３７３】
　さらに、透明樹脂板４００、セルシート４１０およびベニヤ板４２０は、図４９，図５
１に示すように、正面視で左上箇所および右下箇所の合計２箇所に、遊技盤３０に釘を植
設する釘打ち機の載置台５１３（テーブル）の位置決めピン５１０（位置決めボス）と嵌
合する位置決め孔５１４ａ～５１４ｃ（作業孔）が形成されている。
【０３７４】
　図５２に示すように、透明樹脂板４００の位置決め孔５１４ａは、ベニヤ板４２０の位
置決め孔５１４ｃよりも小さくなっている。また、セルシート４１０の同様の箇所にも、
位置決め孔５１４ｂが形成されている。なお、セルシート４１０をベニヤ板４２０の位置
決め孔５１４ｃを含まない範囲内（除く範囲内）の大きさとすることで、セルシート４１
０に位置決め孔５１４ｂを形成することを不要としてもよい。
【０３７５】
　釘打ち機の位置決めピン５１０は、図５２に示すように、その先端側で透明樹脂板４０
０の位置決め孔５１４ａと嵌合する第１ピン部５１１と、この第１ピン部５１１よりも直
径の大きく、ベニヤ板４２０の位置決め孔５１４ｃと遊嵌する第２ピン部５１２とが、同
心状に存する形状となっている。
【０３７６】
　なお、この位置決めピン５１０は本発明における位置決め部材に相当し、この位置決め
孔５１４ａ～５１４ｃ（特に位置決め孔５１４ａ）は本発明における位置決め嵌合部材に
相当する。
【０３７７】
　図５２に示すように仮留め状態の透明樹脂板４００、セルシート４１０およびベニヤ板
４２０の位置決め孔５１４ａ～５１４ｃ、正確には透明樹脂板４００の位置決め孔５１４
ａが釘打ち機の載置台５１３（テーブル）の位置決めピン５１０に嵌合させて載置する。
そして、後述するように釘打ち機により透明樹脂板４００の前面側から当該透明樹脂板４
００の所定箇所に釘４３０が順次に植設されていく。
【０３７８】
　このように、透明樹脂板４００の位置決め孔５１４ａ（作業孔）が釘打ち機の載置台５
１３（テーブル）の位置決めピン５１０（位置決めボス）と嵌合することで、透明樹脂板
４００の位置決め孔５１４ａ（作業孔）を基準に釘打ち機の位置出しができ、透明樹脂板
４００に対する釘打ち精度を高精度のものとすることができる。
【０３７９】
　＜透明樹脂板４００とベニヤ板４２０との固定（本留め固定）＞
　前述したように、透明樹脂板４００とベニヤ板４２０とは、仮留め部材５０６により仮
留め固定されている状態であり、未だ本留め固定には至っていない。以下に、透明樹脂板
４００とベニヤ板４２０との固定（本留め固定）について説明する。以下に詳細に説明す
るが、透明樹脂板４００とベニヤ板４２０との固定（本留め固定）の種類としては、（１
）釘４３０による本留め固定と、（２）内レール５１，外レール５２による本留め固定と
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、（３）遊技部品（例えば第２の始動口３４など）による本留め固定となどが挙げられ、
これら等のうちの一つまたはそれらの複数個の組み合わせで本留め固定が実現されている
。
【０３８０】
　（１）釘４３０による本留め固定
　例えば、前述の実施例３のように、釘４３０の直径よりも小さい、透明樹脂板４００の
道孔４０６を通してこの釘４３０がベニヤ板４２０に釘打ち機によって打ち付けられる場
合には、この複数本の釘４３０が遊技盤３０の所定箇所、つまり透明樹脂板４００の複数
個の道孔４０６ごとに釘４３０がベニヤ板４２０に達するように打ち込まれることで、透
明樹脂板４００とベニヤ板４２０とが正面視で全体にわたって固定（本留め固定）される
ことになる。
【０３８１】
　（２）内レール５１，外レール５２による本留め固定
　また、例えば、図４に示した内レール５１や外レール５２を部品取り付け機で取り付け
る場合について以下に図５３を用いて説明する。以下では外レール５２を例に挙げて説明
することとする。図５３（ａ）は、外レール５２を遊技盤３０に取り付ける様子を示す図
であり、図５３（ｂ）は、外レール５２が遊技盤３０に取り付けられた状態での部分断面
図である。
【０３８２】
　外レール５２は、図４に示すように、厚みの薄い長尺状の金属板部材であり、その長手
方向は遊技盤３０と垂直あるいは略垂直となるようにして遊技盤３０に固定され、その遊
技領域の外縁形成している。つまり、図５３に示すように、外レール５２の短手方向の一
方側５２ａが遊技盤３０の盤面に当接してこの遊技盤３０に固定されている。もう少し詳
細に説明すると、外レール５２は、図５３に示すように、位置決めのための係合ピン５１
６と、遊技盤３０に固定するための先鋭な打ち付け突起部５１８とを備えている。外レー
ル５２の係合ピン５１６は、外レール５２の短手方向の一方側５２ａで、かつ、外レール
５２の長手方向の両端箇所に設けられている。また、外レール５２の打ち付け突起部５１
８は、外レール５２の短手方向の一方側５２ａで、かつ、外レール５２の長手方向に沿っ
て所定間隔毎に設けられている。また、打ち付け突起部５１８は、透明樹脂板４００の厚
みよりも長くなっている。
【０３８３】
　透明樹脂板４００は、図５３に示すように、外レール５２を取り付けるべき部位のうち
の所定箇所である第１箇所、つまり、外レール５２の係合ピン５１６の対応する箇所に、
その係合ピン５１６が嵌入される係合孔５２０が形成されており、外レール５２を取り付
けるべき部位のうちの第１箇所とは異なる箇所である第２箇所、つまり、外レール５２の
打ち付け突起部５１８の対応する箇所に、その打ち付け突起部５１８が遊嵌される固定孔
５２２が形成されている。この固定孔５２２は、打ち付け突起部５１８の直径よりも大き
い孔形状としている。
【０３８４】
　なお、この外レール５２は本発明における部品に相当し、外レール５２の短手方向の一
方側５２ａは本発明における当接部に相当し、打ち付け突起部５１８は本発明における突
出部に相当する。
【０３８５】
　次に、外レール５２の取り付けについて説明する。前述したように仮留め部材５０６に
よって仮留めされた状態の透明樹脂板４００の前面側で、当該透明樹脂板４００の係合孔
５２０に外レール５２の係合ピン５１６を嵌入させるとともに、透明樹脂板４００の固定
孔５２２に外レール５２の打ち付け突起部５１８を遊嵌させる。そして、部品取り付け機
で、この外レール５２の打ち付け突起部５１８をベニヤ板４２０に打ち付けることで、外
レール５２が透明樹脂板４００を挟んだ状態でベニヤ板４２０に固定される。このように
外レール５２を、透明樹脂板４００を挟んだ状態でベニヤ板４２０に打ち付け固定するこ
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とで、透明樹脂板４００とベニヤ板４２０とがさらに外レール５２に沿って固定されてい
る（本固定の一役を担っている）。つまり、外レール５２の短手方向の一方側５２ａは、
透明樹脂板４００を挟み込むときの押し付け面としての役目を果しており、特に、外レー
ル５２（説明は省略するが内レール５１も）は遊技盤３０の遊技領域の外周に沿って円弧
状（あるいは楕円状）に配置されるため、透明樹脂板４００とベニヤ板４２０とを効率的
に固定できる。
【０３８６】
　外レール５２は、その打ち付け突起部５１８を透明樹脂板４００の固定孔５２２に遊嵌
させてベニヤ板４２０に固定されているので、固定操作がし易くなるとともに、廃棄する
際などの固定解除操作（分解操作）もし易い。なお、内レール５１についても外レール５
２と同様であるためここでの説明を省略する。
【０３８７】
　また、外レール５２は、図４に示すように、下方位置からその左側をまわって右上方箇
所（返しゴム５４）までの長さとしているが遊技領域の全周やそれに近い長さのものとし
てもよい。また、外レール５２または内レール５１の一方のみに係合ピン５１６および打
ち付け突起部５１８を設けてもよい。また、外レール５２は、係合ピン５１６を備えてい
るが、この係合ピン５１６を有さない構成とし、外レール５２の打ち付け突起部５１８を
固定兼位置決めとするようにしてもよい。また、外レール５２（あるいは内レール５１）
の打ち付け突起部５１８に替えてネジ孔を採用し、このネジ孔にネジを挿入し、このネジ
を締結することで外レール５２（あるいは内レール５１）を固定するようにしてもよい。
【０３８８】
　また、外レール５２（あるいは内レール５１）の係合ピン５１６は、そのピン長さが透
明樹脂板４００の厚みよりも短くなっている。つまり、係合ピン５１６が係合孔５２０を
介して透明樹脂板４００の裏面側に突き出ない。したがって、ベニヤ板４２０における、
透明樹脂板４００の係合孔５２０の対応する箇所に、孔などを設けるなどのベニヤ板４２
０への加工が必要ない。
【０３８９】
　例えば、前述の実施例１，２の釘４３０のクリアランス被覆部材４３２が透明樹脂板４
００の開口部４０２を埋める作用しか期待できず、この釘４３０のクリアランス被覆部材
４３２による透明樹脂板４００およびベニヤ板４２０の固定が十分でない場合であったと
しても、外レール５２や内レール５１の打ち付け固定により、その打ち付け突起部５１８
がベニヤ板４２０に打ち付けられており、透明樹脂板４００とベニヤ板４２０とが正面視
で全体にわたって（つまり、遊技領域の外縁に沿って）固定（本留め固定）することがで
きる。
【０３９０】
　（３）遊技部品（例えば第２の始動口３４など）による本留め固定
　次に、例えば、図４に示した第２の始動口３４つまり入賞部品を部品取り付け機で取り
付ける場合について以下に説明する。以下では第２の始動口３４を例に挙げて図５４を用
いて説明することとする。図５４（ａ）は、第２の始動口３４の裏面（取り付け面）から
見た概略斜視図であり、図５４（ｂ）は、第２の始動口３４の一部破断図、図５４（ｃ）
は、第２の始動口３４が遊技盤３０に取り付けられた状態での要部断面図である。
【０３９１】
　第２の始動口３４は、図４に示すように、遊技球が通過するスルーゲートである。第２
の始動口３４は、図５４に示すように、遊技球が通過可能な開口をその前面側に有する、
透明樹脂板４００に当接する当接台５３０を備えている。この当接台５３０の裏面側（取
り付け面側）には、裏面視で左上箇所と右下箇所とに位置決めのための係合ピン５３２を
備えている。また、当接台５３０は、裏面視で左下箇所と右上箇所とに、遊技盤３０に固
定するためのネジ５３６が挿入されるネジ孔５３４を備えている。このネジ孔５３４に挿
入されるネジ５３６は、第２の始動口３４と透明樹脂板４００とを合わせた厚みよりも長
くなっている。
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【０３９２】
　透明樹脂板４００は、図５４（ｃ）に示すように、第２の始動口３４が取り付けられる
部位で、第２の始動口３４の係合ピン５３２の対応する箇所に、その係合ピン５３２が嵌
入される係合孔５３８が形成されており、第２の始動口３４が取り付けられる部位で、第
２の始動口３４のネジ孔５３４の対応する箇所に、ネジ５３６が遊嵌される固定孔５３９
が形成されている。この固定孔５３９は、ネジ５３６の直径よりも大きい孔形状としてい
る。
【０３９３】
　また、係合ピン５３２は係合孔５３８に嵌入され、ネジ５３６は固定孔５３９に遊嵌さ
れる。つまり、係合ピン５３２と係合孔５３８との隙間に比べて、ネジ５３６と固定孔５
３９との間の隙間の方が大きくなっているので、ネジ５３６の螺入の際に、ネジ５３６の
ネジ部分が固定孔５３９を擦る（削る）等して傷つけることが低減でき、係合ピン５３２
が係合孔５３８に嵌入されることで、高精度に位置決めして取り付けることができる。
【０３９４】
　なお、この第２の始動口３４は本発明における部品に相当し、この当接台５３０は本発
明における当接部に相当する。
【０３９５】
　次に、第２の始動口３４の取り付けについて説明する。前述したように仮留め部材５０
６によって仮留めされた状態の透明樹脂板４００の前面側で、当該透明樹脂板４００の係
合孔５３８に第２の始動口３４の係合ピン５３２を嵌入させるとともに、部品取り付け機
で、ネジ５３６を第２の始動口３４のネジ孔５３４と透明樹脂板４００の固定孔５３９と
に通すように挿入してベニヤ板４２０に螺入する。このように、ネジ５３６を第２の始動
口３４のネジ孔５３４と透明樹脂板４００の係合孔５３８とを通してベニヤ板４２０に螺
入することで、第２の始動口３４が透明樹脂板４００を挟んだ状態でベニヤ板４２０に固
定されている（本固定の一役を担っている）。
【０３９６】
　本実施例１２では、透明樹脂板４００とベニヤ板４２０との固定（本留め固定）として
、釘４３０や外レール５２や第２の始動口３４などを例に挙げて説明してきたが、その他
の各種の役物や遊技部品など（センターフレームやランプ役物など）に適用するようにし
てもよい。
【０３９７】
　上述したように、本実施例１２のパチンコ機１０によれば、透明樹脂板４００、セルシ
ート４１０およびベニヤ板４２０は、正面視で同一箇所で二以上の箇所に形成され、透明
樹脂板４００、セルシート４１０とベニヤ板４２０とを位置合わせして仮留めするための
仮留め孔５０２ａ～５０２ｃを備え、透明樹脂板４００、セルシート４１０およびベニヤ
板４２０を重ね合わせた状態で仮留め孔５０２ａ～５０２ｃに挿入することで透明樹脂板
４００、セルシート４１０とベニヤ板４２０とを仮留め固定する仮留め部材５０６を備え
ているので、透明樹脂板４００とセルシート４１０とベニヤ板４２０とを重ね合わせた状
態で仮留め固定することができ、取り扱い性に優れており、この状態で次工程に供給（搬
出）などできる。
【０３９８】
　また、仮留め部材５０６は、頭部５０７と、この頭部５０７から突出し、透明樹脂板４
００、セルシート４１０およびベニヤ板４２０の仮留め孔５０２ａ～５０２ｃに挿入され
る突出棒部５０８とを備え、頭部５０７は扁平形状としている。つまり、仮留め部材５０
６の突出棒部５０８を透明樹脂板４００の前面側から透明樹脂板４００、セルシート４１
０およびベニヤ板４２０の仮留め孔５０２ａ～５０２ｃに挿入して、透明樹脂板４００と
セルシート４１０とベニヤ板４２０とを重ね合わせた状態で仮留め固定すると、この仮留
め部材５０６の扁平な頭部５０７が透明樹脂板４００の前面側に突出して残っている。こ
のように仮留め固定された透明樹脂板４００およびベニヤ板４２０を積層した状態として
も、仮留め部材５０６の扁平な頭部５０７によってバランスよく載置でき、しかも、透明
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樹脂板４００同士が摺れるなどして傷がつくことを低減できる。
【０３９９】
　また、作業者が、仮留め部材５０６の突出棒部５０８を透明樹脂板４００の前面側から
透明樹脂板４００、セルシート４１０およびベニヤ板４２０の仮留め孔５０２ａ～５０２
ｃに挿入して、透明樹脂板４００とセルシート４１０とベニヤ板４２０とを重ね合わせた
状態で仮留め固定することができる。また、この仮留め状態では、透明樹脂板４００およ
びベニヤ板４２０がおよそ留められているだけであり、透明樹脂板４００およびベニヤ板
４２０の相対的位置関係を幾分か変更可能程度に留められている状態となっている。つま
り、留め具合の違いで言えば、仮留め状態では、仮留めされた透明樹脂板４００およびベ
ニヤ板４２０の相対的位置関係に未だ自由度のある状態（両者の相対的位置関係を少なく
とも一方向に変更し得る程度の隙間（マージン）を有する状態）で留まっており、本留め
されると、透明樹脂板４００およびベニヤ板４２０との相対的位置関係が完全に固定され
る。例えば、留め作業の違いで言えば、透明樹脂板４００およびベニヤ板４２０を重ね合
わせた状態でその仮留め孔５０２ａ～５０２ｃに仮留め部材５０６を人手によって挿入す
ることで仮留め状態となり、本留めするための機械（釘打ち機など）による工程を経るこ
とによって透明樹脂板４００およびベニヤ板４２０が固定されて本留め状態となる。
【０４００】
　また、透明樹脂板４００は、釘打ち機の載置台５１３（テーブル）の位置決めピン５１
０と嵌合する位置決め孔５１４ａを備えているので、薄板部材に対する釘打ちを高精度に
行うことができる。
【０４０１】
　ベニヤ板４２０の位置決め孔５１４ｃは、透明樹脂板４００の位置決め孔５１４ａと同
心状でそれよりも大きな孔としている。つまり、位置決め孔５１４ａ，５１４ｃで同心状
に形成される二段貫通孔であって位置決め孔５１４ｃの方が位置決め孔５１４ａよりも大
きい孔形状としているので、仮留め状態の透明樹脂板４００およびベニヤ板４２０の位置
決め孔５１４ａ，５１４ｃを載置台５１３の位置決めピン５１０に嵌合させるように載置
するだけで位置決めでき、透明樹脂板４００の前面側に位置決めピン５１０が突出してい
ないので、位置決めピン５１０により加工領域（釘打ち領域）が制限されることがなく、
加工領域（釘打ち領域）を確保できる。
【０４０２】
　なお、本実施例１２では、透明樹脂板４００は、釘打ち機の載置台５１３（テーブル）
の位置決めピン５１０と嵌合する位置決め孔５１４ａを備えているが、透明樹脂板４００
の位置決め孔５１４ａを、透明樹脂板４００およびベニヤ板４２０をルータ加工するルー
タ加工機の載置台（テーブル）の位置決めピン５１０や、各種の遊技部品（入賞口やスル
ーチャッカや風車など）を取り付ける部品取り付け機の載置台（テーブル）の位置決めピ
ン５１０と嵌合するものとしてもよいし、釘打ち機、ルータ加工機、部品取り付け機のう
ちの複数個のものと嵌合するものとしてもよい。
【０４０３】
　また、本実施例１２では、透明樹脂板４００、セルシート４１０およびベニヤ板４２０
の仮留め孔５０２ａ～５０２ｃと、釘打ち機の載置台５１３（テーブル）の位置決めピン
５１０と嵌合する位置決め孔５１４ａ～５１４ｃとを別個としている（別体としている）
が、この仮留め孔５０２ａ～５０２ｃと位置決め孔５１４ａ～５１４ｃとを同一にして兼
用してもよい。この兼用構成としては、例えば、仮留め部材５０６を透明樹脂板４００、
セルシート４１０およびベニヤ板４２０の仮留め孔５０２ａ～５０２ｃに挿入することで
透明樹脂板４００およびベニヤ板４２０を仮留め固定した状態とし、その仮留め部材５０
６の突出棒部５０８の中空部に釘打ち機の位置決めピン５１０が嵌合する構成が挙げられ
る。この中空部が位置決め孔５１４ａ～５１４ｃに対応するし、この中空部を位置決め孔
５１４ａに対応するものとしてもよい。
【０４０４】
　また、本実施例１２では、透明樹脂板４００は、釘打ち機の載置台５１３（テーブル）
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の位置決めピン５１０と嵌合する位置決め孔５１４ａを備えているが、孔ではなく、透明
樹脂板４００が、釘打ち機の載置台５１３（テーブル）の位置決め孔と嵌合する位置決め
ピンを備えるようにしてもよい。
【０４０５】
　＜遊技盤３０の製造工程＞
　ここで、遊技盤３０の製造工程の一例について説明する。
【０４０６】
　＜ベニヤ板４２０の形成＞
　外形のみ形成された状態で工場に搬入されたベニヤ板４２０は、その前面側にセルシー
ト４１０が貼り付け済みとなっている。このベニヤ板４２０の所定箇所に、ルータ加工機
や釘打ち機や部品取り付け機の載置台の位置決めピン５１０（位置決めボス）が嵌入され
る位置決め孔５１４ｃ（作業孔）が形成される。そして、このベニヤ板４２０は、その位
置決め孔５１４ｃ（作業孔）を基準にして、仮留め孔５０２ｃが形成される。なお、ベニ
ヤ板４２０は、釘４３０が打ち込まれる箇所に、釘４３０の胴部分よりも径の小さい穴を
設けておいたり、そのような穴を設けないようにしたりしてもよい。また、ベニヤ板４２
０は、その位置決め孔５１４ｃ（作業孔）にルータ加工機の載置台の位置決めピン５１０
（位置決めボス）が嵌合された状態で所定のルータ加工が行われる。
【０４０７】
　＜透明樹脂板４００の形成＞
　外形のみ形成された状態で工場に搬入された透明樹脂板４００は、その所定箇所に、ル
ータ加工機や釘打ち機や部品取り付け機の載置台の位置決めピン５１０（位置決めボス）
が嵌入される位置決め孔５１４ａ（作業孔）が形成される。そして、この透明樹脂板４０
０は、その位置決め孔５１４ａ（作業孔）を基準にして、仮留め孔５０２ａが形成される
。また、透明樹脂板４００は、その位置決め孔５１４ａ（作業孔）にルータ加工機の載置
台の位置決めピン５１０（位置決めボス）が嵌合された状態で所定のルータ加工が行われ
る。
【０４０８】
　透明樹脂板４００は、その図５２に示した位置決め孔５１４ａ（作業孔）を基準にして
、その所定箇所に、図５３に示すように、外レール５２などを位置決めするための係合孔
５２０と、外レール５２などを固定するための固定孔５２２と、図５４に示すように、第
２の始動口３４などの役物を位置決めするための係合孔５３８と、第２の始動口３４など
の役物を固定するための固定孔５３９と、図１４に示すように開口部４０２が形成されて
いる。例えば、透明樹脂板４００の開口部４０２は、釘４３０の胴部分の径よりも大きく
形成されている。
【０４０９】
　＜透明樹脂板４００とベニヤ板４２０との位置合わせおよび仮留め＞
　図４９，図５０に示すように、仮留め孔５０２ａ，５０２ｃを基準にして、セルシート
４１０の貼り付け済みのベニヤ板４２０の前面側（セルシート４１０の貼り付け側）に透
明樹脂板４００を重ね合わせ、仮留め孔５０２ａ～５０２ｃに仮留め部材５０６を挿入し
てこれらを仮留め固定する。
【０４１０】
　＜釘打ち機による釘打ち工程＞
　前記のように仮留め状態の透明樹脂板４００の位置決め孔５１４ａに、釘打ち機の載置
台５１３の位置決めピン５１０を嵌合させて、この仮留め状態の透明樹脂板４００および
ベニヤ板４２０を釘打ち機の載置台５１３に固定し、釘打ちを行う。釘４３０は透明樹脂
板４００の開口部４０２内に位置し、ベニヤ板４２０に到達するようにして打ち込まれる
。
【０４１１】
　＜透明樹脂板４００とベニヤ板４２０との固定（本留め固定）＞
　前記のように仮留め状態で釘打ち後の透明樹脂板４００の位置決め孔５１４ａに、部品
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取り付け機の載置台の位置決めピン５１０を嵌合させて、この仮留め状態で釘打ち後の透
明樹脂板４００およびベニヤ板４２０を部品取り付け機の載置台に固定し、外レール５２
を前述したように透明樹脂板４００を介してベニヤ板４２０に打ち付け固定したり、第２
の始動口３４を前述したように透明樹脂板４００を介してベニヤ板４２０にネジ止め固定
したりする。なお、各種役物（センターフレームや各入賞装置やランプ役物など）も、第
２の始動口３４のようなネジ止め固定される。これにより、透明樹脂板４００とベニヤ板
４２０とが強固に固定される（本留め固定される）。また、外レール５２と第２の始動口
３４との取り付け順序はどちらが先になってもよい。
【０４１２】
　＜ベニヤ板４２０の裏面に集合板など取り付け＞
　ベニヤ板４２０の裏面側に集合板（排出通路形成樹脂板）やＬＥＤ基板やスイッチなど
を取り付ける。また、遊技盤３０の外端部で透明樹脂板４００とベニヤ板４２０との固着
性が薄い箇所があれば、必要に応じて、他の留め具で補強固定して、透明樹脂板４００と
ベニヤ板４２０との固着性を補強してもよい。
【０４１３】
　なお、前述した遊技盤３０の製造工程の一例では、透明樹脂板４００は、実施例１，２
の開口部４０２（図１４等参照）を有するタイプを例に挙げて説明しているが、実施例３
の道孔４０６（図１８参照）を有するタイプとしてもよいし、前述の＜透明樹脂板４００
の形成＞において位置決め孔５１４ａ（作業孔）を基準にして道孔４０６を形成した後に
、前述の　＜透明樹脂板４００とベニヤ板４２０との位置合わせおよび仮留め＞を行って
もよいし、前述の　＜透明樹脂板４００とベニヤ板４２０との位置合わせおよび仮留め＞
を行ってから、位置決め孔５１４ａ（作業孔）を基準にして道孔４０６を形成してもよい
。
【実施例１３】
【０４１４】
　次に、実施例１３のパチンコ機１０について図７～図１６を用いて説明する。図７は、
実施例１３の遊技盤３０を右斜め上から見た斜視図である。図８は、実施例１３の遊技盤
３０とフレーム部材６３０とを分離した状態を示す斜視図である。図９は、フレーム部材
６３０が取り外された状態の遊技盤３０の正面図である。図１０は、フレーム部材６３０
と遊技盤３０と基板ユニット６１６とを分離した状態を示す斜視図である。図１１は、取
付部材６００と基板ユニット６１６とを分離した状態を示す斜視図である。図１４は遊技
盤３０の裏面斜視図である。図１５は遊技盤３０と集合板６４０とを分離した状態を示す
斜視図である。図１６は、遊技盤３０の要部箇所の概略横断面図である。なお、図１６で
は、基板ユニット６１６が取付部材６００にネジ留めされている状態ではなく、発光部６
０６を実装した発光部実装基板が取付部材６００にネジ留めされている状態を図示してい
る。
【０４１５】
　実施例１３では、実施例１～３の何れかの構成を採用し、実施例４～７等のように透明
樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁に光を入射することを維持しつつ、可変表示装置
ユニット３５を正面視で前後方向に２分割したフレーム部材６３０と取付部材６００とに
構成した点が、前述した実施例４等とは異なっている。なお、前述の実施例４等と同様の
内容については説明を省略し、以下に、本実施例１３での遊技盤３０および可変表示装置
ユニット３５について詳細に説明することとする。
【０４１６】
　実施例１３のパチンコ機１０は、図７に示す遊技盤３０を採用している。実施例１３の
遊技盤３０は、前述の実施例と比べて、遊技領域３０ａが縦方向に拡張された縦楕円形状
となっている。実施例１３の遊技盤３０は、内レール５１が遊技領域３０ａの右側部分を
除く箇所に設けられた構造となっており、遊技領域３０ａの右側部分の内レールに対応す
る部材（レール）が内枠１２に設けられており、遊技盤３０が内枠１２に組み付けられた
状態で遊技領域３０ａが閉じた領域となる。
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【０４１７】
　実施例１３の遊技盤３０は、その所定箇所（実施例では中央箇所）に、識別情報として
の第１図柄（例えば特別図柄）を変動表示する可変表示装置ユニット３５を備えている。
【０４１８】
　実施例１３の可変表示装置ユニット３５は、図８に示すように、第１図柄（例えば特別
図柄）を変動表示する第１図柄表示装置４２（図６参照）と、この第１図柄表示装置４２
の表示画面が当該パチンコ機１０の前面側から視認可能なように、第１図柄表示装置４２
が取り付けられ、かつ、遊技盤３０の裏面側に取り付けられる取付部材６００と、第１図
柄表示装置４２の表示画面の周囲を囲う形状で、取付部材６００よりも前面側で遊技盤３
０の前面に取り付けられる、取付部材６００とは別体のフレーム部材６３０と、を備えて
いる。取付部材６００とフレーム部材６３０とは、例えば、樹脂成形されたものである。
【０４１９】
　フレーム部材６３０は、図８に示すように、遊技盤３０の前面側にネジ６５０により取
り付けられている。
【０４２０】
　取付部材６００は、図１４に示すように、遊技盤３０の裏面側にネジ６６０により取り
付けられている。また、取付部材６００は、図１０，図１１、図１６に示すように、当該
取付部材６００が遊技盤３０の裏面側に取り付けられた状態において、遊技盤３０の裏面
より背後側に向けて窪んだ凹部６０２を備えている。
【０４２１】
　凹部６０２は、図９に示すように、遊技盤３０を前面視した状態で、遊技盤３０におけ
る可変表示装置ユニット３５の取付開口６０４よりも大きい形状であり、前面側で第１図
柄表示装置４２の表示画面の周囲の所定箇所に、発光部６０６を有する発光部材６０８を
備えている。なお、凹部６０２の概略外形を図９に二点鎖線で示しており、凹部６０２は
取付開口６０４よりも大きい形状となっていることがわかる。なお、凹部６０２は、遊技
盤３０を前面視した状態で、遊技盤３０の取付開口６０４の外形から少なくとも一部がは
み出た形状としてもよい。
【０４２２】
　発光部６０６としては、例えば、ＬＥＤ（発光ダイオード）が挙げられ、発光部材６０
８としては、例えば、ＬＥＤ（発光ダイオード）が実装されたＬＥＤ実装基板やこのＬＥ
Ｄ実装基板を有する構成などが挙げられる。発光部材６０８は、図９に示すように、発光
部６０６以外の箇所が、凹部６０２の外周と遊技盤３０の取付開口６０４との間の領域に
位置するように、凹部６０２に配設されている。
【０４２３】
　取付部材６００は、図１１に示すように、発光部材６０８と発光部６０６とをユニット
化した基板ユニット６１６を備えている。
【０４２４】
　取付部材６００は、図９に示す状態、つまり、遊技盤３０に取り付けられてフレーム部
材６３０が遊技盤３０から取り外された状態において、凹部６０２の前面側で、第１図柄
表示装置４２の表示画面の周囲から取付開口６０４までの間の所定箇所に、基板ユニット
６１６が当該取付部材６００に対して取り外し可能に取り付けられている。後述するよう
に、凹部６０２は、基板ユニット６１６を着脱可能なスペースを有している。
【０４２５】
　具体的には、基板ユニット６１６は、図９に示すように、取付部材６００に対して着脱
される被着脱部６１８を、フレーム部材６３０が遊技盤３０から取り外された状態（図９
に示す状態）において、第１図柄表示装置４２の表示画面の周囲から取付開口６０４まで
の間で露出した箇所に備えている。つまり、被着脱部６１８により基板ユニット６１６が
取付部材６００に対して着脱自在となっている。
【０４２６】
　また、本実施例１３では、基板ユニット６１６を取付部材６００から取り外した状態に
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おいて、未だ発光部６０６への配線が接続された状態であるが、この状態において当該配
線のコネクタが着脱できるようになっている。
【０４２７】
　取付部材６００は、図１１に示すように、被着脱部６１８を解除した状態（基板ユニッ
ト６１６が取り外し可能な状態）で、基板ユニット６１６を当該取付部材６００に維持す
るよう仮留めするケース仮留め部６２０を備えている。つまり、ケース仮留め部６２０は
、被着脱部６１８を解除した状態（後述するように基板ユニット６１６のネジ止めが解除
されてこの基板ユニット６１６が取り外し可能な状態）において、基板ユニット６１６を
取付部材６００に仮留めた状態を維持するものである。
【０４２８】
　ケース仮留め部６２０として、フレーム部材６３０が遊技盤３０から取り外された状態
（図９に示した状態）において、取付部材６００の前面側で、第１図柄表示装置４２の表
示画面の周囲から取付開口６０４までの間で露出した箇所に設けられた、基板ユニット６
１６に設けられた嵌合孔６１４ａに挿入される突出棒６２２を採用している。被着脱部６
１８は、突出棒６２２の先端面に形成されたネジ穴６２２ａと、このネジ穴６２２ａに螺
入されるネジ（図示省略）とで構成されている。
【０４２９】
　図１６に示すように、取付部材６００の凹部６０２の裏面側に第１図柄表示装置４２の
表示画面が位置するようになっている。凹部６０２は、図１１に示すように、その所定箇
所に、遊技機３０の裏面側に設けられた主制御基板２６１ａ（図５参照）からの配線が挿
入される配線用開口６２４を備えている。発光部６０６は、配線用開口６２４に挿入され
た、主制御基板２６１ａ（図５参照）からの配線が接続されている。
【０４３０】
　取付部材６００の凹部６０２は、図１１に示すように、当該凹部６０２の外周と遊技盤
３０の取付開口６０４との間の領域に、基板ユニット６１６に接続される中継基板６２６
と、基板ユニット６１６と中継基板６２６とを接続する配線とを収容している。
【０４３１】
　フレーム部材６３０は、図８に示すように、遊技盤３０の盤面から突出して遊技球の挙
動を規制する突出部６３４を備えている。さらに、フレーム部材６３０は、図８に示すよ
うに、正面視した状態で、その内側に、遊技球の転動する転動面６３６（ステージ面）を
備えている。
【０４３２】
　実施例１３の可変表示装置ユニット３５は、図８に示すように、透明樹脂板４００の第
１取付孔４０３の内壁に光を入射させる光入射部４５０を備えている。具体的には、光入
射部４５０は、図８に示すように、取付部材６００の凹部６０２に設けられた発光部材６
０８と、フレーム部材６３０の外側面であって突出部６３４よりも奥側の箇所に設けられ
た導光部材４８０とを備えている。図１６に示すように、フレーム部材６３０は、実施例
４のような導光部材４８０を備えているが、実施例５～７のような導光部材４８０やその
他の形状のものを採用してもよい。発光部６０６から出射された光は導光部材４８０の入
射面４８０ａに入射され、導光部材４８０内を通っていき、導光部材４８０の出射面４８
０ｂから出射されて、透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁に入射される。
【０４３３】
　フレーム部材６３０は、図８，図１６に示すように、第１図柄表示装置４２の表示画面
の周囲を囲う壁であって、第１図柄表示装置４２の表示画面と発光部６０６との間を区画
する壁部６３８を備えている。
【０４３４】
　取付部材６００は、図１４，図１５に示すように、遊技盤３０から排出された遊技球を
集めて排出する集合板６４０とは別体に遊技盤３０の裏面側に取り付けられている。
【０４３５】
　遊技盤３０は、図８に示すように、重ね合わされた状態の透明樹脂板４００およびベニ
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ヤ板４２０を貫通形成された貫通孔（第１取付孔４０３と第２取付孔４２６）を備えてい
る。
【０４３６】
　また、遊技盤３０は、図５７に示すように、第１取付孔４０３および第２取付孔４２６
に嵌め入れられる、遊技に関する当否表示を行う当否表示手段としての第１図柄表示装置
４２と、透明樹脂板４００の所定箇所に配設され、遊技球が入賞可能で第１図柄表示装置
４２での当否表示の契機となる入賞手段としての第１の始動口３３とを備えている。
【０４３７】
　さらに遊技盤３０は、図６３に示すように、第１図柄表示装置４２の周辺の所定箇所（
例えば下方箇所）で遊技球が第１の始動口３３の方に向かうように並べられた、透明樹脂
板４００を介してベニヤ板４２０に打ち付け固定された複数本の釘４３０である一群の釘
４３０Ａと、透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁のうちで少なくとも一群の釘４
３０Ａを含む方向に向けて光を入射させる、可変表示装置ユニット３５の光入射部４５０
（図５７参照）とを備えている。
【０４３８】
　図６３に示すように、可変表示装置ユニット３５の光入射部４５０は、透明樹脂板４０
０の第１取付孔４０３の内壁のうちで少なくとも一群の釘４３０Ａを含む方向に向けて光
（図６３に破線矢印で示す）を入射させ、透明樹脂板４００における一群の釘４３０Ａを
含む箇所を発光させることができる。
【０４３９】
　なお、上述した可変表示装置ユニット３５が本発明における可変表示装置に相当し、上
述した第１図柄表示装置４２が本発明における変動表示手段に相当し、上述したフレーム
部材４３０が本発明における前面側部材に相当し、上述した発光部材６０８が本発明にお
ける発光手段に相当する。
【０４４０】
　上述したように、本実施例１３のパチンコ機１０によれば、遊技球が打ち込まれる遊技
領域３０ａを有する遊技盤３０は、その所定箇所に、第３図柄を変動表示する可変表示装
置ユニット３５を備え、この可変表示装置ユニット３５は、第３図柄を変動表示する第１
図柄表示装置４２と、この第１図柄表示装置４２の表示画面が当該パチンコ機１０の前面
側から視認可能なように、第１図柄表示装置４２が取り付けられ、かつ、遊技盤３０の裏
面側に取り付けられる取付部材６００と、第１図柄表示装置４２の表示画面の周囲を囲う
形状で、取付部材６００よりも前面側で遊技盤３０の前面に取り付けられる、取付部材６
００とは別体のフレーム部材６３０と、を備え、取付部材６００は、当該取付部材６００
が遊技盤３０の裏面側に取り付けられた状態において、遊技盤３０の裏面より背後側に向
けて窪んだ凹部６０２を備え、凹部６０２は、遊技盤３０を前面視した状態で、遊技盤３
０における第１図柄表示装置４２の取付開口６０４よりも大きい形状であり、前面側で第
１図柄表示装置４２の表示画面の周囲の所定箇所に、発光部６０６を有する発光部材６０
８を備え、発光部材６０８は、発光部６０６以外の箇所が、凹部６０２の外周と遊技盤３
０の取付開口６０４との間の領域に位置するように、凹部６０２に配設されているので、
発光部材６０８をフレーム部材６３０に設ける必要が無く、フレーム部材６３０をその分
だけ小さくすることができ、このフレーム部材６３０の縮小に伴って遊技盤３０の取付開
口６０４も小さくすることができ、遊技盤３０自体の強度低下を改善でき、遊技盤３０の
たわみを改善でき、当該たわみに起因する遊技球の挙動の悪影響も改善できる。つまり、
図９に破線で示す従来の取付開口よりも本実施例の図９に実線で示す取付開口６０４の方
が小さくなっていることは明らかであり、遊技盤３０自体の強度低下や遊技盤３０のたわ
みを改善できる。
【０４４１】
　また、発光部材６０８は、その発光部６０６以外の箇所が、凹部６０２の外周と遊技盤
３０の取付開口６０４との間の領域に位置するように、凹部６０２に配設されている。つ
まり、遊技盤３０を前面視した状態で取付開口６０４の外側、つまり遊技盤３０の背後に
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隠れて見えない箇所に、発光部材６０８の発光部６０６以外の箇所を位置させているので
、取付部材６００の凹部６０２の当該領域を発光部材６０８の配置スペースとして活用す
ることができる。また、遊技盤３０を前面視した状態で取付開口６０４の内側に発光部材
６０８の発光部６０６を位置させることができ、フレーム部材６３０の所定箇所を発光部
材６０８により発光させることができる。
【０４４２】
　また、発光部材６０８をフレーム部材６３０に設ける必要が無く、フレーム部材６３０
をその分だけ小さくすることができ、遊技盤３０における遊技球の転動するスペース（釘
の打ち込めるスペース）、つまり、遊技領域３０ａを拡張でき、遊技球の挙動による面白
味を増加させることができる。
【０４４３】
　その結果、遊技盤３０自体の強度低下を抑えることができ、遊技盤３０での遊技球の転
動スペースを確保できるパチンコ機を提供することができる。
【０４４４】
　また、取付部材６００は、遊技盤３０に取り付けられてフレーム部材６３０が遊技盤３
０から取り外された状態において、凹部６０２の前面側で、第１図柄表示装置４２の表示
画面の周囲から取付開口６０４までの間の所定箇所に、基板ユニット６１６が当該取付部
材６００に対して取り外し可能に取り付けられているので、可変表示装置ユニット３５の
フレーム部材６３０や発光部６０６について故障や破損が生じた場合またはその虞がある
場合、あるいは点検等を行う場合には、フレーム部材６３０を遊技盤３０の前面側から取
り外すだけで、取付部材６００の発光部６０６にアクセスでき、フレーム部材６３０や発
光部６０６等の点検や修理などの作業を容易に行うことができる。つまり、従来において
必要であった以下の作業を不要とすることができる。すなわち、パチンコ機の遊技島設置
状態においても、内枠１２を外枠１１に対して開放する必要がないし、点検などが必要で
ないパチンコ機裏面側のカバー等を取り外す必要もないし、パチンコ機の裏面側に配置さ
れる他の部材により可変表示装置の裏面側が隠れていて当該可変表示装置の裏面側へのア
クセスも不要とすることができ、作業効率を向上させることができる。
【０４４５】
　その結果、可変表示装置におけるセンターフレーム関連部材つまり、可変表示装置ユニ
ット３５におけるフレーム部材６３０やこのフレーム部材６３０の裏面に位置する発光部
６０６などの点検や修理などの作業が容易なパチンコ機を提供することができる。
【０４４６】
　また、発光部６０６と発光部材６０８とをユニット化した基板ユニット６１６を備え、
基板ユニット６１６は、取付部材６００に対して着脱される被着脱部６１８を、フレーム
部材６３０が遊技盤３０から取り外された状態において、第１図柄表示装置４２の表示画
面の周囲から取付開口６０４までの間で露出した箇所に備え、被着脱部６１８により基板
ユニット６１６が取付部材６００に着脱自在となっているので、基板ユニット６１６の単
位（ユニット単位）で着脱することができ、取付部材６００からそれら（発光部６０６や
発光部材６０８）を一つずつ取り外していくような手間がなく、作業性に優れている。
【０４４７】
　また、ケース仮留め部６２０は、被着脱部６１８を解除した状態で、基板ユニット６１
６を取付部材６００に維持するよう仮留めする。つまり、被着脱部６１８を解除した状態
となると、基板ユニット６１６が直ちにフリーになる（落下する）のではなく、取付部材
６００に仮留めされた状態が維持される。したがって、被着脱部６１８を解除した途端に
基板ユニット６１６を落下させてしまうことを防止でき、基板ユニット６１６を安全かつ
容易に着脱することができる。
【０４４８】
　また、ケース仮留め部６２０は、フレーム部材６３０が遊技盤３０から取り外された状
態において、取付部材６００の前面側で、第１図柄表示装置４２の表示画面の周囲から取
付開口６０４までの間で露出した箇所に設けられた、基板ユニット６１６に設けられた嵌



(64) JP 4797656 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

合孔６１４ａに挿入される突出棒６２２であり、被着脱部６１８は、突出棒６２２の先端
面に形成されたネジ穴６２２ａと、このネジ穴６２２ａに螺入されるネジとで構成されて
いるので、基板ユニット６１６の嵌合孔６１４ａに突出棒６２２が挿入された状態であれ
ば、基板ユニット６１６を取付部材６００から落下させることなく仮留め状態とすること
ができる。つまり、基板ユニット６１６を取付部材６００から落下させることなく仮留め
状態とすることができる。突出棒６２２の先端面に形成されたネジ穴６２２ａにネジを螺
入することでその基板ユニット６１６を取付部材６００に取り付けた状態とすることがで
き、このネジを緩めて取り外すとその基板ユニット６１６ごと取付部材６００から取り外
すことができる。つまり、基板ユニット６１６を安全かつ容易に着脱することができる。
【０４４９】
　また、凹部６０２は、当該凹部６０２の外周と遊技盤３０の取付開口６０４との間の領
域に、発光部６０６に接続される中継基板６２６と、発光部６０６と中継基板６２６とを
接続する配線とを収容しているので、取付部材６００の配線用開口６２４から外部に出す
配線を少なくすることができ、パチンコ機１０の裏面側の配線の複雑化を防止できるとと
もに、作業時に引っ掛かって断線することなども抑制できる。
【０４５０】
　また、フレーム部材６３０は、第１図柄表示装置４２の表示画面の周囲を囲う壁であっ
て、第１図柄表示装置４２の表示画面と発光部材６０８との間を区画する壁部６３８を備
えているので、フレーム部材６３０を遊技盤３０の前面側から取り外すと同時にこの壁部
６３８がなくなっており、取付部材６００へのアクセススペースをその壁部６３８がなく
なった分広く確保でき、作業のし易い環境となる。
【０４５１】
　また、取付部材６００は、遊技盤３０から排出された遊技球を集めて排出する集合板６
４０とは別体に遊技盤３０の裏面側に取り付けられているので、可変表示装置ユニット３
５等の重みにより取付部材６００が変形したとしても、集合板６４０の排出路に影響を及
ぼすことが無く、この排出路において球詰まりなどを生じさせることを防止できる。
【０４５２】
　また、遊技盤３０は、図８に示すように、重ね合わされた状態の透明樹脂板４００およ
びベニヤ板４２０を貫通形成された貫通孔（第１取付孔４０３と第２取付孔４２６）を備
え、さらに、この遊技盤３０は、図６３に示すように、第１取付孔４０３および第２取付
孔４２６に嵌め入れられる、遊技に関する当否表示を行う当否表示手段としての第１図柄
表示装置４２と、透明樹脂板４００の所定箇所に配設され、遊技球が入賞可能で第１図柄
表示装置４２での当否表示の契機となる入賞手段としての第１の始動口３３と、第１図柄
表示装置４２の周辺の所定箇所（例えば下方箇所）で遊技球が第１の始動口３３の方に向
かうように並べられた、透明樹脂板４００を介してベニヤ板４２０に打ち付け固定された
複数本の釘４３０である一群の釘４３０Ａと、透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内
壁のうちで少なくとも一群の釘４３０Ａを含む方向に向けて光を入射させる、可変表示装
置ユニット３５の光入射部４５０とを備えている。
【０４５３】
　したがって、図６３に示すように、透明樹脂板４００の第１取付孔４０３の内壁のうち
で少なくとも一群の釘４３０Ａを含む方向に向けて光を入射させることができるので、遊
技球を第１の始動口３３の方に向かわせる一群の釘４３０Ａの箇所を発光表示させること
ができ、一群の釘４３０Ａに沿って流下していく遊技球を映えて見せることができ、その
流下態様を遊技者に注視させることができる。
【０４５４】
　また、センターフレームの大型化により、遊技領域３０ａにおけるセンターフレームの
四つ角部分に対応する領域、つまり、図５８に示すように、遊技領域３０ａにおけるフレ
ーム部材６３０の四つ角部分に対応する領域が狭くなってしまうので、この部分を照らす
ための発光部６０６を設けず、風車３７を配置するようにしてもよい。このように風車３
７などの遊技部品を設けることで、フレーム部材６３０の四つ角部分に対応する領域を発
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光させないようにし、かつ、その非発光を目だ立たないようにしてもよい。
【０４５５】
　この発明は、上記実施形態に限られることはなく、下記のように変形実施することがで
きる。
【０４５６】
　（１）上述した実施例１では、透明樹脂板４００の貫通孔４０９およびベニヤ板４２０
の貫通孔４２４に挿入される導光部材４８０を多数設けるようにしているが、１個あるい
は２個以上設けるようにしてもよい。また、透明樹脂板４００の貫通孔４０９およびベニ
ヤ板４２０の貫通孔４２４を遊技領域の所定箇所に設けているが、透明樹脂板４００ある
いはベニヤ板４２０における遊技領域以外の箇所に設けるようにしてもよい。
【０４５７】
　（２）上述した各実施例では、板状部材としてベニヤ板４２０を採用しているが、ベニ
ヤ板４２０と同様の密度の板状部材を採用するようにしてもよい。
【０４５８】
　（３）上述した各実施例では、透明樹脂板４００を採用しているが、少なくとも一部が
半透明である薄板を採用するようにしてもよいし、セルシート４１０の視認性を許容でき
る範囲内の透過性のもので着色された薄板を採用するようにしてもよい。
【０４５９】
　（４）上述した各実施例では、透明樹脂板４００は遊技領域の全体を覆うものとしてい
るが、遊技領域の少なくとも一部を覆うものとしてもよい。
【０４６０】
　（５）上述した各実施例では、セルシート４１０を採用しているが、透明樹脂板４００
の裏面側あるいはベニヤ板４２０の前面側に直接に、遊技機を表すための表示や遊技領域
を装飾するための表示を描画（印刷）などしたものを採用してもよい。特に、透明樹脂板
４００の裏面側に直接に、遊技機を表すための表示や遊技領域を装飾するための表示（装
飾表示部）を描画（印刷）などした場合には、透明樹脂板４００と描画（印刷）表示とが
密着しているので、以下の点で優れている。すなわち、透明樹脂板４００の裏面側に単に
装飾表示部を合わせるというだけでは、透明樹脂板４００の裏面側から装飾表示部の少な
くとも一部が離間したままで透明樹脂板４００の裏面側に装飾表示部が設けられることが
あり、この場合には、遊技盤３０を正面視して見ると、当該離間部分の表示がぼける（装
飾表示部の離間部分と密着部分とで薄板部材への光入射率に差が生じる）という問題があ
るが、本変形例によればこのような問題を解消できる。つまり、透明樹脂板４００と描画
（印刷）表示（装飾表示部）とが密着しており、透明樹脂板４００の裏面側で描画（印刷
）表示が離間する部分が全くないので、前記のような離間部分の表示のぼけが生じない。
【０４６１】
　（６）上述した実施例２において、弾性部材としてゴム製のクリアランス被覆部材４３
２を採用しているが、スポンジなど種々の弾性部材を採用するようにしてもよい。
【０４６２】
　（７）上述した各実施例では、一枚ものの透明樹脂板４００を採用しているが、図２７
を用いて以下に説明するように透明樹脂板４００を複数個の分割部品で構成するような場
合にも適用可能である。
【０４６３】
　つまり、図２７に示すように、透明樹脂板４００は、当該透明樹脂板４００を前面視し
た状態で複数個（図２７では上下に分けた２個）に分割した各分割透明樹脂板４００Ａ，
４００Ｂ（各分割薄板部材）から構成されたものであり、この分割透明樹脂板４００Ａ，
４００Ｂの側面の所定箇所であって、遊技盤３０に配設される遊技部品（例えばセンター
フレーム４７など）と対向する箇所に、当該分割透明樹脂板４００Ａ，４００Ｂの内部に
向けて光を入射させる光入射部４５０を備えている構成が挙げられる。
【０４６４】
　この構成の場合には、透明樹脂板４００の外周側面に対応する、複数個の分割透明樹脂
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板４００Ａ，４００Ｂでの外郭側面から光を入射させるだけでなく、分割透明樹脂板４０
０Ａ，４００Ｂの側面の所定箇所であって遊技盤３０に配設されるセンターフレーム４７
と対向する箇所からも光を入射させることができるので、透明樹脂板４００での暗い箇所
に光を入射させることができ、透明樹脂板４００での明暗ムラを低減でき、透明樹脂板４
００を一様に面発光させることができる。つまり、センターフレーム４７や入賞口など各
種の遊技部品などが遊技盤３０に設けられる遊技機では、これらの遊技部品を分割透明樹
脂板４００Ａ，４００Ｂで囲うようにして設けられ、透明樹脂板４００の外周側面から当
該透明樹脂板４００の内部に向けて光を入射させたとしても、遊技盤３０に設けられたセ
ンターフレーム４７により光の進入が妨げられる箇所が生じたりするが、このような暗い
箇所に光を供給し得る箇所、つまり、分割透明樹脂板４００Ａ，４００Ｂの側面の所定箇
所であってセンターフレーム４７と対向する箇所から光を入射させることで、透明樹脂板
４００での暗い箇所に光を入射させることができ、透明樹脂板４００での明暗ムラを低減
でき、透明樹脂板４００を一様に面発光させることができる。
【０４６５】
　また、透明樹脂板４００の外周側面から当該透明樹脂板４００の内部に向けて入射させ
る光の強度（光量）を増加させる必要がないので、入射させる光の強度を増加させ過ぎる
こともないし、その増加させ過ぎることで透明樹脂板４００が眩し過ぎるようになるとい
う別異の問題も生じない。
【０４６６】
　したがって、遊技盤３０の透明樹脂板４００を一様に面発光させることができる遊技機
を提供することができる。
【０４６７】
　（８）上述した各実施例では、一枚ものの透明樹脂板４００を採用しているが、図２８
を用いて以下に説明するように遊技盤３０の一部に部分透明樹脂板４００Ｃ（部分薄板部
材）を設ける場合にも適用可能である。
【０４６８】
　つまり、図２８に示すように、遊技盤３０は、遊技領域を流下する遊技球の挙動に変化
を与えるための釘が前面側に打ち付け固定可能なベニヤ板４２０と、このベニヤ板４２０
の前面側で遊技領域の一部に遊技盤３０の盤面と面一に設けられる光透過性の部分透明樹
脂板４００Ｃと、を備え、この部分透明樹脂板４００Ｃの側面に光を入射させる光入射部
４５０を備えている構成が挙げられる。
【０４６９】
　この構成の場合には、遊技領域の一部に配設される部分透明樹脂板４００Ｃの側面から
光を入射させることができ、部分透明樹脂板４００Ｃを一様に面発光させることができる
。
【０４７０】
　（９）上述した実施例１では、光出力規制部４５２は遮蔽部４５３を備えているが、こ
の遮蔽部４５３に替えて、導光部材４８０での透明樹脂板４００と面一とした端面箇所に
設けられた、光を反射させる光反射部を備えるようにしてもよい。この場合には、透明樹
脂板４００の貫通孔４０９の内壁に向けて光を効果的に出力することができる。
【０４７１】
　（１０）上述した実施例１では、導光部材４８０は円柱形状としているが、図２９にし
めすような形状のものを採用するようにしてもよい。つまり、図２９に示すように、導光
部材４８０は、透明樹脂板４００と面一とした端面箇所の方が先広がりとなった形状とし
ており、透明樹脂板４００の貫通孔４０９は、導光部材４８０の先広がり形状に嵌合する
ような孔形状としている構成が挙げられる。この場合には、導光部材４８０での透明樹脂
板４００と面一とした端面箇所に向けて当該導光部材４８０中を進行してきた光が、その
端面箇所の遮蔽部４５３（または光反射部）によって、遮蔽（あるいは反射）され、透明
樹脂板４００の先広がり貫通孔の内壁に対向する先広がり導光部材４８０の対向面箇所に
向けて出力され、透明樹脂板４００の先広がり貫通孔４９０の内壁に向けて光を出力する
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ことができる。
【０４７２】
　（１１）上述した実施例４では、収容部４５５は、導光部材４８０を収容する収容空間
の内面を光反射部としているが、以下のような構成を採用してもよい。つまり、導光部材
４８０は、入射面４８０ａと出射面４８０ｂとを有する導光容体であり、この導光容体で
の外面のうちで入射面４８０ａと出射面４８０ｂとを除いた箇所に光反射層を備えている
ものが挙げられる。この場合には、導光部材４８０に入射された光を出射面４８０ｂの方
に導くことができ、導光部材４８０の外面のうちで入射面４８０ａと出射面４８０ｂとを
除いた箇所から外部に光が漏れ出ることも防止できる。
【０４７３】
　（１２）上述した実施例６では、入り込み防止部材４８５はその一部に光入射部４５０
を備えているが、以下のような構成を採用してもよい。つまり、遊技部品は、当該遊技部
品の裏面側を覆う裏面側部材を備え、前記裏面側部材は、その一部に光入射部４５０を備
えているものが挙げられる。この場合には、遊技部品の裏面側部材の一部を利用して光入
射部４５０を設けることができ、遊技部品の裏面側を覆うことができるとともに、透明樹
脂板４００での遊技部品の第１取付孔の内壁からも光を入射させることができる。
【０４７４】
　（１３）上述した実施例４では、遊技部品としてセンターフレーム４７を例に挙げて説
明しているが、一般入賞口３１や第１の始動口３３や第２の始動口３４などの入賞部品（
本発明の入球部品）を採用してもよい。この場合には、入賞部品の外周から光を出射させ
、透明樹脂板４００での遊技部品の第１取付孔の内壁に光を入射させることができる。
【０４７５】
　（１４）上述した各実施例において、透明樹脂板４００をパチンコ機１０の遊技状態（
大当たり状態、特定のリーチ表示状態、時短状態など）に応じて発光させたり、発光色を
変化させたりしてもよい。
【０４７６】
　（１５）上述した各実施例において、釘４３０の釘先にネジ部を備え、このネジ部がベ
ニヤ板４２０の内部に入れられた状態で植設されるようにしてもよい。この場合には、釘
４３０の釘先のネジ部が、ベニヤ板４２０の内部に入れられた状態で植設されるので、こ
のように釘先にネジ部を有している釘の場合は、釘先にネジ部を有していない釘の場合と
比べて、釘４３０をベニヤ板４２０により強固に打ち付けることができる。また、釘４３
０が透明樹脂板４００およびベニヤ板４２０に接触し、かつ、当該釘４３０の透明樹脂板
４００への打ち入り長さと当該釘４３０のベニヤ板４２０への打ち入り長さとを同一にし
ている場合でも、釘先のネジ部のネジ山とその谷構造により、釘４３０のベニヤ板４２０
の接触面積が大きくすることができ、釘４３０を支える比率を透明樹脂板４００よりもベ
ニヤ板４２０の方を大きくすることができる。
【０４７７】
　（１６）上述した実施例３において、図５５（ａ）に示すように、透明樹脂板４００の
道孔４０６を当該透明樹脂板４００の裏面側から座繰り、この座繰り穴４４９の直径は釘
４３０の胴の直径よりも大きく、釘４３０の透明樹脂板４００への接触面積をさらに減ず
るようにしてもよい。また、図５５（ｂ）に示すように、透明樹脂板４００の道孔４０６
を当該透明樹脂板４００の前面側から座繰り、この座繰り穴４４９の直径は釘４３０の胴
の直径よりも大きく、釘４３０の透明樹脂板４００への接触面積をさらに減ずるようにし
てもよい。
【０４７８】
　（１７）上述した各実施例において、ベニヤ板４２０の前面側（透明樹脂板４００と対
向する面側）に被覆シートを貼り付けるようにしてもよい。この被覆シートは全体にわた
ってベニヤ板４２０に貼り付けられているのが好ましい。ベニヤ板４２０に被覆シートを
貼り付けることで、ベニヤ板４２０からの木屑などの発生を防止することができ、木屑な
どが遊技盤３０の遊技領域に出てくることを低減できる。
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【０４７９】
　（１８）上述した実施例１，１１では、図１５，図４８に示すように、導光板４０８の
外側部に発光部（光源：ＬＥＤ４４０）を設けているが、発光部（光源：ＬＥＤ４４０）
を導光板４０８から離れた位置に配置してもよい。例えば、内枠１２のうちの遊技盤３０
の外側辺に対応する箇所に、発光部（光源：ＬＥＤ４４０）を設けることが挙げられる。
このように発光部（光源：ＬＥＤ４４０）を内枠１２に設けることで、遊技盤３０のみを
交換する「板替え」のときにも内枠１２に発光部（光源：ＬＥＤ４４０）を残すことがで
き、次機種にも流用することができる。また、発光部（光源：ＬＥＤ４４０）から導光板
４０８への光供給として光ファイバーや透明樹脂などの導光部材を設けるようにしてもよ
い。これにより、発光部（光源：ＬＥＤ４４０）の配置の自由度が向上する。
【０４８０】
　（１９）上述した各実施例では、遊技盤３０を構成する部品としてベニヤ板４２０を用
いているが、このベニヤ板４２０を用いず、透明樹脂板４００に釘４３０をその先端が裏
面側に突き出ないようにして打ち付け、この透明樹脂板４００の裏面側に、所定の画像を
表示する（例えば第１図柄を変動表示するなど）画像表示手段を備え、透明樹脂板４００
は、遊技領域の所定箇所に貫通孔（貫通孔４０９や第１取付孔４０３など）を備え、透明
樹脂板４００の貫通孔（貫通孔４０９や第１取付孔４０３など）の内壁に光を入射させる
光入射部４５０を備えた構成を採用してもよい。この画像表示手段としては、透明樹脂板
４００と同等の大きさ、あるいは遊技領域３０ａを含む大きさの全面液晶表示装置や全面
有機ＥＬ表示装置などの面状表示手段が挙げられる。
【０４８１】
　（２０）上述した各実施例や前記の変形例（１９）などでは、透明樹脂板４００を単一
（一枚もの）としているが、この透明樹脂板４００はその厚み方向に複数枚の薄板部材を
重ね合わせて構成されるものであり、前記複数枚の薄板部材のうちの二枚以上の薄板部材
は、その各薄板部材の前面側または裏面側に、所定の絵柄や文字の形状をかたどった凹凸
加工（実施例１１のマイクロレンズ加工など）がそれぞれ施されたものとしてもよい。こ
の場合には、前面側または裏面側に、所定の絵柄や文字の形状をかたどった凹凸加工を有
する薄板部材の内部に光を入射することで、その絵柄や文字の形状（凹凸加工箇所）を発
光表示（強調表示）でき、遊技盤の表示態様にバリエーションを持たせることができる。
【０４８２】
　（２１）前記の変形例（１９）の構成において、透明樹脂板４００はその厚み方向に前
面側の第１薄板部材と裏面側の第２薄板部材とを重ね合わせて構成されるものであり、第
２薄板部材は、釘４３０が打ち付け固定されるものであり、第１薄板部材は、第２薄板部
材と比べて釘４３０の打ち付け固定の寄与量が少ないあるいは全くないものであり、所定
箇所に貫通孔（貫通孔４０９や第１取付孔４０３など）を備えた構成を採用してもよい。
この場合には、前面側の第１薄板部材を発光用とし、裏面側の第２薄板部材を釘の打ち付
け固定用とすることができる。さらに、この前面側の第１薄板部材は、その前面側または
裏面側に、所定の絵柄や文字の形状をかたどった凹凸加工（実施例１１のマイクロレンズ
加工など）が施されたものとしてもよい。
【０４８３】
　（２２）図６４（ａ）に示すように、複数列（図６４では２列）に釘４３０が、透明樹
脂板４００の開口部４０２を介してベニヤ板４２０に植設され、あるいは透明樹脂板４０
０の道孔４０６を介してベニヤ板４２０に植設され、この２列の釘４３０の両側から光が
照射される場合には、光照射方向から見て後方の釘４３０が手前側の釘４３０に隠れるた
め、透明樹脂板４００の内部において釘４３０または開口部４０２から延びる影が発生し
てしまうが、図６４（ｂ）に示すように、光照射方向から見て両列の釘４３０をずらした
位置に植設することで、前記の影の発生を低減あるいは無くすことができる。
【０４８４】
　（２３）上述した各実施例のセルシート４１０（本発明における介装部材に相当する）
を、暗い色彩、地味な模様またはそれらの組み合わせからなるものとしてもよい。この場
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合には、セルシート４１０は、透明樹脂板４００とベニヤ板４２０との間に設けられ、暗
い色彩、地味な模様またはそれらの組み合わせからなるものとしているので、透明樹脂板
４００の発光を目だ立たせることができる。なお、「暗い色彩」としては、黒色、紺色、
茶色、灰色などが挙げられ、明度と彩度が低いまたは低い側のものが挙げられる。また、
「地味な模様」としては、表面に表わされた線図、色分け、ぼかしのうち暗い印象を与え
るものなどが挙げられ、例えば格子状に線の入った模様、絵の無い単一色なもの、同一模
様が繰り返し配置された単調な模様などが挙げられる。
【０４８５】
　（２４）前述の変形例（２３）に替えて、画像表示手段、つまり、透明樹脂板４００と
同等の大きさ、あるいは遊技領域３０ａを含む大きさの全面液晶表示装置や全面有機ＥＬ
表示装置などの面状表示手段は、暗い色彩、地味な模様またはそれらの組み合わせからな
る画像を表示することとしてもよい。この場合でも、画像表示手段は、暗い色彩、地味な
模様またはそれらの組み合わせからなるものとしているので、薄板部材の発光を目だ立た
せることができる。
【０４８６】
　（２５）前述の各実施例では、光入射部４５０（光入射手段）は、導光部材４８０（導
光部材）を備えた構成としているが、導光部材４８０（導光部材）を介さずに貫通孔４０
９の内壁に直接に光を照射する（発光部：光源）を備えた構成を採用してもよい。例えば
、ＬＥＤ４６４（発光部：光源）からの光を直接に貫通孔４０９の内壁に照射することが
挙げられる。
【０４８７】
　（２６）前述の実施例１～１３の内容を任意に選択して組み合わせるようにしてもよい
。
【０４８８】
　（２７）本発明を各種（例えば第一種、第三種など）の遊技機に実施してもよいし、上
記実施例とは異なるタイプのパチンコ機等に実施してもよい。例えば、一度大当たりする
と、それを含めて複数回（例えば２回、３回）大当たり状態が発生するまで、大当たり期
待値が高められるようなパチンコ機（通称、２回権利物、３回権利物と称される。）とし
て実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を入賞される
ことを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機として実施してもよい。また、球が
所定の入賞口に入ることで特別遊技状態となるパチンコ機として実施してもよい。さらに
、パチンコ機以外にも、アレンジボール型パチンコ、雀球、いわゆるパチンコ機とスロッ
トマシンとが融合した遊技機等の各種遊技機として実施するようにしてもよい。
【０４８９】
　なお、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄
からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する可変表示手段を備えており、球打
出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）
に基づく所定量の遊技球の投入後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始
され、例えばストップボタンの操作に起因して、あるいは、所定時間経過することにより
、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必
要条件として遊技者に有利な大当たり状態が発生させられ、遊技者には、下部の受け皿に
多量の球が払い出されるものである。
【産業上の利用可能性】
【０４９０】
　以上のように、この発明は、パチンコ機やスロットマシン等の遊技機に適している。
【図面の簡単な説明】
【０４９１】
【図１】本発明の実施例のパチンコ機の概略正面図である。
【図２】内枠及び前面枠セットを開放した状態のパチンコ機を示す斜視図である。
【図３】前面枠セットを開放した状態における内枠等を示す正面図である。
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【図４】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図５】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図６】第１図柄表示装置の表示内容を示す説明図である。
【図７】実施例１の遊技盤の要部の構成を示す分解斜視図である。
【図８】実施例１の遊技盤の透明樹脂板とセルシートとベニヤ板を示す分解斜視図である
。
【図９】実施例１の遊技盤のベニヤ板と取付部材と集合板を示す分解斜視図である。
【図１０】実施例１の遊技盤の各構成部品を示す正面図である。
【図１１】ＬＥＤ基板付きのＬＥＤ基板支持部材が取り付けられた集合板の正面図である
。
【図１２】図１１の集合板が背後に取り付けられたベニヤ板の正面図である。
【図１３】ＬＥＤ基板を含む部分の遊技盤の断面図である。
【図１４】（ａ）～（ｃ）は実施例１の遊技盤の製造工程を示す図である。
【図１５】実施例１の遊技盤の透明樹脂板の端部構成を示す断面図である。
【図１６】（ａ）～（ｃ）は実施例２の遊技盤の製造工程を示す図である。
【図１７】実施例３の遊技盤の要部の構成を示す分解斜視図である。
【図１８】（ａ）～（ｃ）は実施例３の遊技盤の製造工程を示す図である。
【図１９】実施例３の遊技盤の釘打ち付け状態を示す断面図である。
【図２０】実施例４のセンターフレームの平面図である。
【図２１】実施例４のセンターフレームの光入射部を示す断面図である。
【図２２】実施例５のセンターフレームの平面図である。
【図２３】実施例５のセンターフレームの光入射部を示す断面図である。
【図２４】実施例５のセンターフレームの光入射部の概略斜視図である。
【図２５】実施例６のセンターフレームの光入射部を含む箇所を示す断面図である。
【図２６】実施例７のセンターフレームの光入射部を示す断面図である。
【図２７】変形例の透明樹脂板の正面図である。
【図２８】変形例の遊技盤の正面図である。
【図２９】変形例の遊技盤の導光部材を含む箇所の断面図である。
【図３０】実施例８のセンターフレームの斜視図である。
【図３１】（ａ）は実施例８のセンターフレームの平面図、（ｂ）はその正面図、（ｃ）
はその側面図である。
【図３２】実施例８のセンターフレームの前方側から見た分解斜視図である。
【図３３】実施例８のセンターフレームの後方側から見た分解斜視図である。
【図３４】実施例８のセンターフレームの断面図である。
【図３５】実施例９のセンターフレームの斜視図である。
【図３６】（ａ）は実施例９のセンターフレームの平面図、（ｂ）はその正面図、（ｃ）
はその側面図である。
【図３７】実施例９のセンターフレームの裏面図である。
【図３８】実施例９のセンターフレームの前方側から見た分解斜視図である。
【図３９】実施例９のセンターフレームの後方側から見た分解斜視図である。
【図４０】実施例９のセンターフレームの断面図である。
【図４１】実施例１０のセンターフレームの斜視図である。
【図４２】（ａ）は実施例１０のセンターフレームの平面図、（ｂ）はその正面図、（ｃ
）はその側面図である。
【図４３】実施例１０のセンターフレームの前方側から見た分解斜視図である。
【図４４】実施例１０のセンターフレームの後方側から見た分解斜視図である。
【図４５】実施例１０のセンターフレームの断面図である。
【図４６】実施例１０とは別の実施例のセンターフレームの断面図である。
【図４７】（ａ）は実施例８の導光部材の光入射面の形状を示す図、（ｂ）は実施例８と
は別の導光部材の光入射面の形状を示す図である。
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【図４８】（ａ）は実施例１１の遊技盤の端部構成を示す断面図であり、（ｂ）は実施例
１１の遊技盤の概略正面図である。
【図４９】実施例１２の遊技盤の要部を概略的に示す分解斜視図である。
【図５０】（ａ）は透明樹脂板、セルシートおよびベニヤ板の仮留め前状態の要部概略断
面図であり、（ｂ）は仮留め後の要部概略断面図であり、（ｃ）は仮留め部材の概略斜視
図である。
【図５１】仮留め状態の透明樹脂板およびベニヤ板を釘打ち機に載置する様子を示す説明
図である。
【図５２】仮留め状態の透明樹脂板およびベニヤ板の位置決め孔（作業孔）と、釘打ち機
の載置台（テーブル）の位置決めピン（位置決めボス）との嵌合状態を示す概略断面図で
ある。
【図５３】（ａ）は外レールを遊技盤に取り付ける様子を示す図であり、（ｂ）は外レー
ルが遊技盤に取り付けられた状態での部分断面図である。
【図５４】（ａ）は第２の始動口の裏面から見た概略斜視図、（ｂ）は第２の始動口の一
部破断図、（ｃ）は第２の始動口が遊技盤に取り付けられた状態での要部断面図である。
【図５５】（ａ），（ｂ）は変形例の遊技盤の要部の構成を示す断面図である。
【図５６】実施例１３の遊技盤を右斜め上から見た斜視図である。
【図５７】実施例１３の遊技盤とフレーム部材とを分離した状態を示す斜視図である。
【図５８】実施例１３のフレーム部材が取り外された状態の遊技盤の正面図である。
【図５９】実施例１３のフレーム部材と遊技盤と基板ユニットとを分離した状態を示す斜
視図である。
【図６０】実施例１３の取付部材と基板ユニットとを分離した状態を示す斜視図である。
【図６１】実施例１３の遊技盤の裏面斜視図である。
【図６２】実施例１３の遊技盤の要部箇所の横断面図である。
【図６３】実施例１３の遊技盤の要部箇所の拡大正面図である。
【図６４】（ａ），（ｂ）は変形例の遊技盤での釘の植設位置について説明するための図
である。
【符号の説明】
【０４９２】
　４００　…透明樹脂板（薄板部材）
　４０８　…導光板
　４０９　…貫通孔
　４１０　…セルシート（装飾表示部）
　４２０　…ベニヤ板（板状部材）
　４２４　…貫通孔
　４３０　…釘
　４５０　…光入射部（光入射手段）
　４５１　…光出力部（光出力手段）
　４５２　…光出力規制部（光出力規制手段）
　４５３　…遮蔽部
　４５４　…傾斜面
　４５５　…収容部（収容手段）
　４５６　…光反射部
　４６４　…ＬＥＤ（発光手段）
　４８０　…導光部材
　４８１　…凹部
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